
議案２０－１

第 ２ ０ 号 議 案

令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に 係 る 意 見 の 申 出 の 臨 時 代 理 に つ い

て

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日

教 育 長  井  上 謙 介

提 案 理 由

 令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に つ い て 、地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関

す る 法 律（ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 ）第 ２ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、市

長 か ら 意 見 を 求 め ら れ た も の で あ る が 、特 に 緊 急 を 要 し 教 育 委 員 会 を

開 催 す る 時 間 的 余 裕 が な い た め 、久 留 米 市 教 育 委 員 会 教 育 長 に 対 す る

事 務 委 任 規 則（ 昭 和 ３ ９ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規 則 第 １ ２ 号 ）第 ３ 条 の

規 定 に よ り 、教 育 長 に お い て 臨 時 に 代 理 し た の で 報 告 し 、承 認 を 求 め

よ う と す る も の で あ る 。



議案２０－２

令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に 係 る 意 見 の 申 出 の 臨 時 代 理 に つ い て

令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に 係 る 意 見 の 申 出 に つ い て 、別 紙 の と お り 教

育 長 に よ り 臨 時 に 代 理 し た の で 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 。



議案２０－３

令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に 係 る 意 見 の 申 出 に つ い て

 令 和 ４ 年 度 教 育 費 予 算 に つ い て 、別 紙 の と お り 市 議 会 に 提 出 す る こ

と に 同 意 す る 。



第１表　歳入歳出予算（抜粋）

歳出

款 項 金額

千円

12,839,135

１　教育総務費 1,989,525

２　小学校費 2,871,818

３　中学校費 1,364,547

４　特別支援学校費 320,648

５　高等学校費 1,497,723

６　社会教育費 3,778,449

７　保健体育費 1,016,425

１０　教育費議
案
２
０
ー
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第３表　繰越明許費（抜粋）

款 項 金額

千円

１０　教育費 ３　中学校費 160,738

事業名

諏訪中学校校舎改築事業にかかる委託料

議
案
２
０
ー
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第４表　債務負担行為（抜粋）

事項 期間 限度額

千円

教 育 セ ン タ ー 施 設 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 10,110

小 学 校 給 食 調 理 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 654,535

小 学 校 給 食 生 ご み 処 理 機 リ ー ス 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 16,500

小 学 校 看 護 師 派 遣 委 託 料 令 和 ５ 年 度 11,530

中 学 校 給 食 調 理 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 96,560

中 学 校 看 護 師 派 遣 委 託 料 令 和 ５ 年 度 11,530

ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 81,774

文 化 財 収 蔵 館 等 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 4,521

議
案
２
０
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事項 期間 限度額

生涯学習センター講座用パソコン等リース料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 6,455

生 涯 学 習 セ ン タ ー 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 51,975

図 書 館 施 設 管 理 等 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 63,098

田 主 丸 複 合 文 化 施 設 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 19,800

城 島 総 合 文 化 セ ン タ ー 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 18,075

城 島 ふ れ あ い セ ン タ ー 清 掃 業 務 委 託 料 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 3,294

議
案
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第５表　地方債（抜粋）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 ％

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 456,000

特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 事 業 2,900

高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 60,100

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 304,600

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 33,300

普通貸借又は証券発
行

２．０以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
る事項による。
　ただし、市財政の都合によ
り据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換え
することができる。議

案
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令和４年度予算 教育部 基本⽅針

１ ⼦どもたちが成⻑して活躍していく社会は「多様化」
「国際化」「情報技術⾰新」「不確実性」が激しい社会

２ 児童⽣徒⼀⼈ひとりのコンピュータ端末を活⽤した授業
の浸透及び量から質への移⾏

３ 貧困・障害・ヤングケアラー・外国のルーツ・虐待など
⼦どもの困りごとが「多様化」「深刻化」「潜在化」

４ 教員の著しい世代交代、教員の多忙化と教員不⾜
５ 児童⽣徒数の偏在と学校施設の深刻な⽼朽化
６ ⼈⼝減少社会の中で、本市が持続的に発展するための住
みやすいまちづくりには、教育が重要な要素

⽬ 標

‣ ⼦ども⼀⼈ひとりが個性と能⼒に応じて社会に参画し、活躍できるようにするため、「ＩＣＴを活⽤した授業の質の向上」「くるめ
授業スタンダードを活⽤した授業⼿法の改善」「学⼒向上に向けた特⾊ある学校づくり」を通して学⼒向上を進めます。

‣ ⼦どもの様々な困りごとに気付き、⼀⼈ひとりの状況に応じた⽀援を⾏うため、専⾨家（弁護⼠・医師・ＳＣ・ＳＳＷ等）や地域⼈
材の活⽤による学校のサポートに取り組むとともに、ＩＣＴの活⽤を進め、教員が⼦どもに向き合う時間を確保します。

‣ ⼦どもの⾃尊感情と⾃⼰有⽤感を醸成し、⾃らＳＯＳを発することができるように、⼦どもの⼈権に関する学習を進めます。
‣ 「より良い教育環境のための学校統合」と「学校施設の改築等に要する経費や時間の効率化」の相乗的な推進を⽬指して、双⽅を関
連付けた基本計画の策定の検討を進めます。

基本⽅針

背景・課題

学びをつなぐ授業【主体的・対話的で深い学び】

楽しい学校【安全・安⼼な学び舎】

笑顔の先⽣【教師⼒の向上と⼦どもと向き合う時間の確保】

協働する学校・家庭・地域【コミュニティ・スクールの推進】

‣ ＩＣＴを効果的に活⽤した誰⼀⼈取り残さない個別最適な学びと
協働的な学びの実現

‣ 困りごとを抱える⼦どもたちが⾃らＳＯＳを発しやすく、周囲が
困りごとに気付くことができる教育環境の構築

‣ ⼩規模校の最適化による、より良い教育環境の実現
‣ 学校施設の計画的改築及び⻑寿命化による安全快適な学びの環境
の整備

⾃⼰実現し、社会に参画できる学⼒の向上

久留⽶市教育に関する⼤綱・久留⽶市教育振興プラン

久留⽶へ誇りと愛着を
持ち、どこで暮らして
も貢献を思う気持ち

⼦どもの主体的な
思考⼒・判断⼒・
表現⼒

様々な意⾒を調整しな
がら課題を解決し、新
しい価値を創造する⼒

議
案
２
０
ー
資
料
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(1)市税の収納率向上に係る取組強化
適切な賦課業務の推進及び納付環境の整備、初期滞納対応
(2)マイナンバーカードの交付促進及び機能追加の対応
交付体制の整備と住基法改正に伴う全国共通システム改修
(3)証明発行手数料におけるキャッシュレス決済の導入

令和４年度予算 市民文化部 基本方針

市民ニーズとライフスタイルの多様化 コロナ禍における社会活動の継続
新しい生活様式の実践行政のデジタル化 人口減少・少子高齢社会の進展
健康寿命の延伸 文化芸術・スポーツ立国実現への動き

１．直面する課題

①市税収入の安定的な確保と市民サービスの充実・向上

▶市民生活に最も密接に関連する業務を所管する部局として、コロナ禍における社会経済状況や市民ニーズの変化へ的確に対応していく。
▶市政の重要テーマ「心豊かな市民生活を創造するまちづくり」の実現に向け、コロナ禍においても市民が地域に愛着や誇りを感じながら鑑賞・活動でき
る、文化芸術、生涯学習及びスポーツ等の魅力ある事業を戦略的に進めていく。

▶郷土の歴史を未来へ継承するために、歴史資源の適正な保存と効果的な活用に取り組むとともに、その魅力をあらゆる媒体を駆使して多方面に向けて発
信していく。

▶文化施設、生涯学習施設、体育施設等を通じた市民サービスを持続的に提供していく。

２．基本方針

背 景

▶市税収入の確保･市民サービスの向上
▶歴史遺産のさらなる活用・魅力向上
▶市民の文化芸術・スポーツ・生涯学習活動の活性化
▶公共施設の老朽化

(1)生涯学習の推進、ジュニアアスリート・トップアスリートの支援やスポーツ人
口増加の取り組み
(2)市民の自己学習の場としての図書館づくり
(3)久留米入城400年未実施イベントの取組、歴史ルートづくりなどによる遺産の
活用、国府跡の国有化

③生涯学習・スポーツの振興と歴史遺産の保存・活用

(1)魅力ある美術館・音楽によるまちづくりの推進
展覧会の実施と市民に親しまれる石橋文化センターの運営、音楽イベントや音
楽アーティストの育成支援

(2)シティプラザを最大限活用した文化･活力の創造
情報発信と安心・快適なサービスを提供するための施設運営、多様で話題性の
ある自主・提携事業の開催による賑わい創出と地域経済の活性化

②文化芸術活動の推進

(1)所管する文化施設、生涯学習施設、体育施設等の公共施設総合管理基本計画に
沿った計画的な維持補修

④公共施設の適切な管理

 
議
案
２
０
ー
資
料
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

1,989,525 1,861,625 127,900 6.9 139,243 0 256,218 1,594,064

1　教育委員会費 8,030 8,030 0 0.0 0 0 0 8,030

2　事務局費 1,954,061 1,825,228 128,833 7.1 139,243 0 255,218 1,559,600

3　教育センター費 27,434 28,367 -933 -3.3 0 0 1,000 26,434

2,871,818 2,964,285 -92,467 -3.1 75,047 271,000 60,820 2,464,951

1　学校管理費 2,171,471 2,111,028 60,443 2.9 32,812 271,000 43,520 1,824,139

2　教育振興費 697,801 661,642 36,159 5.5 42,235 0 17,300 638,266

3　学校建設費 2,546 191,615 -189,069 -98.7 0 0 0 2,546

1,364,547 1,251,120 113,427 9.1 22,973 185,000 61,613 1,094,961

1　学校管理費 704,330 711,642 -7,312 -1.0 0 53,600 38,193 612,537

2　教育振興費 484,442 534,372 -49,930 -9.3 22,973 0 23,420 438,049

3　学校建設費 175,775 5,106 170,669 3,342.5 0 131,400 0 44,375

320,648 308,168 12,480 4.0 78,037 2,900 246 239,465

1　学校管理費 250,014 237,036 12,978 5.5 65,902 2,900 246 180,966

2　教育振興費 70,634 71,132 -498 -0.7 12,135 0 0 58,499

3　学校建設費 0 0 0 0.0 0 0 0 0

1,497,723 1,424,937 72,786 5.1 13,364 60,100 15,271 1,408,988

1　高等学校管理費 1,490,642 1,417,444 73,198 5.2 11,968 60,100 15,271 1,403,303

2　教育振興費 7,081 7,493 -412 -5.5 1,396 0 0 5,685

3　学校建設費 0 0 0 0.0 0 0 0 0

3,778,449 3,700,158 78,291 2.1 117,913 304,600 325,911 3,030,025

1　社会教育総務費 2,182,013 2,155,057 26,956 1.3 117,118 33,200 237,177 1,794,518

2　生涯学習センター費 320,441 310,642 9,799 3.2 779 17,900 0 301,762

3　図書館費 239,912 482,219 -242,307 -50.2 0 0 41,000 198,912

4　教育集会所費 58,999 49,901 9,098 18.2 15 7,000 0 51,984

5　田主丸複合文化施設費 166,833 45,511 121,322 266.6 0 88,600 6,000 72,233

6　城島総合文化センター費 248,119 72,780 175,339 240.9 0 147,400 6,000 94,719

7　城島ふれあいセンター費 13,411 13,273 138 1.0 1 0 0 13,410

8　久留米シティプラザ費 548,721 570,775 -22,054 -3.9 0 10,500 35,734 502,487

1,016,425 1,172,110 -155,685 -13.3 0 33,300 48,945 934,180

1　保健体育総務費 163,935 384,401 -220,466 -57.4 0 0 22,945 140,990

2　体育施設費 383,273 336,246 47,027 14.0 0 33,300 26,000 323,973

3　学校給食共同調理場費 469,217 451,463 17,754 3.9 0 0 0 469,217

12,839,135 12,682,403 156,732 1.2 446,577 856,900 769,024 10,766,634

146,320,000 142,780,000 3,540,000 2.5 43,109,989 5,696,500 15,114,086 82,399,425

教育費　合計

5　高等学校費

R3当初予算
（B）

一般会計　合計

6　社会教育費

7　保健体育費

増減率（％）

4　特別支援学校費

3　中学校費

R4年度教育費　予算の状況

項　　目

1　教育総務費

2　小学校費

特定財源

今年度の財源内訳

一般財源

R4予算
（A）

比較

増減額（A-B）

議案２０－資料3



［１項　教育総務費］

２目　事務局費

○ 私立幼稚園助成 18,827 千円

・心身障害児教育費補助 8,100 千円

・運営費等補助 7,200 千円

・研修事業費補助 2,229 千円

○ 教育振興プラン推進事業 176 千円

○ 教科等教育研究推進事業 3,546 千円

○ 教育ＩＣＴ活用事業 307,528 千円

◇授業支援及び学習ドリルソフトの活用 39,240 千円

◇教育ＩＣＴ環境の運用保守 69,696 千円
　校内情報通信ネットワークやコンピュータ端末を円滑かつ確実に活用するための運用保守を行う。

◇教員のICT活用支援 60,159 千円
教員のICT活用力の向上を図るため、人的支援や研修等を行う。

・ICT支援員 17,000千円
・ICT活用スクール・サポート・スタッフ（44校） 【新規】 12,802千円
・ICTモデル校指定及び研修等支援 750千円

◇市立高校のICT環境の充実 62,689 千円

○ 情報教育推進事業 14,716 千円

○ 学校ＩＣＴ環境整備事業 141,200 千円

・教育イントラネット維持管理業務委託 33,528 千円

・校務支援システム運用保守業務委託 44,436 千円

・サーバ一元化構築運用保守業務委託 60,720 千円

○ 食育プログラム研究推進事業 401 千円

○ 就学相談事業 1,351 千円

○ 学校人権・同和教育事業 20,504 千円

○ 学校訪問看護支援事業 4,291 千円

○ 発達障害支援事業 4,142 千円

○ 学校問題解決支援事業 530 千円

◇◇◇　　１０　款 　教　育　費　　◇◇◇

　国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、市立学校に配備したコンピュータ端末を活用し、誰一人取り残
すことのない、個別最適な学びと協働的な学びを実現する。

コンピュータ端末を活用した授業を行う上で必要な機能（教材の送受信、画面の共有、端末の制
御等）及びＡＩを活用した学習ドリルに関するソフトを活用できるようにする。

　ICTを活用した学びの継続を図るため、市立高校に生徒１人１台のコンピュータ端末及び充電保
管庫を配備し、小中学校と同様のGIGAスクール環境を構築する。
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○ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ活用事業 1,565 千円

○ 外国人等児童生徒サポート事業 3,532 千円

○ 久留米市奨学金 19,088 千円

○ 学校保健会助成 2,416 千円

○ 学校給食会助成 23,362 千円

○ 学校規模対策事業 1,062 千円

○ 学校における働き方改革推進事業 10,184 千円

◇スクール・サポート・スタッフの配置（23校） 10,184 千円

３目　教育センター費

○ 教職員研修事業 14,421 千円

○ 教育活動支援事業 2,394 千円

○ 教育課題研究事業 443 千円

［２項　小学校費］

１目　学校管理費

○ 小学校図書館図書整備事業 15,994 千円

○ 小学校学力・生活実態調査事業 9,308 千円

○ 小学校外国語指導助手活用事業 36,176 千円

○ 小学校情報教育環境の充実 54,775 千円

〇　学校規模対策事業 20,430 千円

・スクールバス運行業務委託 17,412 千円

・タクシー借上料 1,574 千円

○ 小学校施設維持管理事業 162,834 千円

　教員の業務改善の取組を推進し、負担軽減及び多忙化の解消を図るため、教員業務支援員
（スクール・サポート・スタッフ）を配置する。
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○ 小学校施設長寿命化事業 217,196 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を計画的に実施する。

◇屋内運動場外壁改修事業（長門石小） 2,070 千円

◇校舎内装材改修事業（御井・山本小） 2,322 千円

◇校舎防水改修事業（金丸・南・草野・大橋・大城小） 67,463 千円

◇屋内運動場屋根改修事業（善導寺小） 40,667 千円

◇校舎便所改修事業（西国分・山川・犬塚小） 95,582 千円

◇LED改修事業（荘島・金丸・善導寺・三潴小） 9,092 千円

○ 小学校空調機整備事業 6,627 千円

○ 小学校給食の充実 617,315 千円

・学校給食調理委託（37校） 598,937 千円

・給食室の修繕等 18,378 千円

○ 小学校給食室環境維持推進事業 15,214 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 304,022 千円

○ 小学校図書活動の推進 94,407 千円

○ 小学校事務支援事業 62,179 千円

○ 小学校指導書等購入事業 2,317 千円

○ 小学校人権・同和教育事業 950 千円

○ 小学校通級指導教室充実事業 24,501 千円

○ 小学校スクールカウンセラー活用事業 6,702 千円

○ 小学校特別支援教育支援員活用事業 93,017 千円

○ 小学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 18,117 千円

・地域学校協議会委員報酬 3,690 千円

・学校運営協議会委員報酬 270 千円

・コミュニティ・スクール推進事業交付金 13,112 千円

○ 小学校くるめ学力アップ推進事業 4,748 千円

・特色ある教育実践指定校事業 1,952 千円

・学習習慣定着支援事業 2,796 千円

○ 小学校不登校対応総合推進事業 16,374 千円
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○ 小学校学びの保障事業 25,262 千円

◇学習指導員の配置（44校） 25,262 千円

【新規】　医療的ケア対応事業 8,562 千円

３目　学校建設費

○ 小学校施設の整備・充実 2,546 千円

［３項　中学校費］

１目　学校管理費

○ 中学校外国語指導助手活用事業 36,907 千円

○ 中学校図書館図書整備事業 14,115 千円

○ 中学校学力・生活実態調査事業 7,601 千円

○ 中学校情報教育環境の充実 30,522 千円

○ 中学校施設維持管理事業 62,418 千円

○ 中学校施設長寿命化事業 40,731 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を計画的に実施する。

◇屋内運動場外壁改修事業（諏訪中） 3,155 千円

◇校舎防水改修事業（田主丸中） 17,198 千円

◇校舎便所改修事業（三潴中） 3,494 千円

◇LED改修事業（諏訪・明星中） 6,947 千円

◇擁壁変状調査業務委託（江南中） 9,937 千円

○ 中学校空調機整備事業 2,816 千円

○ 中学校給食の充実 28,920 千円

・学校給食調理委託（2校） 26,108 千円

・給食室の修繕等 2,812 千円

○ 中学校給食室環境維持推進事業 2,378 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 232,649 千円

○ 中学校図書活動の推進 36,461 千円

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ、児童の学びの保障を行うため、学習指導員を全44校
に配置し、きめ細やかな学習支援などに係る教職員の支援体制の充実を図る。
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○ 中学校事務支援事業 28,682 千円

○ 中学校人権教育・啓発推進事業 6,600 千円

○ 中学校部活動活性化事業 22,586 千円

○ 中学校スクールカウンセラー活用事業 9,828 千円

○ 中学校指導書等購入事業 518 千円

○ 中学校人権・同和教育事業 713 千円

○ 中学校特別支援教育支援員活用事業 21,031 千円

○ 中学校通級指導教室充実事業 5,809 千円

○ 生徒指導充実事業 20,648 千円

○ 中学校美術振興事業 2,768 千円

○ 中学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 6,252 千円

・地域学校協議会委員報酬 1,530 千円

・コミュニティ・スクール推進事業交付金 4,688 千円

○ 中学校くるめ学力アップ推進事業 6,434 千円

・特色ある教育実践指定校事業 651 千円

・学習習慣定着支援事業 813 千円

・中学校放課後等学習会事業 4,970 千円

○ 中学校不登校対応総合推進事業 30,903 千円

○ 中学校学びの保障事業 9,761 千円

◇学習指導員の配置（17校） 9,761 千円

【新規】　医療的ケア対応事業 8,730 千円

３目　学校建設費

○ 中学校施設の整備・充実 500 千円

【新規】　諏訪中学校校舎改築事業 175,275 千円

◇基本・実施設計委託 175,275 千円

　著しい老朽化の解消による安全で快適な教育環境の確保と将来の教室不足に備えるため、必要な
校舎棟の改築を行う。

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ、生徒の学びの保障を行うため、学習指導員を全17校
に配置し、きめ細やかな学習支援などに係る教職員の支援体制の充実を図る。
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［４項　特別支援学校費］

１目　学校管理費

○ 特別支援学校教職員研修事業 1,750 千円

○ 特別支援学校情報教育環境の充実 3,084 千円

○ 特別支援学校施設維持管理事業 13,486 千円

○ スク－ルバス運行事業 146,200 千円

○ 特別支援学校給食の充実 27,370 千円

・学校給食調理委託 25,688 千円

・給食室の修繕等 1,682 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 658 千円

○ 特別支援学校図書活動の推進 3,047 千円

○ 特別支援学校事務支援事業 1,590 千円

○ 特別支援教育進路指導事業 4,170 千円

○ 医療的ケア対応事業 34,417 千円

○ 特別支援学校学びの保障事業 575 千円

○ 特別支援学校スクールカウンセラー活用事業 454 千円

［５項　高等学校費］

１目　高等学校管理費

○ 久留米市外三市町高等学校組合負担金 267,452 千円

○ 高等学校施設維持管理事業 62,391 千円

○ 校内情報ネットワークの整備 11,002 千円

○ ＩＴ活用教育推進 18,564 千円

○ 高等学校施設長寿命化事業 7,852 千円

・校舎防水改修事業（久留米商業） 7,852 千円

○ がんばる久留米の市立高校応援事業 1,209 千円

○ 高等学校管理費 113,839 千円

・南筑高校創立百周年記念事業補助金 1,500 千円
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２目　教育振興費

○ 高等学校学びの保障事業 1,150 千円

○ 高等学校人権・同和教育事業 238 千円

［６項　社会教育費］

１目　社会教育総務費

○ 地域生涯学習振興事業 67,482 千円

・青少年学校外活動支援事業費助成 10,350 千円

・校区生涯学習振興事業費助成 28,634 千円

○ 社会教育団体支援事業 22,170 千円

・少年団体助成 4,584 千円

・女性団体助成 3,067 千円

・ＬＬネットコアくるめ助成 12,721 千円

○ 体験活動推進事業 4,698 千円

・少年の翼事業助成 2,900 千円

・わくわく遊友体験事業助成 1,138 千円

○ 社会人権・同和教育事業 12,020 千円

○ PTA連合会助成 2,920 千円

○ 文化施設整備事業 33,663 千円

○ 文化施設維持補修事業 32,087 千円

○ 市民文化活動助成 17,035 千円

・久留米連合文化会 4,000 千円

・久留米市総合美術展 2,900 千円

・市民オーケストラ 900 千円

・久留米ちくご大歌舞伎 900 千円

・伝統行事関連市民活動 4,900 千円

○ 個性を生かす文化事業 900 千円

・石橋正二郎名誉市民顕彰事業費補助金 900 千円

○ 市民文化振興体制の充実事業 301,080 千円

・（公財）久留米文化振興会助成 301,080 千円

○ 人材育成・情報発信事業 7,422 千円
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○ 音楽によるまちづくり推進事業 9,259 千円

・くるめライブチャレンジ事業 7,774 千円

○ 美術館事業 268,903 千円

・美術館指定管理料 173,468 千円

・美術品購入費 80,000 千円

・美術振興基金積立金 11,778 千円

○ 文化創造事業 54,653 千円

○ 青木繁記念大賞ビエンナーレ 3,600 千円

○ 歴史ルートづくり事業 3,715 千円

○ 久留米入城400年事業 11,690 千円

○ 筑後国府跡歴史公園整備事業 36,867 千円

○ 歴史的建造物保存整備事業 2,535 千円

○ 史跡等環境整備活用事業 10,327 千円

○ 文化財施設維持補修事業 15,136 千円

○ 発掘調査事業 162,554 千円

○ 埋蔵文化財センター事業 2,278 千円

○ 文化財保護団体等育成事業 1,288 千円

○ 坂本繁二郎生家活用事業 322 千円

○ 歴史資料保存活用事業 7,717 千円

○ 有馬記念館活用事業 10,172 千円

２目　生涯学習センター費

○ 生涯学習センターの管理運営 231,229 千円

・生涯学習センターICT環境整備 【新規】 779 千円

○ 生涯学習センター附帯施設の管理運営 17,375 千円

○ 生涯学習センター活用事業 6,233 千円

○ 生涯学習センター維持補修事業 43,534 千円

・えーるピア視聴覚ホールワイヤレスマイク交換 7,700 千円

・三潴生涯学習センター下水道接続工事 19,494 千円

○ 生涯学習センター借地解消事業 22,070 千円
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３目　図書館費

○ 図書館運営費 126,167 千円

○ 図書館整備事業 400 千円

○ 図書資料整備充実事業 54,949 千円

○ 図書館福祉サービスボランティア活動促進事業 1,376 千円

○ 子どもの読書環境整備事業 5,977 千円

○ 図書館維持補修事業 9,274 千円

・中央図書館周辺環境改善検討業務委託 6,000 千円

○ 図書館総合管理システム構築事業 41,769 千円

４目　教育集会所費

○ 教育集会所整備事業 10,760 千円

５目　田主丸複合文化施設費

○ そよ風ホールの管理運営 40,733 千円

○ そよ風ホール活用事業 6,298 千円

○ そよ風ホール維持補修事業 119,802 千円

・照明設備（主幹・調光基盤）交換修繕 88,273 千円

・音響調整卓交換修繕 28,160 千円

６目　城島総合文化センター費

○ 城島総合文化センターの管理運営 44,621 千円

○ インガットホール活用事業 6,076 千円

○ 城島総合文化センター維持補修事業 197,422 千円

・ホール系空調設備改修工事 137,984 千円

７目　城島ふれあいセンター費

○ 城島ふれあいセンターの管理運営 13,411 千円
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８目　久留米シティプラザ費

○ 久留米シティプラザ施設管理費 505,284 千円

・施設管理費 389,668 千円

・舞台施設運営費 115,616 千円

○ 久留米シティプラザ魅力向上・発信事業 8,587 千円

・広報宣伝活動費 7,009 千円

○ 久留米シティプラザ提携事業チケット等販売負担金 34,850 千円

［７項　保健体育費］

１目　保健体育総務費

○ スポーツ大会振興事業 5,000 千円

・紫灘旗全国高校遠的弓道大会 1,200 千円

・久留米国際女子テニス大会 3,000 千円

・西日本ペアグラウンド・ゴルフ交歓大会 800 千円

○ スポーツ交流推進事業 4,902 千円

・久留米市スポーツ少年団 1,900 千円

○ ＭＩＣＥ誘致推進事業 1,698 千円

○ スポーツ推進委員養成事業 8,307 千円

○ （公財）久留米市スポーツ協会助成 56,329 千円

○ 市民スポーツ推進事業 5,684 千円

・運動習慣づくり事業 624 千円

・トップアスリート選手強化補助金 900 千円

・ネクストトップアスリート育成補助金 【新規】 250 千円

・ジュニアアスリート競技力向上支援 2,460 千円

○ 保健体育総務費 18,483 千円

・学校体育施設開放管理委託 13,897 千円
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２目　体育施設費

○ 保健体育施設費 328,035 千円

・体育施設指定管理料（旧久留米・北野地域） 47,510 千円

・体育施設指定管理料（田主丸地域） 29,600 千円

・体育施設指定管理料（城島・三潴地域） 62,812 千円

・久留米市民温水プール指定管理料 54,103 千円

・久留米総合スポーツセンター管理運営負担金 86,170 千円

○ 体育施設維持補修事業 55,238 千円

・西部地区体育館　屋上防水改修工事 21,334 千円

・西部地区体育館　空調設備改修工事 15,482 千円

３目　学校給食共同調理場費

○ 学校給食共同調理場の運営 469,217 千円

・中央学校給食共同調理場 353,380 千円

・田主丸学校給食共同調理場 115,837 千円
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議案２０－資料１５ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

   ○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則 

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案２１－１

第 ２ １ 号 議 案

令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 係 る 意 見 の

申 出 の 臨 時 代 理 に つ い て

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日

教 育 長  井  上 謙 介

提 案 理 由

 令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）に つ い て 、地 方 教 育 行 政

の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 ）第 ２ ９ 条

の 規 定 に 基 づ き 、市 長 か ら 意 見 を 求 め ら れ た も の で あ る が 、特 に 緊 急

を 要 し 教 育 委 員 会 を 開 催 す る 時 間 的 余 裕 が な い た め 、久 留 米 市 教 育 委

員 会 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則（ 昭 和 ３ ９ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規

則 第 １ ２ 号 ）第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、教 育 長 に お い て 臨 時 に 代 理 し た の

で 報 告 し 、 承 認 を 求 め よ う と す る も の で あ る 。



議案２１－２ 

 

令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 係 る 意 見 の  

申 出 の 臨 時 代 理 に つ い て  

 

令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）に 係 る 意 見 の 申 出 に つ い

て 、別 紙 の と お り 教 育 長 に よ り 臨 時 に 代 理 し た の で 報 告 し 、承 認 を 求

め る 。  

 



議案２１－３ 

 

令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 係 る 意 見 の  

申 出 に つ い て  

 

 令 和 ４ 年 度 教 育 費 ６ 月 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）に つ い て 、別 紙 の と お り

市 議 会 に 提 出 す る こ と に 同 意 す る 。  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正（抜粋）

歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　２　国庫補助金 9,935,902 635,580 10,571,482

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　２　小学校費 2,871,818 124,558 2,996,376

千円 千円 千円

　３　中学校費 1,364,547 80,691 1,445,238

千円 千円 千円

　４　特別支援学校費 320,648 3,577 324,225

　１０　教育費

　１６　国庫支出金

※ 「１６国庫支出金－２国庫補助金」のうち補正額208,826千円が教育委員会分

議
案
２
１
－
４



令和４年度６月補正予算（コロナ分）　調整資料 教育部

財　　　　源　　　　内　　　　訳 令和４年度
予算要求額 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 要　　 　求　 　　内　　 　容 当初予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

208,826 208,826 0 ◎学校給食支援事業 　208,826千円 【新規】
：10-03-01
：10-04-01

○学校給食支援事業費補助金 208,826千円

＜現行給食費の改定について＞

　［小学校］　【現行】月4,100円　→　【改定（R5.4.1～）】月4,710円［+610円］
　［中学校］　【現行】月4,600円　→　【改定（R5.4.1～）】月5,510円［+910円］

＜支援期間＞
１１ヶ月分：R4年4月からR5年3月まで（夏休みの8月分を除く）

・小学校分 124,558千円
610円/月×　11ヶ月×　18,744食＝　124,557,730円
・中学校分 80,691千円
910円/月×　11ヶ月×　8,061食＝　80,690,610円
・特別支援学校分 3,577千円

　［小学部］　610円/月×　11ヶ月×　181食＝　1,214,510円
　［中学部・高等部］　910円/月×　11ヶ月×　236食＝　2,362,360円

　H27年度に改定した現行給食費（小学校：月4,100円　中学校：月4,600
円）について、これまで6年間の物価上昇等に加え、原油高による物価高騰
を受け、改定が不可避な状況である。
【改定案】※改定はできる限り早期に公表する

　ただし、コロナ禍での物価上昇の影響を受ける子育て世帯への支援のた
め、改定はR5.4.1とし、令和4年度は市が給食費の支援を行う。

要　求　事　項

款項目 ：10-02-01

　給食の食材費等が高騰する中、保護者負担を増やさずに、子どもの成長
に必要な給食の質と栄養を維持しながら、「食材の質を下げる」「給食の量
を減らす」「納入業者の負担に委ねる」という対応を回避し、事業者や生産
者の経営安定化につなげるため学校給食費への支援を行う。

学校給食支援事業

（学校保健課）

4,600
5,015

4,100 4,289

415

189

495

421

5,510

4,710

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

中学校

（久留米市）

中学校

（県内平均）

小学校

（久留米市）

小学校

（県内平均）

学校給食費イメージ（月額：円）

原油物価高騰分改定［+約10％］

従来の不足分改定

現行

H27以降物価上昇等対応及び原油物価高騰対応としてR5.4.1より改定

小学校4,100円→4,710円 中学校4,600円→5,510円

（国）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

議
案
２
１
－
資
料
１



議案２１―資料２ 

学校給食支援事業について 

１ 事業目的 

 給食の食材費等が高騰する中、保護者の急激な負担の増加を避けるとともに、食材納

入業者や生産者の経営安定に配慮しながら、子どもたちにとって適切な給食の質や量を

確保する必要が生じています。 

そのため、国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策に基づく新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した支援を行うものです。 

２ 事業概要 

(1) 基本的な考え方

現在の給食費では、子どもたちに本来必要な給食の質や量の維持が厳しくなってい

る状況も踏まえ、①と②の差額を支援対象とします。 

① 県内市の給食費の平均額に、食材費の高騰分として当該平均額の１０％相当額を

加えた額 

② 現在の給食費

(2) 支援対象

① ② 支援対象 １日の食数 実施期間 

小学校等 
１食 266 円 

（月 4,710 円） 

１食 231 円 

（月 4,100 円） 

1 食 35 円 

（月 610 円） 
18,925 食 11 ヵ月分 

中学校等 
１食 311 円 

（月 5,510 円） 

１食 260 円 

（月 4,600 円） 

1 食 51 円 

（月 910 円） 
8,297 食 11 ヵ月分 

＊ 小学校等には特別支援学校小学部を、中学校等には特別支援学校中学部及び高等部を含みます。 

(3) 支援方法

市は、おかずの食材調達を行う久留米市学校給食会に交付し、給食会は食材の購入

費として活用します。 

３ 予算額 

  小学校 124,558 千円 

中学校   80,691 千円 

特別支援学校 3,577 千円 合計 208,826 千円 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 

教 育 部 学 校 保 健 課 



議案２１－資料３ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

   ○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則 

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 



議案２２－１ 

第 ２ ２ 号 議 案  

 

久 留 米 市 立 学 校 結 核 対 策 委 員 会 委 員 の 任 命 又 は 委 嘱 の 臨  

時 代 理 に つ い て  

 

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日  

教 育 長  井  上  謙  介  

 

提 案 理 由  

 久 留 米 市 立 学 校 結 核 対 策 委 員 会 委 員 の 任 期 満 了 に 伴 い 、後 任 の 委 員

を 任 命 又 は 委 嘱 し よ う と す る も の で あ る が 、特 に 緊 急 を 要 し 教 育 委 員

会 を 開 催 す る 時 間 的 余 裕 が な い た め 、久 留 米 市 教 育 委 員 会 教 育 長 に 対

す る 事 務 委 任 規 則 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、教 育 長 に お い て 臨 時 に 代 理 し

た の で 報 告 し 、 承 認 を 求 め よ う と す る も の で あ る 。  

 



議案２２－２ 

久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について 

 

 

久留米市立学校結核対策委員会規則第３条第３項により、下記の者を久留米市立学校

結核対策委員会委員に任命又は委嘱する。 

 

 

 

記 

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

(1)久留米医師会の推薦

する医師 

井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 

令和４年 6月 1日～ 

令和 5年 5月 31日 

津村
つ む ら

 直
なお

幹
き

 つむらファミリークリニック 

(2)久留米市保健所長 吉田
よ し だ

 まり子
  こ

 久留米市保健所 

(3)久留米市保健所長の

推薦する医師 

宮川
みやかわ

 洋介
ようすけ

 古賀病院２１ 

川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 

(4)市立学校の校長及び

養護教諭の代表者 

古賀
こ が

 佳
か

緒里
お り

 江上小学校 

岡
おか

﨑
ざき

 真理
ま り

 江上小学校 

石井
い し い

 啓子
け い こ

 田主丸中学校 

(5)市職員 小野
お の

 雅啓
まさひろ

 教育部学校保健課 

 

 

 



議案２２－資料１ 

久留米市結核対策委員会委員新旧名簿 

 

区  分 
旧 名 簿 新 名 簿 

氏  名 所  属 氏   名 所  属 

(1)久留米医師

会の推薦する医

師 

井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 井上
いのうえ

 治
おさむ

 小児科井上医院 

津村
つ む ら

 直幹
な お き

 つむらファミリークリニック 津村
つ む ら

 直幹
な お き

 つむらファミリークリニック 

(2)久留米市保

健所長 
吉田
よ し だ

 まり子
  こ

 久留米市保健所 吉田
よ し だ

 まり子
  こ

 久留米市保健所 

(3)久留米市保

健所長の推薦す

る医師 

宮川
みやかわ

 洋介
ようすけ

 古賀病院２１ 宮川
みやかわ

 洋介
ようすけ

 古賀病院２１ 

川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 川山
かわやま

 智隆
ともたか

 久留米大学病院 

(（4)市立学校の校

長及び養護教諭

の代表者 

納富
のうどみ

 久美子
く み こ

 水縄小学校 ※古賀
こ が

 佳
か

緒里
お り

 江上小学校 

名嶋
な じ ま

 雅子
ま さ こ

 船越小学校 ※岡
おか

﨑
ざき

 真理
ま り

 江上小学校 

石井
い し い

 啓子
け い こ

 田主丸中学校 石井
い し い

 啓子
け い こ

 田主丸中学校 

(5)市職員 小野
お の

 雅啓
まさひろ

 教育部学校保健課 小野
お の

 雅啓
まさひろ

 教育部学校保健課 

 

※は、新任委員 



議案２２－資料２ 

久留米市立学校結核対策委員会規則 
 
 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例（昭和３３年久留米市条例第８号）第３条

の規定に基づき、久留米市立学校結核対策委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、久留米市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の指示により、本市立学校に

おいて実施される結核健診について、医学的な見地から必要な調査、審議及び助言等を行う。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員会に、結核対策に関し専門的事項を検討させ、又は審議させるため必要があるときは、専門部

会を置くことができる。 

３ 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。 

(1) 久留米医師会の推薦する医師 

 (2) 久留米市保健所長 

(3) 久留米市保健所長の推薦する医師 

 (4) 市立学校の校長及び養護教諭の代表者 

 (5) 市職員 

 （任期） 

第４条 前条の委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



議案２３－1 
 

第２３号議案 

 

久留米市立図書館協議会委員の任命について 

 

 上記の議案を提出する。 

令和４年６月３０日 

教育長 井 上 謙 介 

 

提案理由 

久留米市立図書館協議会委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するので、

新任委員を任命しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案２３－２ 

 

久留米市立図書館協議会委員の任命について 

 

 久留米市立図書館協議会条例第２条により、下記の者を久留米市立図書館協議会委員

に任命する。 

 

記  

 

区分 氏    名 所 属 任期  

学校教育の関

係者 

荻野 玉惠 久留米市私立幼稚園協会 

令和４年  

７ 月 １ 日

から  

令和６年  

６ 月 ３ ０

日まで  

楢橋 閲子 久留米市小学校長会 

佐野 淳 久留米市中学校長会 

山口 隆嗣 筑後地区公立高等学校等校長協会 

社会教育の関

係者 

笠野 美紀 久留米男女平等推進ネットワーク 

鳥越 忠廣 久留米市校区まちづくり連絡協議会 

稲益  英子 久留米市社会教育委員 

家庭教育の向

上に資する活

動を行う者 

杉 和美 図書館ボランティア 光の輪（田主丸図書館） 

清水 勝江 図書館ボランティア プロセス（三潴図書館） 

関本 浩子 点訳ボランティア きつつき 

守 泰子 久留米市保育協会 

学識経験のあ

る者 

田住 和也 久留米市議会議員 

梅野 智美 九州大谷短期大学 

永利  和則 福岡女子短期大学 

  玉岡 兼治 久留米大学 

伊藤 幸子 福岡県立図書館 

 



議案２３－資料１ 

 

久留米市立図書館協議会委員  旧新対照表 （案） 

旧委員名簿 新委員名簿 

区 分 氏    名 役職名または所属 区 分 氏    名 役職名または所属 

学校教育

の関係者 

荻野
おぎの

 玉
たま

惠
え

 久留米市私立幼稚園協会 学校教育

の関係者 

荻野
おぎの

 玉
たま

惠
え

 久留米市私立幼稚園協会 

楢橋
ならはし

 閲子
えつこ

 久留米市小学校長会 楢橋
ならはし

 閲子
えつこ

 久留米市小学校長会 

佐野
さ の

 淳
あつし

 久留米市中学校長会 佐野
さ の

 淳
あつし

 久留米市中学校長会 

髙
たか

松
まつ

 大輔
だいすけ

 筑後地区公立高等学校等

校長協会 

＊山口
やまぐち

 隆嗣
たかつぐ

 筑後地区公立高等学校等

校長協会 

社会教育

の関係者 

松浦
まつうら

 忍
しのぶ

 久留米男女共同参画推進

ネットワーク 

社会教育

の関係者 

＊笠野
かさの

 美紀
み き

  久留米男女平等推進ネッ

トワーク 

鳥越
とりごえ

 忠
ただ

廣
ひろ

 久留米市校区まちづくり

連絡協議会 

鳥越
とりごえ

 忠
ただ

廣
ひろ

 久留米市校区まちづくり

連絡協議会 

稲
いな

益
ます

  英子
ひでこ

 久留米市社会教育委員 稲
いな

益
ます

  英子
ひでこ

 久留米市社会教育委員 

家庭教育

の向上に

資する活

動を行う

者 

永松
ながまつ

 千枝
ち え

 

図書館ボランティア 

（北野図書館） 

家庭教育

の向上に

資する活

動を行う

者 

＊杉
すぎ

 和美
かずみ

 

図書館ボランティア 

光の輪（田主丸図書館） 

富田
とみた

 春美
はるみ

 

図書館ボランティア 

（城島図書館） 
＊清水

しみず

 勝
かつ

江
え

 

図書館ボランティア 

プロセス（三潴図書館） 

井上
いのうえ

 雪乃
ゆきの

 

音声訳ボランティア 

せせらぎ 
＊関本 浩子 

点訳ボランティア 

きつつき 

段
だん

 智
とも

久
ひさ

 久留米市保育協会 ＊守
もり

 泰子
やすこ

 久留米市保育協会 

学識経験

のある者 

田
た

住
ずみ

 和也
かずや

 久留米市議会議員 学識経験

のある者 

田
た

住
ずみ

 和也
かずや

 久留米市議会議員 

梅野
うめの

 智美
ともみ

 九州大谷短期大学 梅野
うめの

 智美
ともみ

 九州大谷短期大学 

永
なが

利
とし

  和則
かずのり

 日本図書館協会 永
なが

利
とし

  和則
かずのり

 福岡女子短期大学 

遠山
とおやま

  潤
じゅん

 久留米大学 ＊玉岡
たまおか

 兼
けん

治
じ

 久留米大学 

松井
まつい

 恵美子
え み こ

 福岡県立図書館 ＊伊藤
いとう

 幸子
さちこ

 福岡県立図書館 

＊は新任委員、他は再任。 



議案２３－資料２ 

 

○ 久 留 米 市 立 図 書 館 協 議 会 条 例 （ 抜 粋 ）  

                           

昭 和 ５ ７ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

                           

久 留 米 市 条 例 第 １ ３ 号  

 (趣 旨 及 び 設 置 )  

第 1 条  久 留 米 市 立 図 書 館 の 適 正 な 運 営 を 図 る た め 、図 書 館 法 (昭

和 2 5 年 法 律 第 1 1 8 号 )第 1 4 条 の 規 定 に 基 づ き 、 久 留 米 市 立 図

書 館 協 議 会 (以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 )を 設 置 す る 。  

 (委 員 の 任 命 の 基 準 )  

第 2 条  教 育 委 員 会 は 、協 議 会 の 委 員 を 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の

関 係 者 、 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者 並 び に 学 識 経 験

の あ る 者 の 中 か ら 任 命 す る も の と す る 。  

(委 員 の 定 数 )  

第 3 条  協 議 会 の 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。） の 定 数 は 、 ２ ０

人 以 内 と す る 。  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 2 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合

に お け る 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

2  委 員 は 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  
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議案２４－１ 

第２４号議案  

 

久留米市生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱  

について  

 

上記の議案を提出する。  

令和４年６月３０日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

久留米市生涯学習センター運営委員会委員の辞任に伴い、後任の委

員を任命又は委嘱しようとするものである。  



議案２４－２ 

久留米市生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱につい  

て  

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者を久留米市生涯学習センター運営委

員会委員に任命又は委嘱する。  

記  

 

 

区 分 氏 名 所  属 任 期 

(2)社 会 教 育 の

関係者 
岳
たけ

 真由美
ま ゆ み

 久留米市小・中学校 PTA 連合協議会 
令和 4 年 7 月 1 日 

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 

御厨
みくりや

 千秋
ち あ き

 久留米市小・中学校 PTA 連合協議会 

庄司
しょうじ

 啓
あきら

 福岡県教育庁北筑後教育事務所 

(3)学 校 教 育 の

関係者 
武下
たけした

 秀
ひで

華
か

 久留米市小学校長会 



議案２４－３ 

久留米市野中生涯学習センター運営委員会委員の委嘱について 

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者に久留米市野中生涯学習センター運

営委員会委員を委嘱する。 

記  

 

 

区 分 氏 名 所  属 任 期 

(2)社会教育 の

関係者 
野田
の だ

 秀樹
ひ で き

 （公財）久留米市スポーツ協会 

令和 4 年 7 月 1 日 

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 



議案２４－４ 

久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱  

について  

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者を久留米市田主丸生涯学習センター

運営委員会委員に任命又は委嘱する。  

記  

 

区  分 氏  名 所  属 任期 

(2)社会教育 の

関係者 
田中
た な か

 博
ひろ

輝
き

 
田主丸地域校区まちづくり振興会 

連絡会議 
令和 4 年 7 月 1 日

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 

大塚
おおつか

 綾子
あ や こ

 
久留米市 1 ブロック 

小中ＰＴＡ協議会 

(3)学校教育 の

関係者 
堺
さかい

 麻由美
ま ゆ み

 
田主丸事務所管内 

小・中学校長連絡会 

 



議案２４－５ 

久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱に  

ついて  

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者を久留米市北野生涯学習センター運

営委員会委員に任命又は委嘱する。  

記  

 

区 分 氏 名 所 属 任   期 

(2)社会教育 の

関係者 
家永
いえなが

 和美
か ず み

 北野中学校ＰＴＡ書記 
令和 4 年 7 月 1 日 

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 

光武
みつたけ

 彩
あや

香
か

 弓削小学校ＰＴＡ副会長 

(3)学校教育 の

関係者 
井手
い で

 義
よし

隆
たか

 北野小学校校長 



議案２４－６ 

久留米市城島生涯学習センター運営委員会委員の任命について  

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者を久留米市城島生涯学習センター運

営委員会委員に任命する。  

記  

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

(3)学 校 教 育 の

関係者 
岩永
いわなが

 貴子
た か こ

 城島町小中学校長会 

令和 4 年 7 月 1 日

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 

 



議案２４－７ 

久留米市三潴生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱に 

ついて 

 

久留米市生涯学習センター運営委員会規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第３号）第４条により、下記の者を久留米市三潴生涯学習センター運

営委員会委員に任命又は委嘱する。  

記 

 

 

区 分 氏 名 所  属 任 期 

(2)社 会 教 育 の

関係者 
田添
た ぞ え

 和夫
か ず お

 三潴町小中学校父母教師会連絡会 
令和 4 年 7 月 1 日 

から 

令和 5 年 6 月 30 日

まで 

(3)学 校 教 育 の

関係者 
佐野
さ の

 淳
あつし

 久留米市立三潴中学校長 



議案２４－資料１ 

久留米市生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表 

 

区 分 
旧名簿 新名簿（R4.7.1～） 

氏 名 所  属 氏 名 所  属 

(1)センター

の利用者 川島
かわしま

 芳子
よ し こ

 
久留米市生涯学習センタ

ー利用者の会 
川島
かわしま

 芳子
よ し こ

 
久留米市生涯学習センタ

ー利用者の会 

木下
きのした

 等
ひとし

 
久留米市生涯学習センタ

ー利用者の会 
木下
きのした

 等
ひとし

 
久留米市生涯学習センタ

ー利用者の会 

(2)社会教育

の関係者 鳥越
とりごえ

 忠
ただ

廣
ひろ

 
久留米市校区まちづくり

連絡協議会 
鳥越
とりごえ

 忠
ただ

廣
ひろ

 
久留米市校区まちづくり

連絡協議会 

行徳
ぎょうとく

 淳子
じゅんこ

    久留米市子ども会連合会 行徳
ぎょうとく

 淳子
じゅんこ

    久留米市子ども会連合会 

池田
い け だ

 博子
ひ ろ こ

 
久留米市女性の会婦人会

連絡協議会 
池田
い け だ

 博子
ひ ろ こ

 
久留米市女性の会婦人会

連絡協議会 

空
く

閑
が

 明日香
あ す か

 
久留米市小・中学校 

ＰＴＡ連合協議会 
※岳

たけ

 真由美
ま ゆ み

 
久留米市小・中学校 

ＰＴＡ連合協議会 

佐藤
さ と う

 幸子
さ ち こ

 
久留米市小・中学校 

ＰＴＡ連合協議会 
※御厨

みくりや

 千秋
ち あ き

 
久留米市小・中学校 

ＰＴＡ連合協議会 

井上
いのうえ

 泰三
たいぞう

 久留米連合文化会 井上
いのうえ

 泰三
たいぞう

 久留米連合文化会 

吉田
よ し だ

 裕子
ひ ろ こ

 
社会福祉法人 

久留米市社会福祉協議会 
吉田
よ し だ

 裕子
ひ ろ こ

 
社会福祉法人 

久留米市社会福祉協議会 

藤木
ふ じ き

 和歌子
わ か こ

 
久留米男女平等推進 

ネットワーク 藤木
ふ じ き

 和歌子
わ か こ

 
久留米男女平等推進 

ネットワーク 

髙
たか

木
き

 真由美
ま ゆ み

 
福岡県教育庁北筑後教育

事務所 
※庄司

しょうじ

 啓
あきら

 
福岡県教育庁北筑後教育

事務所 

(3)学校教育

の関係者 樋口
ひ ぐ ち

 佳子
よ し こ

 久留米市小学校長会 ※武下
たけした

 秀
ひで

華
か

 久留米市小学校長会 

坂井
さ か い

 豊
ゆたか

 久留米市中学校長会 坂井
さ か い

 豊
ゆたか

 久留米市中学校長会 

(4)学識経験

者 佐藤
さ と う

 晶二
しょうじ

 久留米市議会議員 佐藤
さ と う

 晶二
しょうじ

 久留米市議会議員 

菊竹
きくたけ

 章
しょう

剛
ごう

 
特定非営利活動法人 

久留米音楽協会 菊竹
きくたけ

 章
しょう

剛
ごう

 
特定非営利活動法人 

久留米音楽協会 

(5)その他教

育委員会が必

要と認める者 
佐藤
さ と う

 あい子
こ

 
久留米市男女平等推進セ

ンター利用者連絡協議会 
 佐藤

さ と う

 あい子
こ

 
久留米市男女平等推進セ

ンター利用者連絡協議会 

※は新任委員 



議案２４－資料２ 

久留米市野中生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表 

 

区 分 

旧名簿 新名簿（R4.7.1～） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

(1)センターの 

利用者 
足立
あ だ ち

 久美子
く み こ

 
センター登録団体 

劇団０(ゼロ) 足立
あ だ ち

 久美子
く み こ

 
センター登録団体 

劇団０(ゼロ)  

石井
い し い

 智子
さ と こ

 

センター登録団体 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙ 

ﾂｷﾉﾜ 
石井
い し い

 智子
さ と こ

 

センター登録団体 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙ 

ﾂｷﾉﾜ 

原
はら

 典子
の り こ

 
センター登録団体 

かあさんぶる 原
はら

 典子
の り こ

 
センター登録団体 

かあさんぶる 

(２)社会教育の 

関係者 
行 徳
ぎょうとく

 淳子
じゅんこ

 
久留米市子ども会 

連合会 
行 徳
ぎょうとく

 淳子
じゅんこ

 
久留米市子ども会 

連合会 

吉田
よ し だ

 忠
ただ

隆
たか

 
（公財）久留米市 

スポーツ協会 
※野田

の だ

 秀樹
ひ で き

 
（公財）久留米市 

スポーツ協会 

(3)学校教育の 

関係者 
坂井
さ か い

 豊
ゆたか

 久留米市中学校長会 坂井
さ か い

 豊
ゆたか

 久留米市中学校長会 

(4)学識経験者 
南島
な じ ま

 成司
じょうじ

 久留米市議会議員 南島
な じ ま

 成司
じょうじ

 久留米市議会議員 

藤村
ふじむら

 やよい 久留米信愛短期大学 藤村
ふじむら

 やよい 久留米信愛短期大学 

(5)その他教育委

員会が必要と認

める者 

原
はら

 稔
とし

治
はる

 
久留米市子ども未来

部青少年育成課 原
はら

 稔
とし

治
はる

 
久留米市子ども未来

部青少年育成課 

※は新任委員 



議案２４－資料３ 

久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表 

 

区 分 

旧名簿 新名簿（R4.7.1～） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

(1)センターの 

利用者 澤田
さ わ だ

 幸雄
ゆ き お

 田主丸町文化協会 澤田
さ わ だ

 幸雄
ゆ き お

 田主丸町文化協会 

上野
う え の

 智子
と も こ

 
NPO 法人田主丸カ

ル・スポクラブ 上野
う え の

 智子
と も こ

 
NPO 法人田主丸カ

ル・スポクラブ 

(２)社会教育の 

関係者 吉岡
よしおか

 秀 蔵
しゅうぞう

 

田主丸地域校区 

まちづくり振興会

連絡会議 

※田中
た な か

 博
ひろ

輝
き

 

田主丸地域校区 

まちづくり振興会

連絡会議 

吉岡
よしおか

 知美
と も み

 
久留米市１ﾌﾞﾛｯｸ

小中ＰＴＡ協議会 
※大塚

おおつか

 綾子
あ や こ

 
久留米市１ﾌﾞﾛｯｸ

小中ＰＴＡ協議会 

小西
こ に し

 裕也
ひ ろ え

 

久留米市スポーツ 

推進委員連絡協議

会 

小西
こ に し

 裕也
ひ ろ え

 

久留米市スポーツ 

推進委員連絡協議

会 

上村
うえむら

 好
よしみ

 
田主丸体育振興協

会 
上村
うえむら

 好
よしみ

 
田主丸体育振興協

会 

小林
こばやし

 整子
せ い こ

 田主丸町商工会 小林
こばやし

 整子
せ い こ

 田主丸町商工会 

竹上
たけがみ

 愛子
あ い こ

 
田主丸町地域婦人

会連絡協議会 
竹上
たけがみ

 愛子
あ い こ

 
田主丸町地域婦人

会連絡協議会 

(3)学校教育の 

関係者 樋口
ひ ぐ ち

 正道
まさみち

 

田主丸事務所管内

小・中学校長連絡

会 

※堺
さかい

 麻由美
ま ゆ み

 

田主丸事務所管内

小・中学校長連絡

会 

(4)学識経験者 堺
さかい

 太一郎
たいちろう

 久留米市議会議員 堺
さかい

 太一郎
たいちろう

 久留米市議会議員 

※は新任委員 



議案２４－資料４ 

久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表 

 

区 分 
旧名簿 新名簿（R4.7.1～） 

氏 名 所 属 氏 名 所 属 

(1)センター

の利用者 石田
い し だ

 和宏
かずひろ

 
ギター「ダ・カーポ」、 

男性料理「オニオン」他 
石田
い し だ

 和宏
かずひろ

 
ギター「ダ・カーポ」、 

男性料理「オニオン」他 

樋口
ひ ぐ ち

 恵子
け い こ

 
茶道「香和会」、 

着付け「麻の葉会」他 
樋口
ひ ぐ ち

 恵子
け い こ

 
茶道「香和会」、 

着付け「麻の葉会」他 

脇田
わ き だ

  篤
あつし

 北野創作太鼓「轍」 脇田
わ き だ

 篤
あつし

 北野創作太鼓「轍」 

光
みつ

益
ます

 啓子
け い こ

 
「いきいきニュースポー

ツ」他 
光
みつ

益
ます

 啓子
け い こ

 
「いきいきニュースポー

ツ」他 

(2)社会教育

の関係者 永松
ながまつ

 千枝
ち え

 
大城校区まちづくり振興

会会長 
永松
ながまつ

 千枝
ち え

 
大城校区まちづくり振興

会会長 

永松
ながまつ

 英
ひで

視
み

 
大城校区まちづくり振興

会 文化生涯学習部会長 
永松
ながまつ

 英
ひで

視
み

 
大城校区まちづくり振興

会 文化生涯学習部会長 

薙
なぎ

野
の

 敏光
としみつ

 
久留米市北野町文化協会

会長 
薙
なぎ

野
の

 敏光
としみつ

 
久留米市北野町文化協会

会長 

鐘ケ江
か ね が え

 一枝
か ず え

 
久留米市北野女性の会副

会長 
鐘ケ江
か ね が え

 一枝
か ず え

 
久留米市北野女性の会副

会長 

行 徳
ぎょうとく

 ノリ子
こ

 
北野町老人クラブ連合会

女性部長 
行 徳
ぎょうとく

 ノリ子
こ

 
北野町老人クラブ連合会

女性部長 

甲斐
か い

 可絵
か え

 北野中学校ＰＴＡ書記 ※家永
いえなが

 和美
か ず み

 北野中学校ＰＴＡ書記 

権藤
ごんどう

 志保子
し ほ こ

 弓削小学校ＰＴＡ副会長 ※光武
みつたけ

 彩
あや

香
か

 弓削小学校ＰＴＡ副会長 

(3)学校教育

の関係者 伊藤
いとう

 浩
ひろ

規
き

 北野中学校校長 伊藤
いとう

 浩
ひろ

規
き

 北野中学校校長 

坂田
さ か た

 秀一
しゅういち

 金島小学校校長 ※井手
い で

 義
よし

隆
たか

 北野小学校校長 

(4)学識経験

者 南島
なじま

 成司
じょうじ

 久留米市議会議員 南島
なじま

 成司
じょうじ

 久留米市議会議員 

※は新任委員 



氏
し

  名
めい

所   属 氏
し

  名
めい

所   属

小野
お の

　里江
さ と え

城島町保育園連盟 小野
お の

　里江
さ と え

城島町保育園連盟

重松
しげまつ

　幸登
ゆ き と

久留米南部商工会 重松
しげまつ

　幸登
ゆ き と

久留米南部商工会

千代島
ち よ じ ま

　和代
か ず よ 福岡大城農業協同組

合 千代島
ち よ じ ま

　和代
か ず よ 福岡大城農業協同組

合

境
さかい

　二三子
ふ み こ

城島文化協会 境
さかい

　二三子
ふ み こ

城島文化協会

執行
しぎ ょう

　洋子
よ う こ

城島文化協会 執行
しぎ ょう

　洋子
よ う こ

城島文化協会

立石
たていし

　光
みつ

記
き

城島文化協会 立石
たていし

　光
みつ

記
き

城島文化協会

納戸
の と

　圓子
ま ど か 城島町老人クラブ

連合会 納戸
の と

　圓子
ま ど か 城島町老人クラブ

連合会

古賀
こが

　靖之
やすゆき 久留米市城島町

ＰＴＡ連絡会 古賀
こが

　靖之
やすゆき 久留米市城島町

ＰＴＡ連絡会

酒見
さ け み

　マリ子
こ

城島町小中学校長会 ※岩永
いわなが

　貴子
たかこ

城島町小中学校長会

吉﨑
よしざき

　隆一
りゅういち

城島地域幼稚園 吉﨑
よしざき

　隆一
りゅういち

城島地域幼稚園

池口
いけぐち

　隆
たかし 城島地域校区まちづ

くり連絡会議 池口
いけぐち

　隆
たかし 城島地域校区まちづ

くり連絡会議

市川
いちかわ　　 こういち

　廣一 久留米市議会 市川
いちかわ　　 こういち

　廣一 久留米市議会

※は新任委員

(1)

(3)

(4)

区分

(2)

学校教育の関係者

学識経験者

久留米市城島生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表

センターの利用者

新名簿（R4.7.1～）旧名簿

社会教育の関係者

議案２４－資料５



議案２４－資料５



氏　名 所　属 氏　名 所　属

内田
うち だ

　すなを 三潴文化協会 内田
うち だ

　すなを 三潴文化協会

寺崎
てら　さき

　文子
ふみ　こ

三潴文化協会 寺崎
てら　さき

　文子
ふみ　こ

三潴文化協会

平尾
ひらお

　光位
みつのり

三潴町尚寿会 平尾
ひらお

　光位
みつのり

三潴町尚寿会

渡邉
わたなべ

　美也子
み や こ

三潴町レクリエーション協会 渡邉
わたなべ

　美也子
み や こ

三潴町レクリエーション協会

(2)社会教育の
関係者 井村

いむら

　直樹
なおき 三潴町小中学校父母教師会連

絡会 ※田
たぞえ

添　和夫
かずお 三潴町小中学校父母教師会連

絡会

田中
たなか

　佳幸
よしゆき

久留米市立三潴中学校長 ※佐野
さ の

　淳
あつし

久留米市立三潴中学校長

髙松
たかまつ　

　恵子
けいこ

久留米市立三潴小学校教頭 髙松
たかまつ

　恵子
けいこ

久留米市立三潴小学校教頭

田中
たなか

　良介
りょうすけ

久留米市議会議員 田中
たなか

　良介
りょうすけ

久留米市議会議員

田中
たなか

　俊博
としひろ

元久留米市代表監査委員 田中
たなか

　俊博
としひろ

元久留米市代表監査委員

山下
やました

　和代
かずよ

三潴体育振興協会 山下
やました

　和代
かずよ

三潴体育振興協会

田中
たなか

　國
くに

比
ひ

古
こ

犬塚校区まちづくり振興会 田中
たなか

　國
くに

比
ひ

古
こ

犬塚校区まちづくり振興会

古賀
こ が

　文雄
ふみお

三潴校区まちづくり振興会 古賀
こ が

　文雄
ふみお

三潴校区まちづくり振興会

田川
たがわ

　英和
ひでかず

西牟田校区まちづくり振興会 田川
たがわ

　英和
ひでかず

西牟田校区まちづくり振興会

弥吉
やよし

　正孝
まさたか 西牟田地区民生委員・児童委

員協議会 弥吉
やよし

　正孝
まさたか 西牟田地区民生委員・児童委

員協議会

境
さかい

　二三子
ふ み こ

城島文化協会 境
さかい

　二三子
ふ み こ

城島文化協会

※は新任委員

(5)その他教育
委員会が必要
と認める者

(4)学識経験者

旧名簿 新名簿（R4.7.1～）

久留米市三潴生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表

区分

(3)学校教育の
関係者

(1)センターの
利用者

議案２４－資料６



議案２４－資料７ 

○ 久留米市生涯学習センター条例（抜粋） 

平成２６年９月１９日 

久留米市条例第４７号 

（運営委員会の設置） 

第２４条 生涯学習センターの円滑な運営を図るため、久留米市生涯学習センター等複合施設条

例第２６条に掲げる久留米市生涯学習センター運営委員会のほか、次の表の左欄に掲げる生涯

学習センターごとに、同表右欄に掲げる運営委員会を置く。 

生涯学習センター 運営委員会 

久留米市野中生涯学習センター 久留米市野中生涯学習センター運営委員会 

久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 

久留米市北野生涯学習センター 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 

久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 

久留米市三潴生涯学習センター 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 

２ 前項の表の運営委員会の組織、運営及び所掌事務については、教育委員会が規則で定める。 

 

 

 

○ 久留米市生涯学習センター運営委員会規則（抜粋） 

平成１３年５月１１日 

久留米市教育委員会規則第３号 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、久留米市生涯学習センター（久留米市生涯学習センター条例第２条第１項の

表に掲げる施設をいい、以下「センター」という。）の円滑な運営を図るため、次に掲げる事

項について審議するものとする。 

(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項 

(2) センターの利用及び普及に関する事項 

(3) その他特に必要と認める事項 

（定数） 

第３条 委員会の委員の定数は、次のとおりとする。 

委員会 定数 

久留米市生涯学習センター運営委員会 ２０人以内 

久留米市野中生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 １５人以内 



議案２４－資料８ 

久留米市北野生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市城島生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が任命又は委嘱する。 

(1) センターの利用者 

(2) 社会教育の関係者 

(3) 学校教育の関係者 

(4) 学識経験者 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員会の委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 



議案２５－１ 

第２５号議案  

 

久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の任命又は    

委嘱について  

 

上記の議案を提出する。  

令和４年６月３０日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の辞任に伴い、後任

の委員を任命又は委嘱しようとするものである。  

  

 



議案２５－２ 

久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の任命又は    

委嘱について  

 

久留米市城島ふれあいセンター運営委員会規則（平成２７年久留米

市教育委員会規則第３５号）第３条の規定により、下記の者を久留米

市城島ふれあいセンター運営委員会委員に任命又は委嘱 する。  

 

記  

 

区  分  氏  名  所  属  任  期  

(3)学 識 経 験 者  古 賀
こ が

 佳
か

緒 里
お り

 城 島 町 小 中 学 校 長 会  
令 和 4 年 7 月 1 日

か ら  

令 和 5 年 6 月 3 0 日

ま で  

(4)そ の 他 教 育

委 員 会 が 必 要

と 認 め る 者  

江 島
え し ま

 正 剛
せ いご う

 
城 島 地 域 校 区  

ま ち づ く り 連 絡 会 議  



氏
し

  名
めい

所   属 氏
し

  名
めい

所   属

小野
お の

　里江
さ と え

城島町保育園連盟 小野
お の

　里江
さ と え

城島町保育園連盟

江上
えがみ

　慶子
け い こ

グループ野火 江上
えがみ

　慶子
け い こ

グループ野火

原
はら

　嘉
よし

道
みち クラシックギター

サークル 原
はら

　嘉
よし

道
みち クラシックギター

サークル

西山
にしやま

　浩一
こういち

天文台ボランティア 西山
にしやま

　浩一
こういち

天文台ボランティア

蒲池
か ま ち

　稔
みのる

天文台ボランティア 蒲池
か ま ち

　稔
みのる

天文台ボランティア

波多
は た

　英
ひで

寛
ひろ 熊本大学大学院

先端科学研究部 波多
は た

　英
ひで

寛
ひろ 熊本大学大学院

先端科学研究部

原
はら

　　学
まなぶ

久留米市議会 原
はら

　　学
まなぶ

久留米市議会

橋本
はしもと

　五郎
ごろう

城島町小中学校長会 ※古賀
こ が

　佳
か

緒
お

里
り

城島町小中学校長会

榎本
えのもと

　満久
みつひさ 城島地域校区

まちづくり連絡会議 ※江島
え し ま

　正剛
せいごう 城島地域校区

まちづくり連絡会議

古賀
こ が

　靖之
やすゆき 久留米市城島町

ＰＴＡ連絡会 古賀
こ が

　靖之
やすゆき 久留米市城島町

ＰＴＡ連絡会

千代
ち よ

島
じま

　和代
かずよ 福岡大城農業

協同組合 千代
ち よ

島
じま

　和代
かずよ 福岡大城農業

協同組合

蒲池
か ま ち

　恵美
え み

子
こ

久留米南部商工会 蒲池
か ま ち

　恵美
え み

子
こ

久留米南部商工会

田中
た な か

　美子
よ し こ

勤労女性代表 田中
た なか

　美子
よ し こ

勤労女性代表

酒井
さ か い

　香
かおり 久留米市男女

平等推進センター 酒井
さ か い

　香
かおり 久留米市男女

平等推進センター

※は新任委員

(1)

(2)

(3)

(4)

議案２５－資料１

区分

久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員新旧対照表

旧  名　簿

センターの利用者

天体に深い関心と
知識を持つ者

新  名　簿（R4.7.1～）

学識経験者

その他教育委員会が
必要と認める者



議案２５－資料２ 

○久留米市城島ふれあいセンター運営委員会規則（抜粋） 

平成 27年 4月 1日 

久留米市教育委員会規則第 35号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、久留米市城島ふれあいセンター条例(平成 16 年久留米市条例第 112

号。以下「条例」という。)第 13 条第 1 項の規定により置かれた久留米市城島ふれあいセ

ンター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、久留米市城島ふれあいセンター(以下「センター」という。)の円滑な

運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項 

(2) センターの利用及び利用促進に関する事項 

(3) その他特に必要と認める事項 

(委員) 

第 3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会(以下「教育委員会」

という。)が任命し、又は委嘱する。 

(1) センターの利用者 

(2) 天体に深い関心と知識を持つ者 

(3) 学識経験者 

(4) その他教育委員会が必要と認める者 

 

 

 

○久留米市城島ふれあいセンター条例（抜粋） 

平成 16年 12月 28日 

久留米市条例第 112号 

(運営委員会) 

第 15 条第 13 条 センターの円滑な運営を図り、必要な事項を審議するため、センターに

久留米市青少年ふれあいセンター運営委員会久留米市城島ふれあいセンター運営委員会

(以下「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、委員 20人以内をもって組織する。 

3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
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議案２６－１ 

 

第２６号議案 

 

久留米市社会教育委員の委嘱について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年６月３０日 

教育長  井 上 謙 介 

 

提案理由 

久留米市社会教育委員の辞任に伴い、後任の委員を委嘱しようとするもので

ある。 

  

 



議案２６－２ 

 

久留米市社会教育委員の委嘱について 

 

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第２項により、下記の者

を久留米市社会教育委員に委嘱する。 

 

記 

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

社会教育関係者 

眞
ま

木
き

 香代子
か よ こ

 久留米市小・中学校PTA連合協議会 

令和４年 ７月 １日から 

令和４年１１月３０日まで 

 

野田
の だ

 秀樹
ひでき

 久留米市スポーツ協会 

 

 



議案２６－資料１ 

 

  久留米市社会教育委員新旧対照表 

※は、新任委員 

◎久留米市民生委員児童委員協議会所属の委員については、令和 3 年 2 月 1

日～令和 5 年 1 月 31 日である。 

区 分 

旧名簿 新名簿（R4.7.1～） 

氏  名 所   属 氏  名 所   属 

学校教育関係者 松尾
ま つ お

 京子
きょうこ

 久留米市小学校長会 松尾
ま つ お

 京子
きょうこ

 久留米市小学校長会 

 

社会教育関係者 野口
の ぐ ち

 裕史
ひろふみ

 
久留米市校区まちづく

り連絡協議会 野口
の ぐ ち

 裕史
ひろふみ

 
久留米市校区まちづく

り連絡協議会 

髙宮
たかみや

 隆二
りゅうじ

 
久留米市子ども会 

連合会 髙宮
たかみや

 隆二
りゅうじ

 
久留米市子ども会 

連合会 

永松
ながまつ

 千枝
ち え

 
久留米市女性の会 

婦人会連絡協議会 永松
ながまつ

 千枝
ち え

 
久留米市女性の会 

婦人会連絡協議会 

田中
た な か

 のぞみ 
久留米市小・中学校 

PTA連絡協議会 ※眞
ま

木
き

 香代子
か よ こ

 
久留米市小・中学校 

PTA連絡協議会 

吉田
よ し だ

 忠
ただ

隆
たか

 久留米市スポーツ協会 ※野田
の だ

 秀樹
ひ で き

 久留米市スポーツ協会 

家庭教育関係者 稲
いな

益
ます

 英子
ひ で こ

 
久留米市民生委員 

児童委員協議会 ◎稲
いな

益
ます

 英子
ひ で こ

 
久留米市民生委員 

児童委員協議会 

 

学識経験者 轟
とどろき

 照
てる

隆
たか

 久留米市議会議員 轟
とどろき

 照
てる

隆
たか

 久留米市議会議員 

江村
え む ら

 理奈
り な

 久留米大学 江村
え む ら

 理奈
り な

 久留米大学 

椎
しい

山
やま

 克
かつ

己
み

 久留米信愛短期大学 椎
しい

山
やま

 克
かつ

己
み

 久留米信愛短期大学 



議案２６－資料２ 

 

○社会教育法（抜粋）  

(昭和二十四年六月十日 )  

(法律第二百七号 )  

 

 (社会教育委員の設置 )  

第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  

２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。  

 (社会教育委員の職務 )  

第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の

職務を行う。  

一  社会教育に関する諸計画を立案すること。  

二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意

見を述べること。  

三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。  

 (社会教育委員の委嘱の基準等 )  

第十八条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関

し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社

会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌する

ものとする。  

 

 

○久留米市社会教育委員条例（抜粋）  

昭和 36 年 4 月 1 日  

久留米市条例第 11 号  

(目的及び設置 )  

第 1 条  社会教育法 (昭和 24 年法律第 207 号 )第 15 条の規定により、社会教育

委員 (以下「委員」という。 )を置く。  

(定数 )  

第 2 条  委員の定数は、 10 人以内とする。  

(委員 )  

第 3 条  委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。  

２  委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  
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議案２７－１ 

第２７号議案  

 

久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱  

について  

 

上記の議案を提出する。  

令和４年６月３０日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の辞任に伴い、その後任の

委員を任命又は委嘱しようとするものである。  



区　　　　分 氏　　　　名 所　　　　　　　属 任　　　　期

はつだ　　　ひでゆき

市立小中学校の父母
教 師 会 の 役 員

初田　秀幸

ほりえ　　　こうじ

〃 堀江　浩二

えだ　　　　みえ

市立小中学校の教職員 江田　美江

くろいわ　　たけなお

市 の 職 員 黒岩　竹直 協働推進部

久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について

　  久留米市立小中学校通学区域審議会規則(昭和４０年久留米市教育委員会規則第６号)第４条の

記

 令和４年
 ７月１日から

 令和４年
 １１月３０日まで

　規定により､下記の者を久留米市立小中学校通学区域審議会委員に任命又は委嘱する。

　久留米市立弓削小学校ＰＴＡ

　久留米市立明星中学校ＰＴＡ

久留米市立久留米特別支援学校

議案２７－２　



○は新委員

所　属 所　属

知識経験者 堺
サカイ

　太一郎
タイチロウ

　久留米市議会 堺
サカイ

　太一郎
タイチロウ

　久留米市議会

〃 秋永
アキナガ

　峰子
ミネコ

　　　　〃 秋永
アキナガ

　峰子
ミネコ

　　　　〃

〃 金子
カネコ

　むつみ 　　　　〃 金子
カネコ

　むつみ 　　　　〃

〃 山下
ヤマシタ

　尚
ヒサシ

　　　　〃 山下
ヤマシタ

　尚
ヒサシ

　　　　〃

〃 森﨑
モリサキ

　巨樹
マ サ キ

　　　　〃 森﨑
モリサキ

　巨樹
マ サ キ

　　　　〃

〃 縄
ナワ

崎
サキ

　順子
ジュンコ 　久留米男女平等推進

　ネットワーク 縄
ナワ

崎
サキ

　順子
ジュンコ 　久留米男女平等推進

　ネットワーク

〃 石橋
イシバシ

　良光
ヨ シ ミツ 久留米市校区まちづくり

連絡協議会 石橋
イシバシ

　良光
ヨ シ ミツ 久留米市校区まちづくり

連絡協議会

市立小中学
校の父母教
師会の役員

木村
キムラ

　佐知子
サチコ 　久留米市北野小学校

　父母教師会
○ 初田

ハツダ

　秀幸
ヒデユキ 　久留米市弓削小学校

　PTA

〃 靏
ツル

久
ヒサ

　直樹
ナオキ  久留米市立明星中学校

 父母教師会
○ 堀江

ホリエ

　浩二
コウジ  久留米市立明星中学校

 PTA

市立小中学
校の校長 楢

ナラ

橋
ハシ

　閲子
エ ツ コ

 久留米市立篠山小学校 楢
ナラ

橋
ハシ

　閲子
エ ツ コ

 久留米市立篠山小学校

〃 小屋
コヤ

松
マツ

　美和子
ミワコ

 久留米市立山本小学校 小屋
コヤ

松
マツ

　美和子
ミワコ

 久留米市立上津小学校

〃 荒木
ア ラ キ

　修
オサム

 久留米市立宮ノ陣中学校 荒木
ア ラ キ

　修
オサム

 久留米市立宮ノ陣中学校

市立小中学
校の教職員 新山

シンヤマ

　ゆかり  久留米市立南小学校 ○ 江田
エ ダ

　美江
ヨ シ エ  久留米市立

 久留米特別支援学校

市の職員 宮原
ミヤハラ

　義治
ヨシハル

　協働推進部 ○ 黒岩
ク ロ イワ

　竹直
タケナオ

　協働推進部

〃 山口
ヤマグチ

　嘉代
カ ヨ 　子ども未来部

  子ども保育課 山口
ヤマグチ

　嘉代
カ ヨ 　子ども未来部

  子ども保育課

[委員任期]
　令和２年１２月１日から令和４年１１月３０日（２年間）

　新委員（○）の任期は令和４年７月１日から令和４年１１月３０日（前任者の残任期間）

１５人／委員数 １５人／委員数

久留米市立小中学校通学区域審議会委員新旧対照表

区　分
旧　名　簿 新　名　簿

氏　名 氏　名

議案　－資料1



議案２７－資料２ 

○久留米市立小中学校通学区域審議会規則（抜粋）

昭和 40 年 10 月 21 日  

久留米市教育委員会規則第 6 号  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

(組織 ) 

第 3 条  審議会は、委員 15 人以内をもつて組織する。  

2 前項の規定にかかわらず、特定の事項を調査審議させるため必要があ

るときは、臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。この場合に

おいて、その数は特定の事項別に 2 人以内とする。  

(平 8 教規則 5・一部改正 ) 

(委員 ) 

第 4 条  審議会の委員は、次に掲げるものについて教育委員会が任命又は

委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市立小中学校の父母教師会の役員

(3) 市立小中学校の校長

(4) 市立小中学校の教職員

(5) 市の職員

(6) その他教育委員会が必要と認めるもの

(平 8 教規則 5・平 9 教規則 4・平 25 教規則 19・一部改正 )

(委員の任期 ) 

第 5 条  前条第 1 項の委員の任期は､2 年とする｡ただし､再任を妨げない｡ 

2 補欠委員の任期は､前任者の残任期間とする｡ 

3 第 3 条第 2 項の臨時委員の任期は､2 年を超えない範囲内で当該特定の

事項を調査審議するため教育委員会が必要と認めた期間とする｡ただし､

当該規定の事項に関する調査審議が終了しない場合には､同様の取扱い

により再任または委嘱の更新を行うことができるものとする｡ 

4 前項の任期にかかわらず､当該特定の事項の調査審議が終了した場合

には､臨時委員はその任を解かれたものとみなす｡ 

(平 8 教規則 5・一部改正 ) 



議案２８－1 

第２８号議案

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の

専決処分に係る意見の申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

  令和４年６月３０日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の専決処

分について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたも

のであるが、特に緊急を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないた

め、久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定によ

り、教育長において臨時に代理したので報告し、承認を求めようとする

ものである。  



議案２８－2 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の

専決処分に係る意見の申出の臨時代理について  

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の専決処

分に係る意見の申出について、別紙のとおり教育長により臨時に代理し

たので報告し、承認を求める。  



議案２８－3 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の

専決処分に係る意見の申出について  

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の専決処分

について、別紙のとおり市議会に提出することに同意する。  



議案２８－4 

第４０号議案

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の

専決処分について  

上記の議案を提出する。

  令和４年６月２日

久留米市長  原 口 新 五

提案理由

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故により被害者の受けた損害を賠償するに当たり、その額

の決定及び和解の必要が生じたが、特に緊急を要し議会を招集する時間

的余裕がないため、専決処分したので報告し、承認を求めるものである。



議案２８－5 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償の

専決処分について  

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故による損害賠償について、別紙のとおり専決処分したの

で報告し、承認を求める。  



議案２８－6 

専決第４号

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

ついての専決処分書  

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故により被害者の受けた損害を賠償するに当たり、その額

の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。  

  令和４年５月２４日

 久留米市長  原 口 新 五



議案２８－7 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

ついて  

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故による損害賠償について、次のとおり処理する。  

１  事故発生日時  

令和４年４月４日

 午後３時頃

２  事故発生場所

久留米市荒木町荒木１５００番地（久留米市立荒木小学校敷地内

）  

３ 被害者

４ 損害の状況 

物的損害  フロントガラス等破損

５  損害賠償の額

  市は、被害者に対し損害賠償金４８０，０００円を支払う。

  その内容は、被害者の車両修繕料４８０，０００円である。

６  損害賠償の方法  

 一時払  

７  和解契約の締結

  紛争を将来に残さないため、別紙のとおり和解契約を締結する。



議案２８－8 

和 解 書

甲 久留米市

久留米市長 原口 新五

乙 

１ 事故発生日時

令和４年４月４日

 午後３時頃

２ 事故発生場所

久留米市荒木町荒木１５００番地（久留米市立荒木小学校敷地内

）  

３ 車種及び登録番号

乙 

４ 事故の状況

甲が管理する荒木小学校敷地内の樹木の枝が折れ、当該樹木の下に

駐車していた乙車両上に落下し、乙車両を破損させたもの。

５ 損害の状況

乙 物的損害 フロントガラス等破損

上記事故について、次のとおり和解する。

１ 甲は、乙に対し損害賠償金４８０，０００円を支払う。

  その内容は、乙の車両修繕料４８０，０００円である。

２ 甲は、前項に規定する損害賠償金を乙の指定する口座に送金して支

払うものとする。

３ 甲及び乙は、上記事故について、前２項の規定によってすべて解決

し、甲乙間にほかに何らの債権債務のないことを確認する。



議案２８－9 

甲 久留米市

久留米市長 原口 新五

乙 



議案２９－１ 

第２９号議案

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

係る意見の申出の臨時代理について

上記の議案を提出する。

令和４年６月３０日

 教育長 井  上 謙 介

提案理由

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号

）第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、

特に緊急を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定により、教育長に

おいて臨時に代理したので報告し、承認を求めようとするものである。



議案２９－２ 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

係る意見の申出の臨時代理について

樹 木 の 管 理 瑕 疵 に 起 因 す る 自 動 車 破 損 事 故 に よ る 損 害 賠 償 に 係 る 意

見の申出について、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告

し、承認を求める。 



議案２９－３ 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

係る意見の申出について

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償ついて、

別紙のとおり市議会に提出することに同意する。



議案２９－４ 

第 号議案

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

ついて 

上記の議案を提出する。

令和４年  月   日

久留米市長 原 口 新 五

提案理由

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故に関し、保険代位により損害賠償請求権を取得した相手

方に損害を賠償するに当たり、その額の決定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により市議会の

議決を求めるものである。 



議案２９－５ 

樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償に

ついて 

 久留米市立荒木小学校敷地内の樹木の管理の瑕疵に起因して発生した

自動車破損事故による損害賠償について、次のとおり処理する。 

１  事故の概要 

令和４年４月４日午後３時頃、久留米市荒木町荒木１５００番地（

久留米市立荒木小学校敷地内）において、市が管理する樹木の枝が折

れ、樹木の下に駐車していた車両上に落下し、当該車両を破損させた

もの。 

２  損害賠償の相手方

３ 損害賠償の理由

上記事故により破損した被害車両の所有者と損害保険契約を締結し

ている相手方が、上記事故発生日において、当該損害保険契約に基づ

きレッカー車による被害車両の運搬を手配したことから、保険代位に

より運搬費相当額の損害賠償請求権を取得したとして、市に対し、そ

の支払を求めているもの。 

４  損害賠償の額

市は、相手方に対し損害賠償金１９，２５０円を支払う。

 その内容は、相手方の車両運搬費１９，２５０円である。

５ 損害賠償の方法 

 一時払 



議案２９－資料１ 

           

第５４号議案 樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による 

損害賠償について 

１ 発 生 日 時 

２ 発 生 場 所 

３ 相 手 方 

４ 事故の概要 

５ 賠償の理由 

令和４年４月４日（月）午後３時頃 

久留米市荒木町荒木１５００番地 

久留米市立荒木小学校敷地内 

 

敷地内の樹木（クスノキ）の枯枝が折れ、樹木の下に駐車してい

た当該車両に落下し、破損させたもの 

被害車両の所有者と損害保険契約を締結している相手方が、事故

発生日において損害保険契約に基づきレッカー車による被害車

両の運搬を手配したことから、保険代位により運搬費相当額の損

害賠償請求権を取得したとして、市に対し、その支払いを求めて

いるもの。 

６ 損害賠償の額 市は、相手方に対し、車両運搬費 19,250 円を損害賠償金として

支払う。 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 

教 育 部 学 校 施 設 課 



R4.5.10からR4.6.9受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
令和4年6月17日(金)　13時30分～17時00分
令和4年6月18日(土)　9時00分～16時50分

令和4年度福岡教育大学附属
久留米小学校　公開研究会

福岡教育大学附属久留米小
学校

福岡教育大学附属久留米
小学校

後援★ 学校教育課

2
令和4年4月9日(土)～令和5年3月11日(土)
月１回
13時00分～15時00分

学びに向かう力を育む学習会
久留米

学びに向かう力を育む学習
会久留米

Zoomによるオンライン開催 後援 学校教育課

3 令和４年6月19日(日)10時30分～12時00分
「発達障がいのあるお子さんへ
の将来に向けた今からできる準
備」

特定非営利活動法人　ＰＯＲ
Ｔ

久留米市市民活動サポート
センターみんくる　会議室

後援★ 学校教育課

4

令和4年6月14日(火)
13時00分～17時00分

令和4年6月15日(水)
10時00分～16時00分

児童図書・優良図書展示会 株式会社トーハン九州支店 久留米リサーチ・パーク 後援 学校教育課

5
令和4年6月25日(土)

14時00分～16時30分

公益社団法人福岡県人権研究
所定例研究会
「史実と教育・啓発の結合をめ
ざして」

(公社)福岡県人権研究所
久留米市環境交流プラザ
大会議室

後援★ 学校教育課

6 令和4年7月9日(土)～令和4年8月31日(水)
夏の特別展
「昆虫アカデミア～きみがバグ
ズパワー研究員だ！～」

福岡県青少年科学館
福岡県青少年科学館　１階
特別展示室

後援 学校教育課

7 令和4年8月5日(金)16時30分～18時00分
Kajiiの日用品楽器コンサート
「食器は歌う」

musicfab
久留米シティプラザ　Cボッ
クス

後援★ 学校教育課

8

令和4年7月23日(土)・24日(日)　10時00分～
12時00分
令和4年8月27日(土)・28日(日)　14時00分～
16時00分

地域応援企画　キッズマネース
クール「はたらくってなーに？お
みせやさんごっこ」

キッズマネースクール福岡★
親子スマイル校
※昨年苦情あり。許可時に
厳重注意

弓削コスモス館 後援 学校教育課

9
事業期間：令和4年7月～令和5年3月
式典(予定)：令和5年2月中旬

地球さんご賞第1回九州・沖縄
ブロック作文募集及び表彰式

地球さんご賞八女実行委員
会

八女市黒木地域交流セン
ター「ふじの里」

後援★ 学校教育課

10 令和4年6月4日(土)8：00～17：00
久留米市長賞フレンドシップバ
ドミントン大会

久留米市バドミントン協会 みづま総合体育館 後援★
体育スポーツ
課

11 令和4年6月19日（日）
秩父宮賜杯第54回全日本大学
駅伝対校選手権大会
九州地区選考会

九州学生陸上競技連盟
久留米総合スポーツセン
ター陸上競技場

後援
体育スポーツ
課

12 令和4年8月20日（土）～21日（日）
第24回紫灘旗全国高校遠的弓
道大会

紫灘旗全国高校遠的弓道大
会実行委員会

久留米アリーナ 後援
体育スポーツ
課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

13
令和4年6月11日（土）
8：30～12：00

クルメキッコー杯　ティーボール
野球大会

全軟久留米市少年野球連盟 リバーサイドソフトボール場 後援★
体育スポーツ
課

14 令和4年5月21日（土） 13:30～15:30
ゴスペルクワイヤO.V.G20周年
ゴスペルコンサート

ゴスペルクワイヤO.V.G
久留米市文化センター　共
同ホール

後援
生涯学習推
進課

15
令和4年7月23日（土）13:00～19:00、
7月24日（日）13:00～14:00

旗揚げ公演「イロイロカガク
赤」

劇団偽物科学 石橋文化会館　小ホール 後援★
生涯学習推
進課

16 令和4年7月3日（日）9:00～15:00 茶の湯文化にふれる市民講座
一般社団法人表千家同門会
福岡県支部

福岡アイランドシティー
フォーラム

後援
生涯学習推
進課

17 令和4年5月28日（土）17:00～19:00
<平和への祈り>～チャリティー
コンサート～

くま音楽教室久留米
日本福音ルーテル久留米
教会

後援★
生涯学習推
進課

18 令和4年7月9日（土）13:00～16:00 中国映画会 久留米市日中友好協会
えーるピア久留米・視聴覚
ホール

後援
生涯学習推
進課

19 令和4年6月26日（日）14:00～15:40
City Winds 久留米市民吹奏楽
団（NPO）音楽会　Brass
Message 2022

特定非営利活動法人 シ
ティーウィンズ久留米市民吹
奏楽団

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

20
令和4年5月8日（日）9:00～17:00（対局）
令和4年5月7日（土）18:00～（抽選会）

第45期西日本久留米王位戦 西日本新聞イベントサービス 久留米シティプラザ 後援
生涯学習推
進課

21
令和4年6月4日(土）、5日（日）、12日（日）
10:00～18:00

第61回吹奏楽祭 福岡吹奏楽連盟

6月4日（土）、5日（日）　福
岡サンパレス
6月12日（日）久留米シティ
プラザ

後援
生涯学習推
進課

22

令和4年7月25日（月）・26日（火）
                       筑前地区：福岡サンパレス
令和4年7月27日（水）・28日（木）
                      福岡地区：福岡サンパレス
令和4年7月28日（木）・29日（金）
                      久留米シティプラザ

第22回地区中学校吹奏楽コン
クール
令和4年度福岡吹奏楽コンクー
ル（中学校の部・Bパート）

福岡吹奏楽連盟

筑前地区・福岡地区：福岡
サンパレス
筑後地区：久留米シティプ
ラザ

後援
生涯学習推
進課

23 令和4年7月17日(日）13:00～15:00開演
おやこ人形劇場「どんぐりと山
猫というはなし」

特定非営利活動法人 舞台
アート工房・劇列車

石橋文化会館・小ホール 後援
生涯学習推
進課

24
令和4年6月6日（月）、6月13日（月）、6月20日
（月）、6月27日（月）[計4回]18:00～19:30

久留米大学公開講座　「知って
安心！緩和ケア」

久留米大学 えーるピア久留米 共催
生涯学習推
進課

25 令和4年7月10日（日）13:30開場、14:00開演
混声合唱団くるめ市民コール第
12回定期演奏会

混声合唱団くるめ市民コー
ル

えーるピア久留米　視聴覚
ホール

後援
生涯学習推
進課

報告１－2



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

26 令和4年6月18日（土）～6月19日（日） アドベンチャーキャンプ TJC教育サポート 野中生涯学習センター 後援
生涯学習推
進課

27 令和4年9月10日（土）～9月11日（日） キャンプファイヤーキャンプ
社会教育団体Dreams In
Club

わらべの里　研修センター 後援
生涯学習推
進課

28

A日程：令和4年7月23日（土）
B日程：令和4年7月24日（日）
C日程：令和4年8月6日（土）
D日程：令和4年8月7日（日）

日帰り川遊びキャンプA・B・C・
D

社会教育団体Dreams In
Club

発心公園キャンプ場 後援
生涯学習推
進課

29

吹奏楽祭：令和4年9月11日（日）
合唱祭：令和4年9月18日（日）
アンサンブルフェスティバル：令和4年9月25日
（日）
いずれも10:00開演

くるめ音楽祭2022
公益財団法人久留米文化振
興会

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

30 令和4年8月14日（日）14:00～16:00 2022モダンバレエ展
平田みのりバレエ＆モダンダ
ンススタジオ

久留米シティプラザ　ザ・グ
ランドホール

後援
生涯学習推
進課

31
令和4年7月18日（月・祝）　13:30開演～16:00
終演予定

久留米児童合唱団第50回記念
定期演奏会

久留米児童合唱団 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

32 令和4年7月31日（日）　10:00～15:30
第52回納涼茶会・第39回学校
茶道合同茶会

茶道裏千家淡交会久留米学
校茶道連絡協議会

久留米シティプラザ 後援
生涯学習推
進課

33
令和4年7月24日（日）9:30～：事前研修・説明
会
令和4年8月6日（土）～8月8日（月）：本研修

令和4年度姉妹都市久留米市・
郡山市青少年親善交流事業

久留米市子ども会連合会
事前研修・説明会：野中生
涯学習センター　軽運動室
本研修：福島県郡山市

共催
生涯学習推
進課

34

【事前研修】令和4年7月10日（日）
                                         10:00～16:30
【本 研 修】令和4年8月12日（金）
                       8:30～8月14日（日）18:00
【事後研修】令和4年9月11日（日）
                                         10:00～16:30

夏休みキャンプ2022
一般社団法人ウェルネス
JAPAN

【事前研修】サンコア（筑後
市中央公民館）
【本 研 修】国立諫早青少
年自然の家
【事後研修】サンコア（筑後
市中央公民館）

後援
生涯学習推
進課

35
令和4年11月23日（水）開場14:00、開演14:30
～16:00

第10回記念寺田健一郎ギター
リサイタル2022

寺田健一郎ギターリサイタル
実行委員会

鳥栖市民文化会館　小ホー
ル

後援
生涯学習推
進課

36
令和4年9月8日（木）～9月11日（日）10:00～
17:00

第41回久留米連合文化会会員
華道展

久留米連合文化会
久留米シティプラザ展示室
2・3

後援
生涯学習推
進課

37
令和4年8月8日（月）　18:30開演～20:30終演
予定

杉並児童合唱団　久留米公演 久留米児童合唱団
久留米シティプラザ　ザ・グ
ランドホール

後援
生涯学習推
進課

38 令和4年8月14日（日）　14:00開演（予定）
ドラゴンクエストコンサート
交響組曲「ドラゴンクエストX　目
覚めし五つの種族　オンライン」

公益財団法人久留米文化振
興会

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課
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№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

39

令和4年7月2日（土）3日（日）
　　　　　9日（土）10日（日）
　　　　　23日（土）24日（日）合計6日間

各日11:00～14:00（3時間・3部制）※雨天中止

こども祭り 特定非営利活動法人dahlia
筑後市：筑後広域公園　大
川市：大川中央公園　大牟
田市：諏訪公園

後援
生涯学習推
進課

40 令和4年8月7日（日）11:30～18:00 第22回研究生発表会 フジタバレエ研究所 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

41

応募期間：令和4年8月1日（月）～9月9日（金）
発　　表：令和4年10月中旬ウェブ展示
（令和4年10月14日（金）～令和4年11月14日
（月））

第7回久留米ジュニア文芸大会 久留米連合文化会
久留米連合文化会ホーム
ページ　http://renbun.jp

後援
生涯学習推
進課

42 令和4年6月19日（日）8:30～16:30
令和4年度少年団体指導者研
修会・プレイリーダー研修2級

福岡県教育庁北筑後教育事
務所

久留米市教育センター　大
研修室

後援
生涯学習推
進課

43 令和4年9月18日(日)　10時00分～16時30分
第14回障害児の高校進学を実
現する全国交流集会inくるめ

障害児の高校進学を実現す
る全国交流集会inくるめ実行
委員会

久留米シティプラザ
Zoomでのオンライン開催

後援★ 学校教育課

44 令和4年9月17日(土)～令和4年9月18日(日) 国際交流＆イングリッシュキャンプ 宮城復興支援センター
博多駅及び熊本県立菊池
少年自然の家

後援★ 学校教育課

45 令和4年6月18日(土)　13時00分～16時00分 不登校・引きこもり個別教育相談会 ふくおかフリースクールフレンドシップ協議会 Zoomによるオンライン開催 後援 学校教育課

46
令和4年10月上旬から令和5年9月末まで
※コロナ禍の影響により変動する可能性あり

お仕事ノート発行事業
株式会社　アド通信社西部
本社

なし 後援 学校教育課

47 令和4年9月23日(金)～令和4年10月15日(土)
にしてつキッズしごと体験ス
クール２０２２

西日本鉄道株式会社
西鉄電車・駅・バス・水族
館・ラジオ局・農園など

後援 学校教育課

48
令和４年７月２２日(金)～令和４年８月２２日
(月)

街元氣プロジェクト　第18回まち
ゼミ＆第9回まちゼミKids

久留米商工会議所 中心市街地店舗 後援 学校教育課

49 令和4年7月30日（日）9:00～17:00
第10回　みらい☆いすをつくろう
&Wood Market

けやきとアートの散歩路
津福公園　多目的ドームと
一部公園

後援 学校教育課

50 令和4年9月27日(火)～令和4年10月2日(日)
2022(第28回)都市ビル環境の
日　第15回子ども絵画コンクー
ル

公益社団法人福岡県ビルメ
ンテナンス協会

久留米市一番街多目的
ギャラリー

後援 学校教育課

51 令和4年11月13日（日）10:00～14:00
こども薬局おくすり健康フェアin
くるめ2022

一般社団法人久留米三井薬
剤師会

久留米シティプラザ5階大
会議室

後援 学校教育課

52
令和5年2月11日（土）・12日（日）
                                           10:30～15:30

第33回ＭＯＡ美術館筑後児童
作品展

ＭＯＡ美術館筑後児童作品
展実行委員会

久留米市美術館1階展示室 後援 学校教育課
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53
令和4年10月上旬から令和5年9月末まで
※コロナ禍の影響により変動する可能性あり

お仕事ノート発行事業
株式会社　アド通信社西部
本社

なし 後援★ 学校教育課

54 令和4年9月23日(金)～令和4年10月15日(土)
にしてつキッズしごと体験ス
クール2022

西日本鉄道株式会社
西鉄電車・駅・バス・水族
館・ラジオ局・農園など

後援★ 学校教育課
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学校給食における牛乳紙パックのリサイクルについて 

１ 学校給食における牛乳 

学校給食法施行規則では「完全給食は、パン又はご飯、ミルク及びおかずである給食

をいう。」とされており、本市の完全給食においても、成長期にある児童生徒に不可欠な

カルシウムを効率的に摂取できる牛乳を提供しています。

そのため、国の支援や国内の酪農業との連携のもと、安定して給食に供給する仕組み

が整えられています。 

２ 現在の状況 

容量 200cc 使用牛乳 福岡県産 

容器 紙パック 提供量 １日当たり約 27,000 個 

メーカー 雪印メグミルク 提供校 小・中・特別支援学校 62 校 

３ リサイクルについて 

(1) 基本的な考え方

県内メーカーは全て紙パックで供給しており、県内の酪農振興と牛乳消費の観点か

らは県産牛乳を使用する必要があります。また、国の補助金等により希望小売価格の

56％相当（税込 53.3 円）の安価であることを踏まえ、現在の牛乳を提供します。 

そのうえで、児童生徒の環境意識の向上と脱炭素社会の構築に向け、紙パックのリ

サイクルに取り組みます。

(2) モデル校における試行

① 概要

学校におけるリサイクルの効果と課題を検証するため、モデル校２校における試

行を実施しました。 

［試 行 期 間］令和３年 12 月～令和４年１月 

上記以降の期間も継続して実施中です。 

［アンケート］低学年１～３年生と高学年４～６年生に分けて実施しました。 

R3 年度 低学年 高学年 計 回答率 教職員 給食時間 

東国分小 286 人 298 人 584 人 92.6％ 16 人 45 分 

大 城 小 93 人 101 人 194 人 91.1％ 11 人 45 分 

計 379 人 399 人 778 人 92.2％ 27 人 ― 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

教 育 部 学 校 保 健 課 
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② リサイクルの基本的な流れ

③ アンケート結果の概要

ア 難しいなどと回答した児童では、低学年・高学年とも「広げるところが難しい」

と回答した児童が最も多くなりました。

イ 続けたいなどと回答した児童では、低学年・高学年とも「リサイクルの大切さ」

を挙げる児童が最も多くなりました。やめたいなどと回答する児童では「時間がか

かる」等の回答がありました。

洗い場ですすぎます 上を開けます 広げます 

水切りカゴに並べます 回収まで校内で保管します 

報告２－2



ウ 高学年の児童を対象に「環境について感じたこと」を尋ねたところ、環境意識の

高まりが見られました。

・ リサイクルの大切さを勉強することができた 48％ 

・ 学校以外でも取り組むようになった 38％ 

・ 環境について興味を持つようになった 30％ 

エ 教員からは、環境意識の高まりを評価する回答がありました。その一方で、すす

ぐ場所や時間的な制約に関する課題が挙げられました。

(3) 回収・運搬等について

一般家庭の古紙回収（月２回）に合わせて回収し、佐賀県内の工場などでリサイク

ルします。

４ 今後について 

実施にあたっては、学校の規模や施設の状況によるすすぐための洗い場や月２回の回

収に伴う保管場所の確保、児童生徒のリサイクルに要する時間等の課題のほか、回収・

運搬の準備期間が必要となります。円滑なリサイクルの実施に向けた丁寧な説明を行う

など十分な準備期間を確保し、今年度の２学期（１０月以降）より実施可能な学校から

リサイクルに取り組んでまいります。
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学校給食費の改定に向けた検討について 

 

１ 学校給食費について 

  学校給食法は、給食に関する経費のうち、施設整備費や調理員の人件費等の給食

の運営に要する経費は学校の設置者が負担し、それ以外の経費（食材費）は保護者

の負担とすると定めています。 

 

２ 久留米市の学校給食費 

  本市の給食費は、平成２７年度に改定されて以降、現在まで次に掲げる額となっ

ています。 

小学校等 １食 231円（月 4,100円） 

中学校等 １食 260円（月 4,600円） 

＊ 小学校等には特別支援学校小学部を、中学校等には 

特別支援学校中学部及び高等部を含みます。 

 

 

３ 学校給食費を取り巻く状況 

  平成２７年度の改定以降も食材費等の上昇などが続いており、これまで食材代替

品の活用や献立の工夫等に努めながら給食を提供してきました。 

  こうした状況の中、今年度に入り、急激な原油や物価の高騰が見られており、食

材についても品目数や値上げ幅が拡大し、今後も続くものと見込まれています。そ

のため、現在の学校給食費では、成長期の子どもたちに相応しい給食の実施に課題

が生じている状況です。 

 

４ 改定に向けた検討 

  本年７月より、教育委員会に「久留米市学校給食費改定検討委員会」を設置し、

学校給食費の金額や改定時期等に関する検討を行います。 

同委員会は、学校給食に関する有識者、学校給食費を決定する立場にある校長会

の代表、保護者代表、献立を作成する栄養教諭の代表など８人程度で構成し、速や

かに報告を取りまとめる予定です。 

 

中学校給食の例 

６月定例教育委員会資料 

令和４年６月３０日  

教 育 部 学 校 保 健 課  



 

 

 

近年の浸水害の状況と市教育委員会・学校の取組について 

 

１ 大雨災害の状況 

  近年、線状降水帯による集中豪雨が頻発しており、本市においても４年連続して浸水

害が生じるなど、安全安心なまちづくりにおいて喫緊の課題となっています。 

年度 月 総雨量（期間） 
浸水件数 

備考 
床上 床下 

H30 ７月 386.0mm（H30.7.05～7.08） 423件 1,011件  

R1 ７月 474.5mm（R1.7.18～7.23） 196件 120件  

 ８月 408.0mm（R1.8.26～8.29） 27件 24件 大雨特別警報（R1.8.28） 

R2 ７月 735.0mm（R2.7.05～7.10） 335件 1,620件  

R3 ８月 896.5mm（R2.8.11～8.19） 518件 2,194件 大雨特別警報（R3.8.14） 

 

  筑後川の堤防が決壊した昭和２８年６月の総雨量は 564mm ですので、最近の浸水害の

総雨量はこれを凌駕しています。また、筑後川上流部のダム貯水率は少ない状況で発生

しており、久留米市を含む中流域に降雨が集中している状況が見られています。 

 

北野町の浸水害の様子（手前は筑後川） 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

教 育 委 員 会 総 務 



２ 久留米市の取組 

  久留米市においては、国・県・市が連携した様々な流域治水対策が進んでおり、東櫛

原貯留施設（12,000㎥）や中央公園貯留施設（17,000㎥）に続いて、久留米大学グラウ

ンド（21,800 ㎥）、大隈公園（10,000 ㎥）・ＪＲ久留米駅東側けやき通り（24,000 ㎥）、

等での貯留施設の整備が着手又は計画されています。 

 

 また、「樋門・樋管の改修」「河川やクリーク・側溝等の浚渫」「田んぼダムの取組」「護

岸のかさ上げ」「雨水タンクの設置補助」など、様々な対策が講じられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市教育委員会及び学校の対応 

 (1) 雨水流出抑制施設 

雨水流出抑制施設（オンサイト貯留）は、河川等に集中して排水が集中するのを抑制

するもので、を北野地区・長門石地区・城島地区に設置します。このうち、北野地区は、

北野中学校グラウンドに整備します。 

 

東櫛原貯留施設 

 

久留米大学貯留施設

y 

 

護岸のかさ上げ 

 

 

 

池町川フラップゲート 

 

田んぼダム 
 

ため池・クリークの浚渫 



 (2) 浸水・減災対策の見える化 

   令和３年１１月１５日に、南薫小学校の６年生に対し、都市建設部河川課の全面協

力のもと「浸水対策事業」と「算数」のハイブリッド授業を実施し、防災意識を高め

ました。 

 

① 東櫛原貯留施設 

    東櫛原町貯留施設の現場と小学校 

   をオンラインで結び、普段入ること 

   ができない貯留施設の内部を学校に 

いながらバーチャルで見学 

 

そして、貯留施設に溜まる雨水の 

貯留量（円柱の体積）を計算 

 

 

 

 

 

② 久留米大学グラウンド貯留施設 

    施工中の久留米大学グラウンド貯 

留施設の工事現場と小学校をオンラ 

インで結び、工事内容や貯留機能・ 

役割について児童に説明 

 

そして、貯留施設に溜まる雨水の 

貯留量（立方体の体積）を計算 

 

 

 

③ 南薫小における児童の様子 

 

 

 

 

 

東櫛原貯留施設 

久留米大学グラウンド貯留施設 



久留米市学校教育 ICT 化推進計画の策定及び今後の GIGA スクールの取組について 

１ 久留米市における GIGA スクールの状況 

(1) ICT を活用した教育活動の基本的な考え方

① 教育 ICT 環境を活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の往還によ

る「自分で・全員で学び取る授業の実現」を図る。 

② Society5.0 時代を生き抜く子どもたちに必要な情報活用能力を育み、久留

米市教育振興プランに掲げる「つくる力(知識･技能)」「つなぐ力(思考力･判

断力･表現力)」「つらぬく力(学びに向かう力･人間性)」を有する人材を育成

する。 

(2) 推進体制

① 校内推進・研修・連携体制

○ 校長を情報責任者とし、ICT 活用コーディネーター（ICT 活用の指導）、

ICT 推進リーダー（ICT 活用実践の中心）による推進体制を各校に整備 

○ 各役割の職員への研修をはじめ、校内研修や集合研修等を実施

○ 学校と教育委員会が連携し「くるめ GIGA スクール推進協議会」を立ち上

げ、教育 ICT モデル校事業等の実施や全校への展開を推進 

② 関係団体との連携

○ Google パートナー自治体プログラムによる Google 社との連携、高専と

連携したプログラミング教育、周辺自治体との連携による情報交換等 

③ 教育委員会の支援体制

○ 各種教材やマニュアル等をイントラネットで共有し、各教員がいつでも

見ることができる仕組みを整備 

○ 専門業者によるヘルプデスク・運用保守・巡回支援等

○ 現場教員の負担軽減等を図るため、サポート職員の配置等を予定

(3) ICT を活用した教育活動

① 授業での活用

○ 従来の教育活動に端末の活用を組み合わせた授業等を実践（令和３年度

は、まず“端末を使う”こととし、全ての学級で活用を推進） 

○ ICT モデル校をはじめ、各校の優良授業等の実践事例を全ての教職員が

共有することで、授業の質の向上を図った。 

定 例 教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

教育部教育ＩＣＴ推進課 
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【参考】令和３年度の端末の活用状況 (１週間あたりの活用単位時間数) 

区分 
７月 

第 2週又は第 3週平均 

１１月 

第 1週又は第 2 週平均 
差 

小学校 
4.3 時間/週 

（0.85 時間/日） 

7.6 時間/週 

（1.52 時間/日） 

＋3.3 時間/週 

（＋0.67 時間/日） 

中学校 
5.6 時間/週 

（1.12 時間/日） 

8.6 時間/週 

（1.72 時間/日） 

＋3.0 時間/週 

（＋0.6 時間/日） 

② 情報モラル教育・情報リテラシー教育

○ 端末を正しく、安全に使用するため、端末を適切に使う習慣や、様々な

情報を正しく活用する力の育成を進めている。 

③ 保護者への周知と情報発信

○ 端末活用に関する家庭の理解と協力を得るため、学校での活用状況や家

庭での留意事項等について、文書等で周知

○ GIGA スクールインターネット特設サイトを作成し、本市の取組や家庭で

の留意事項等を掲載 

○ 文部科学省や Google 社と連携した篠山小学校の ICT 活用事例が同省の

インターネットサイトで紹介されたり、久留米市の取組が報道された。
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(4) 新たな教育活動

① 緊急事態宣言期間中におけるオンライン授業や朝の会等の取組

感染拡大を抑制しながら学びを止めない教育を実践

② 長期休業期間中の家庭学習での端末活用

オンラインやオフラインでできる家庭学習課題を各校が工夫して実施

③ 地場企業等と連携したオンライン教育

オンラインによる複数校合同での遠隔授業、ヴァーチャル海外旅行や地場

企業等と連携した社会見学、運動会・保護者説明会の中継 等 

(5) 働き方改革（校務での ICT 活用）

職員間の情報共有、資料作成や会議時間の削減、アンケート等の集約時間の

削減、教材の共有など、教職員の負担軽減を図っている。 

２ 久留米市学校教育 ICT 化推進計画 

(1) 計画の趣旨と位置付け

学校教育の情報化の推進に関する法律に基づく学校教育情報化推進計画に相

当するものとして、市教育振興プランに掲げる「教育 ICT 活用・情報教育の推

進」の取組内容の詳細を記載する。また、各施策における GIGA スクール環境の

効果的な活用を位置付け、ICT 推進の指針とする。 
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(2) 計画期間

令和４年度～７年度

(3) 目指す方向性

これまでの教育実践と ICT 活用とを適切に組み合わせ、ICT の特性・強みを

生かした「知識伝達型」から「個別最適な学び・協働的な学び」への授業の転

換を目指す。 

３ 今後に向けて 

ICT を活用した教育活動をより充実させていくため、次のような取組を学校や

家庭と連携して進めていく。 

① 端末活用の量から質への移行、教員間の活用の差異解消及び指導力の向上

優良活用事例の共有や教育委員会のプッシュ型支援を強化

② セキュリティ管理と情報モラル・リテラシー教育の充実

セキュリティのあり方と情報活用能力の育成について、継続的な研究・実践

を行う。 

③ 日常的な持ち帰り学習に向けた家庭の協力の確保

ICT 活用に係る保護者の理解促進を図るための継続的な情報発信や持ち帰り

学習時のモバイル Wi-Fi ルータの無償貸出等の実施 

④ 心身の影響への対応

基本的な生活習慣や学習規律の確保、視力低下や依存性の抑制など、家庭へ

の周知啓発を行いながら児童生徒への指導を実施 

⑤ 校内 ICT 環境のさらなる充実

Wi-Fi 未整備教室への対応やインターネット回線の強化等を推進

⑥ 将来の機器更新とデジタル教材等の財源確保に向けた取組

他自治体と連携した情報交換や国等への要望等を実施
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久留米市教育委員会 

（案） 

久留米市学校教育ＩＣＴ化推進計画 
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Ⅰ 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

（１）学校教育における ICT の推進を巡る動き

社会の変化 ～Society5.0 の到来～ 

人工知能（AI）、Iot 等の先端技術が高度化し、誰もが日常生活の中で ICT を活用

する社会へと加速度的に変化しています。Society5.0 は、仮想空間と現実空間を高

度に融合したシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立すると言われて

おり、これまで不可能だったことが、実現していく社会となっていきます。 

学習指導要領の改定 ～情報活用能力の育成～ 

学習指導要領（平成 29 年告示）では、知・徳・体にわたる「生きる力」を子ど

もたちに育むために、①生きて働く「知識・技能」の習得、②未知の状況にも対応

できる「思考力・判断力・表現力等」の育成、③学びを人生や社会に生かそうとす

る「学びに向かう力・人間性等」の涵養、といった資質・能力の育成を目指してい

ます。 

そのために、情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられ、

教科等の横断的な視点に立って育成することが求められています。 

学校の情報化の推進に関する法律 ～地方公共団体の努力義務～ 

令和元年 6月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が公布・施行され、学

校教育の情報化の定義や基本理念等が定められるとともに、地方公共団体も教育の

情報化に関する推進計画を定めるよう努めることが示されました。 

中央教育審議会答申 ～令和の日本型学校教育と GIGA スクール構想～ 

中央教育審議会が令和 3年 1月に、『令和の日本型学校教育』の構築を目指して

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～

の答申が出されました。 

この中では、学校教育の基盤的なツールとして ICT を活用し、GIGA スクール構想

による 1人 1台端末環境を活かして学校教育を現代化することの必要性が示されて

います。さらに、クラウドサービスの利活用やデジタル教科書・デジタル教材等の

活用、ICT 人材の確保、ICT で校務を効率化することによる学校の働き方改革の実

現などについても示されています。 
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（２）計画の策定 

久留米市では、時代の変化に対応した教育の推進を目指し、令和 2年度から「久

留米市教育振興プラン」（以下「振興プラン）という。）に基づく取組を進めていま

すが、GIGA スクール構想の加速化に伴い、児童生徒 1人 1台端末の配備や校内情報

通信ネットワークなどの環境整備が完了しました。このような状況の中、前述した

学校教育の ICT 化を巡る動向を踏まえた上で振興プランの取組を推進するにあたっ

ては、整備したＧＩＧＡスクール環境をどのように活用するのかを整理することが

必要となりました。 

そこで、学校と市教育委員会が、学校教育の ICT 化について目指すべき方向性や

目標等の共通理解を図りながら、1人 1台端末や校内情報通信ネットワーク等の環

境を、効果的に活用した振興プランに基づく施策を展開できるようにすることを目

的として「久留米市学校教育ＩＣＴ化推進計画」を策定します。 

 
２ 計画の位置付け 

本計画は、振興プランに掲げる具体的な施策項目『重点１の③「教育 ICT 活用・

情報教育の推進」』に記載されている項目について、取組内容の詳細を記載すると

ともに、各施策における GIGA スクール環境の効果的な活用（図②）を位置付ける

ものであり、学校教育の ICT 推進の基本的な考え方と目指す方向性を示す指針とな

ります。これは、同時に、学校教育の情報化の推進に関する法律第 9条第 2項に基

づく学校教育情報化推進計画としての位置付けを併せ持つものとなります。 
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３ 計画の期間 

本計画は、振興プランとの整合性を図る観点から、対象期間を令和７年度までと

します。ただし、今後の ICT 活用の動向により、適宜更新を加えていきます。 

計画 / 年度 R2  R3 R4 R5 R6 R7 
久留⽶市 

教育振興プラン 
       

久留⽶市 
学校教育 ICT 化推進計画 

       

 
 
Ⅱ 久留米市の基本的な考え方と目指す方向性 

 
１ 久留米市の現状 

（１）通信環境の整備 

本市においては、平成 29 年度までに統合型校務支援システム及び同システムを

使用するための教育イントラネット環境の整備を行ってきましたが、国の GIGA ス

クール構想を受けて、令和 2年度よりクラウド・バイ・デフォルト原則¹に基づく

児童生徒 1人 1台端末の配備と校内 Wi-Fi 環境を整備しました。 

 
¹ クラウド・バイ・デフォルト原則とは、「政府情報システム化においてクラウド活用を第一候

補」とする基本方針のことである。 

² センター集約方式とは、学校からのインターネット回線接続を一旦、教育委員会等の市町村

の建物にあるサーバ室等のデータセンターに集め、そこからインターネットに接続する方式

のことである。 

³ ダイレクトインターネットアクセス方式とは、それぞれの環境から直接ネットワークへ接続

する方式のことである。 

 整 備 状 況 

校内 Wi-Fi 環境 
⼩・中・⾼・特別⽀援学校の普通教室及び職員室・体育館・理科室に
アクセスポイントを設置 

外部接続 
校務環境 センター集約⽅式² 

GIGA 環境 ダイレクトインターネットアクセス⽅式³ 
統合型校務⽀援

システム 
統合型校務⽀援システム（スクールエンジン） 
※校務環境は、Windows 端末と有線 LAN による校内ネットワークを使⽤ 

1 ⼈ 1 台端末 ⼩・中・⾼等学校は Chromebook、特別⽀援学校は iPad を配備 
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（２）教員の ICT 活用指導力 

文部科学省の「学校における情報化の実態等に関する調査」によると GIGA スク

ールを導入する前の令和 2年度の教員の ICT 活用指導力の自己評価は次のとおりで

あり、全国平均と比べると、各調査項目で下回っている状況にありました。 

※「できる」「ややできる」と回答した教員の割合 

 

（３）学校活動における実践 

このような状況の中、令和 3年度からスタートした GIGA スクール構想に向けて、

令和 2 年度中に、ICT モデル校（南薫小学校・荒木中学校）を指定して「先進的な

授業モデルを構築すること」「各学校に ICT 推進リーダーや ICT 活用コーディネー

ターを配置し、計画的な養成研修を実施すること」「校長を中心とした校内の ICT

推進体制を構築すること」などに取り組んできました。 

また、令和 3 年 2 月には、全国に先駆けて Google for Education パートナー自

治体プログラムへ参画することとなり、Google 社から先進的な教員研修プログラム

の提供等の継続的な支援を受けることとなりました。 

その結果、令和 3年度当初から、

比較的スムーズに各学校におけ

る端末の活用がスタートし、1 学

期には 1 日 1 回、2 学期には 1 日

2 回、3 学期には 1 日 3 回程度の

活用が行われました。 

図は、文部科学省が示す学びの

変容イメージですが、この中のス

テップ１を中心に「まずは使って

みる」活用に取り組むとともに、

教員のＩＣＴ活⽤指導⼒ 
調査項⽬ 

令和２年度 
全国平均 

令和２年度 
久留⽶市平均 

全国平均 
との差 

A 教材研究・指導の準備・評価などにＩＣ
Ｔを活⽤する能⼒ 86.3 ％ 76.8 % －9.5 

B 授業にＩＣＴを活⽤して指導する能⼒ 70.2 ％ 54.4 % －15.8 

C 児童⽣徒のＩＣＴ活⽤を指導する能⼒ 72.9 ％ 54.4 % －18.5 

D 情報活⽤の基盤となる知識や態度につ
いて指導する能⼒ 83.3 ％ 70.4 % －12.9 
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次のような具体的取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 11 月には、文部科学省の取材が篠山小学校で行われ、「教職員間の情報

共有における課題を ICT で解決へ」と題した映像やリーフレットが作成、全国に発

信されるなど、GIGA スクール環境を教職員の働き方改革で活用することにも取り組

みました。 

今後は、文部科学省が示す学びの変容イメージのステップ２・３を目指していく

と共に、令和 4年４月に県が示した下図のように、これまでの教育実践を基盤とし

て ICT を活用する導入期から、ICT 活用の特性や強みを生かした教育活動へと広が

る活用期へと転換していく必要があります。 

①教員専⽤の「久留⽶市⽴学校共有ドライブ」を構築し、全校で実践事例や教材等を共有 
②校⻑・ICT 推進リーダー連絡協議会を開催し、モデル校の実践発表や全校が持ち寄った

実践事例を協議 
③Google for Education パートナー⾃治体サミットやセミナーで、本市の取組を全国に

向けて発信 
④様々な遠隔授業に挑戦 
 ・コアティーチャーによる⼩学校 5 年⽣の理科の合同授業（14 校同時参加） 
 ・消防署や NTT ⻄⽇本電波塔、昔のくらし展のオンライン⾒学 
 ・⼩学校 5 年⽣の算数容積の学習における巨⼤貯留施設のオンライン⾒学 
 ・くるめ学発表会における郡⼭市（姉妹都市)との交流 
 ・オーストラリアゴールドコーストへのバーチャル修学旅⾏ 
 ・オリンピック事前キャンプにおけるケニア共和国選⼿との交流 
⑤全児童⽣徒の希望者を対象に教育⻑杯タイピング⼤会(年 3 回)を開催、タイピングスキ

ル向上のためのモチベーションを向上 
⑥久留⽶⼯業⾼等専⾨学校と連携し、冬季休業期間中に⼩学⽣プログラミング教室を実施 
⑦児童⽣徒数の増加に伴う教室数の増加に対応するため、アクセスポイントや端末の充電

保管庫等の追加整備 
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２ 課題 

子どもたちの中には、端末を活用する能力が高く、家庭に端末を持ち帰った際に

予想を超えた使用を行うケースも報告されました。具体的には、友達同士でチャッ

トグループを作ってやり取りを行うことやビデオ通話を行うこと、インターネット

の閲覧制限をくぐり抜けてゲームを行うことなどです。 

このようなケースは、大きなトラブルにもつながりかねないため、アプリケーシ

ョンの許可と制限の在り方を検討するとともに、子どもたち自身が安全に端末を使

うための情報モラルの育成が重要になっています。また、他自治体では、端末を使

ったいじめの発生が報告されています。 

 

この他にも、令和 3年度の取組を通して、次のような課題が明らかとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度である情報モラルを、

確実に身に付けさせる指導の在り方を確立すること 

②「まずは使ってみる」から「教科の学びを深める、本質に迫る」「教科の学びを

つなぐ、社会問題の解決に生かす」へと授業の質を高めるために、教員の活用力

の向上を図ること 

③休校等の緊急時だけでなく、日常的な家庭学習における端末の効果的な活用法と

環境整備の方法を検討すること 

④働き方改革における ICT の活用法を収集し共有することで、効果的な活用実践を

普及させること 

⑤Wi-Fi 未整備の教室や大規模校における多台数同時接続時などの通信環境の改

善に向けた方策を検討すること 
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３ 基本的な考え方 

（１）自分で、全員で学びとる授業への転換 

振興プランでは GIGA スクール構想の推進について、具体的な施策「教育 ICT 活

用・情報教育の推進」の中で次のとおり記載しています。 

 

 

 

  この中では、主な内容として、整備した GIGA スクール環境を活用できるような教

員研修や授業モデルの構築等の準備を行い、ICT を効果的に活用した学習を行うこ

とで情報活用能力を育成することが示されています。このことは、中央教育審議会

が令和 3年 1月に出した答申『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての

子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～とも重な

るものです。 

  

具体的施策 概要 
教育 ICT の
活⽤・情報
教育の推進 

【⽬的】 
 教育の ICT 化により、友達と協働的に学ぶことを推進するととも
に、誰⼀⼈取り残さない個別最適化された授業を提供し、情報活⽤
能⼒を育成します。 
 
【内容】 
○「GIGA スクール構想」の実現に向けて、各校の端末の整備とネ

ットワークの構築を計画的に進めます。 
 
○情報活⽤能⼒（A 情報活⽤の実践⼒、B 情報の科学的な理解、C

情報社会に参画する態度）を、発達段階に応じて育成します。 
 
○児童⽣徒⼀⼈⼀台の学習者⽤端末導⼊に向け、先進地からの講師

招聘による研修や推進リーダー養成研修などを⾏い、全市的に導
⼊した際の授業モデルを構築します。 

 
○⼀⻫指導による活⽤や個別学習による活⽤、協働学習での活⽤な

ど学習場⾯に応じて、教育 ICT を効果的に活⽤します。 
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   そして、令和４年４月に県が示した下図のように、これまでの教育実践と ICT

活用との適切に組み合わせた「新しい教育」の推進を図っていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、次のような ICT の特性と強みを生かすことで、教師に「教えてもら

う」授業（知識伝達型）から「自分で、全員で学びとる」授業（個別最適な学び・

協働的な学び）への転換を目指します。 

 
ICT の特性と強みを⽣かした活動 

ICT の特性・強み 主な活動 

１ 

多様で⼤量の情報を収集、整理・分析、まとめ、表
現することなどができ、カスタマイズが容易である
こと（観察・実験したデータなどを⼊⼒し、図やグ
ラフ等を作成するなどを繰り返し⾏い、試⾏錯誤す
ること） 

⽂書の編集、プレゼンテ
ーション、調べ学習、ド
リル学習、試⾏の繰り返
し、情報共有 

２ 

時間や空間を問わずに、⾳声・画像・データ等を蓄
積・送受信でき、時間的・空間的制約を超えること
（距離や時間を問わずに児童⽣徒の思考の過程や
結果を可視化する） 

思考の可視化、学習過程
の記録 
 

３ 

距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりと
りができるという、双⽅向性を有すること （教室
やグループでの⼤勢の考えを距離を問わずに瞬時
に共有すること） 

瞬時の共有、遠隔授業、
メール送受信等 
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（２）振興プランが目指す資質・能力の育成 

子どもたちが ICT の効果を知り適切に活用する中で、自分で学び取る個別最適な

学びと全員で学び取る協働的な学びが往還し、一体的に充実することで、主体的・

対話的で深い学びが実現し、振興プランが目指す資質・能力の育成につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  具体的には、自分で・全員で学び取る授業を実現し、子どもたちに情報活用能力

を基盤とした「つくる力（知識及び技能）」「つながる力（思考力、判断力、表現力

等）「つらぬく力（学びに向かう力、人間性等）」といった資質・能力を育成してい

きます。 

そのためには、「知る・できる」→「わかる」→「使える」と、ねらいを明確に

した上で授業を行い、下表のように、単に多くのことを知っているといった知識の

量ではなく、生きて働く知識・技能を身に付けた子どもたちを育成します。 

 

段階 ねらい ⼦どもの姿の具体例 
⾃分で・全員で 
「知る・できる」 知識･技能を⾝に付ける ２＋３の計算ができる 

⾃分で・全員で 
「わかる」 

知識･技能の意味や価値
を理解する ２＋３の問題をつくることができる 

⾃分で・全員で 
「使える」 

知識･技能を活⽤して解
決する 

⽇常⽣活において、２＋３の場⾯を
⾒つけて解決することができる 
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４ 振興プランに基づく ICT 活用方針 

基本的な考え方に基づき、振興プランの目標『ともに未来を創る「くるめっ子」

の育成』のため、４つの重点に基づく７つの取組を進めていきます。 

それぞれの重点や取組には、振興プランの評価指標に加えて ICT 活用の指標を設

定し、その成果を明らかにするものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 具体的な取組 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現 

①「くるめ授業スタンダード」に ICT 活
⽤を位置付けた授業改善による（個別
最適な学び）・協働的な学びの充実 

②個に応じた教育活動の充実、及び新た
な教育への挑戦 

③情報活⽤能⼒（情報モラルを含む）を
育成する指導の充実 

２ 安全・安⼼な学校⽣活の実現 ④ICT の活⽤を位置付けた「くるめアク
ションプラン」の推進 

３ 教員の ICT 活⽤⼒の向上と働き⽅
改⾰の推進 

⑤授業の質を⾼める活⽤⼒を育成する研
修・調査研究等の充実 

⑥校務での Chromebook の効果的な活
⽤の推進 

４ 家庭や地域との連携の推進 ⑦家庭学習における 1 ⼈ 1 台端末の活⽤
の推進 
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５ 具体的な取組 

 

 

具体的な取組 振興プランの評価指標 
①「くるめ授業スタンダード」に

ICT 活⽤を位置付けた授業改善
による（個別最適な学び）・協働
的な学びの充実 

全国学⼒・学習状況調査で全国平均正答率を
上回る。 
県学⼒調査と全国・学⼒学習状況調査で標準
化得点率が増加 

②個に応じた教育活動の充実、及び
新たな教育への挑戦 

「国語、算数・数学の授業の内容がよく分か
る」と答える児童⽣徒の割合が増加する。 

③情報活⽤能⼒を育成する指導の
充実 

ICT を活⽤した授業を週 1 回以上やっている
と答える児童⽣徒の割合が増加 

ICT 活⽤の指標 
端末の 1 ⽇の活⽤回数 3 回以上、利活⽤８０％以上（※） 

（※文部科学省調査「教員のＩＣＴ活用指導力の状況」B授業中にＩＣＴを活用 

して指導する能力） 

 

 

①「くるめ授業スタンダード」に ICT 活用を位置付けた授業改善による（個別最適

な学び）・協働的な学びの充実 

「くるめ授業スタンダード」のステップ１から７に ICT の活用を位置付けること

により、教師に「教えてもらう」教育（知識伝達型）から「自分で、全員で学びと

る」教育（個別最適な学び・協働的な学び）への転換を目指します。 

くるめ授業スタンダードの各段階への ICT 活⽤の位置付け 

段階 
ICT 活⽤の具体化 

ねらい ＩＣＴの活⽤ 指導のポイント 
ステップ１ 
【導⼊】 
ステップ２ 
【めあて】 

既習とのズレや不
⼗分さを感じ、1 時
間で何ができるよ
うになるのか、めあ
てを明確にする。 

〇各⾃の端末で資料や
画像等を⾒たり操作し
たりする。 
〇ドライブ内の学習記
録等を振り返る。 

●事象を⽐較 
●課題に気付かせる

発問、資料の選択 
●⼦どもたち⾃⾝の

操作活動 
ステップ３ 
【⾒通し】 

本時と既習を関連
付け、解決に必要な
知識・技能、経験を
想起する。 

〇ドライブ内の学習記
録等を振り返る。 
〇インターネットで関
連することを調べる。 

●⽅法や着眼点の想
起 

重点１ 主体的・対話的で深い学びの実現 

具体的な取組の内容 

報告５－17



 

 

 

ステップ４ 
【個⼈思考】 

本時問題に対する
⾃分の考えや理由
などを、書いたり表
現したりする。 
 

〇共同編集で⾃分の考
えを表現する。 
〇紙のノートに考えを
書き、端末で写真に撮
って提出する。 

●⾃他の考えや表現
等を「⾒える」化 

●集団思考の場⾯で
どんな思考活動を
するか想起 

ステップ５ 
【集団思考】 

解決に向けて、全員
でお互いの考えや
表現等を整理し、吟
味する。 

〇思考活動に応じてア
プリを選択する。 
例）考えの共通点や差

異点の⽐較 
→スプレッドシート 

考えの分類、整理
→Jamboard 

〇コメント機能で双⽅
向のやり取りをする。 

●友達の考えを読む
時間の確保 

●交流の観点を明確
に し た 考 え の 分
類・整理・付加・
修正 

ステップ６ 
【まとめ】 
ステップ７ 
【振り返り】 

⾃⼰の⾼まりを認
識して、次の学習へ
の意欲を促す。 
 

〇フォームやスプレッ
ドシートを使って蓄積
する。（学習記録等） 
〇学習ドリルソフトで
学習内容の定着を図
る。 

●学びの価値づけ 
●習熟状況に応じた

個別の⽀援 

（※〇は子どもが ICT 活用時の活動内容、●は教師の ICT 活用時の指導内容） 

 

 

 

 

 

②個に応じた教育活動の充実、及び新たな教育への挑戦 

〈個に応じた教育の充実〉 

個別最適な学びを進めるためには、ICT を活用した⁴学習履歴（スタディログ）の

活用が不可欠となります。毎時間の振り返り、学習ドリルの進捗等を活用して、子

どもが、学習内容や方法等を自己選択したり、教師が、子どもの資質や能力を把握

し、その資質や能力に応じて ICT を活用した学習内容や方法での学習を展開したり

していきます。【指導の個別化】 

また、子どもの興味・関心等に応じて学びを深め広げることができるような学習

を展開していきます。【学習の個別化】 

【具体的⽅策】 
①共同編集機能で⾃分の考えを表現し、交流の観点を明確にした話し合いを通じ

て思考を深めさせる授業ができるようにする。 
②⽇々の授業で学習記録や成果物の記録を積み上げることができるようにする。 
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〈新たな教育への挑戦〉 

ICT の活用により、従来の授業スタイルを、より効果的・効率的な授業スタイル

へと転換できる可能性があります。そこでは、子どもたちの資質・能力に応じて「い

つでも、どこでも、何度でも」学ぶことができるような新たな教育が求められてい

くと考えられます。 

そのために、⁴学習履歴（スタディログ）の活用、授業動画の活用、遠隔教育な

ど、新たな教育に挑戦していきます。 

遠隔教育では、ビデオ通話アプリなどの遠隔システムを活用することにより、距

離にかかわりなく相互に情報の発信・受信のやりとりを行うことができます。オン

ラインで遠隔地とつながり、今までできなかった出会いや体験等を通した学習が行

えるようになります。その際、オンラインでつながることだけが目的とならないよ

うに、各教科等のねらいとの関連を持たせ、深い学びの実現につながるようにする

ことが大切です。 

 

 

 

 

学習活動 活動例（遠隔教育） 
海外の学校等との交流 ●⽣活の様⼦を簡単な外国語（英語等）を使って、紹介し

合う。 

共通の課題を解決 ●⽣徒会統⼀スローガンをつくり、共通実践を⾏う。 
●気候が違う地域の学校とお互いの暮らしを紹介し合い、

⽐較して気候による⽣活の違いをまとめる。 

専⾨家への相談 ●ごみ削減に効果的な分類⽅法を学級で考え、専⾨家から
助⾔を得て、実践する。 

他の関係機関に提案 ●⼦どもの⽴場から考えた家庭内のルール（スマートフォ
ンの使い⽅等）を、PTA や他の機関に提案する。 

【具体的⽅策】 
①個別最適な学びができるように、学習履歴（スタディログ）を活⽤した授業づ

くりを⾏う。 
②国の動向を⾒極めつつ、今後の学習履歴（スタディログ）、授業動画、遠隔教育

等の在り⽅について調査研究を進める。 

⁴ 学習履歴（スタディログ）とは、学習に関する行動の記録として、学習記録、成果物の記録、

成績・評価情報のことである。※参考：令和 4年 1月 教育データ利活用ロードマップ 
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③情報活用能力を育成する指導の充実 

学習指導要領では、情報活用能力は、言語能力、問題発見・解決能力と同様に、

「学習の基盤となる資質・能力」の一つと位置付けられ、子どもの発達段階、各教

科等の特質を考慮し、教科等横断的な視点から育成を図るものとされています。 

情報活用能力は「学習活動で必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用

いて情報を得る」「情報を整理・比較する」「得られた情報を分かりやすく発信・伝

達する」「必要に応じて保存・共有する」といったことができる力を言います。 

さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作

の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関す

る資質・能力等も含むものです。また、身体への健康を考えた活用への配慮も十分

に留意する必要があります。 

具体的には、資質・能力の三つの柱に応じて、次の表のように整理できます。 

 

情報活⽤能⼒ 

Ａ知識及び技能 
●情報と情報技術を適切に活⽤するための知識と技能 
●問題解決・探究における情報活⽤の⽅法の理解 
●情報モラル・情報セキュリティなどについての理解 

Ｂ思考⼒・判断
⼒・表現⼒等 

●問題解決・探究における情報を活⽤する⼒ 
（プログラミング的思考・情報モラル・情報セキュリティを含む） 

Ｃ学びに向かう
⼒、⼈間性等 

●問題における情報活⽤の態度 
●情報モラル・情報セキュリティなどについての態度 

            【「IE-School における実践・研究を踏まえた情報活⽤能⼒の例⽰」より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的⽅策】 
①情報モラルや情報セキュリティに関する指導を教育課程に位置付け、計画的に指

導できるようにする。また、情報モラルを育成するための効果的な教材や指導⽅
法について、調査研究を⾏う。 

②プログラミング教育を教育課程に位置付け、計画的に指導できるようにする。そ
の際、久留⽶市理科教育センターが所有する各種プログラミング教材の活⽤を促
す。 

③タイピングスキルの獲得に向けたモチベーションを向上させるために、市教育委
員会主催のタイピング⼤会等を実施参する。 

④⼦どもたちに使⽤させるアプリケーションの種類について、久留⽶市 GIGA スク
ール推進協議会において許可と制限の検討を⾏う。 
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具体的な取組 振興プランの評価指標 
④ICT 活⽤を位置付けた「くるめ

アクションプラン」の推進 不登校の出現率が全国平均以下 

ICT 活⽤の指標 
端末の 1 ⽇の活⽤回数 3 回以上、校務での利活⽤８０％以上（※） 

（※文部科学省調査「教員のＩＣＴ活用指導力の状況」A 教材研究・指導の準備・

評価・校務などにＩＣＴを活用する能力） 

 

 

 

④ＩＣＴ活用を位置付けた「くるめアクションプラン」の推進 

 本市では、不登校児童生徒への早期対応のため、毎日の遅刻・欠席に対応する連

絡・指示システムと、当該児童生徒に対するきめ細やかな支援を行うチェックリス

トで構成する「くるめアクションプラン」を各学校で作成しています。 

 1 人 1台端末の実現により、Meet で教室の授業をライブ配信したり、健康観察ア

プリで朝の健康観察をしたりしている学校もあります。 

今後、ICT 活用によって、不登校を含めた学校に登校できない全ての児童生徒に

対して、より多様で効果的な支援が行えるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点２ 安全・安心な学校生活の実現 

具体的な取組の内容 

【具体的⽅策】 
〇随時、具体例を⽰していく。 

①職員室と学級担任間の⽋席や遅刻の連絡を、チャットで⾏う。 
②⽋席や遅刻に関する情報をスプレッドシートで協働編集し、保健室や職員室、 

学級担任でリアルタイムに共有する。 
③チェックリストに基づいて、次のようなきめ細やかな⽀援を具体化する。 

●家庭や校内適応指導教室で学習する児童⽣徒にライブや録画による授業動 
画の配信を⾏う。 

●児童⽣徒の実態に応じて、ライブ配信の際に双⽅向のやり取りを⾏う。 
●Classroom を使って、毎⽇の学習課題の配信・回収を⾏う。 
●オンラインやチャット等での教育相談に応じる。 

報告５－21



 

 

 

 

 

具体的な取組 振興プランの評価指標 
⑤授業の質を⾼める指導⼒を育成

する研修･調査研究等の充実 
「先⽣は、よさを認めてくれる」と答える児
童⽣徒の割合が増加 

⑥校務での Chromebook の効果
的な活⽤の推進 

「先⽣は、授業やテストで間違えたところ
や、理解していないところについて、わかる
まで教えてくれている」と答える児童⽣徒の
割合が増加 

ICT 活⽤の指標 
教員の ICT 活⽤指導⼒の調査結果（⽂科省）が全国平均と同等以上 

 

 

 

⑤授業の質を高める指導力を育成する研修･調査研究等の充実 

これまでも、校内の ICT 活用推進における役割や教職員の経験年数等に応じた研

修を実施してきましたが、さらに、高等学校の教科「情報」の指導力向上を見据え

た上で、研修を充実・発展させ、継続的に実施していきます。 

 対象者 研修の概要 

役割に応
じた研修 

学校 CIO 研修（校⻑） 情報セキュリティ、管理運⽤等 
ICT 推進リーダー連絡協議会 授業の在り⽅、情報セキュリティ等 
ICT 推進リーダー研修 キックスタートプログラム（コア、

アドバンス） 
ICT 活⽤コーディネーター 
研修 

情報セキュリティ、端末･アカウント
等の管理 

キャリア
ステージ
に応じた
研修 

若年教員研修 1 年⽬（初任者） GIGA スクール構想の概要等 
若年教員研修 2 年⽬ 授業づくり、情報セキュリティ等 
中堅教諭等資質向上研修 授業づくり、情報セキュリティ等 

参加を希
望する者
への研修 

短期研修（専⾨研修） ⼤学教授等を招聘した ICT に関する
講座 

オープン講座 Chromebook の基本操作 
調査研究 GIGA スクール推進班 Chromebook の活⽤事例の構築 

重点３ 教員のＩＣＴ活用力の向上と働き方改革の推進 

具体的な取組の内容 
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また、引き続き Google for Education パートナー自治体プログラムに参画し、

Chromebook の導入による ICT 環境の充実や Google Workspace for Education⁴の授

業での活用事例の共有、ICT 推進リーダーの育成等について、Google 社と協働して

行っていきます。 

 

【Google for Education パートナー⾃治体プログラムの主な内容】 

 

  さらに、教員が作成した優れ   

た教材や実践した優れた事例を  

随時、市教育委員会が収集し、 

個人情報等に配慮した上でクラ 

ウド上の共有ドライブにアップ 

ロードします。共有ドライブ内 

には、教材集や実践事例、マニ 

ュアル等を保存し、市立学校教 

員専用アカウントを所持してい 

る教員であれば、インターネッ 

トを利用していつでも、どこか 

らでもアクセスが可能です。 

  今後とも、共有ドライブのデ 

ータを日常的に活用することで、  

優れた教材や実践事例等を全教  

員で共有し、日々の授業準備に 

係る時間の効率化や授業の質の 

向上を図っていきます。 

 

⁴ Google Workspace for Education とは、IT 企業 Google 社が教育機関向けに提供しているクラ

ウド型のオンライン学習ツールのことである。 

項 ⽬ 内 容 

デジタルスキルトレーニング 
Google Workspace for Education の操作や活⽤
スキルの向上を図るキックスタート（プレ研修、
コア研修、アドバンス研修）の実施 

⼈材交流 Google スタッフとのオンラインミーティング 
Google スタッフの研修会等への参加 

ＩＣＴモデル校の設置 Google 事例校を⽬指すモデル校の設置 
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⑥校務での Chromebook の効果的な活用の推進 

  本市は、平成 29 年度に統合型校務支援システムの導入と一元化サーバの構築によ

る教育イントラネット環境を整備し、ICT による校務の効率化に努めています。こ

の教育イントラネット環境については、今後、GIGA スクール環境と連携を図った校

務ネットワークの構築に取り組む必要があります。 

 

  また、令和 4年 2月に文部科学省から   

「全国の学校における働き方改革事例 

集（改訂版）」が公表されました。その 

中には、本市の篠山小学校が「学校レポ 

ート わたしたちの働き方改革」と題し 

て、右図のようなレポートが動画ととも 

に紹介されています。この事例集の中に 

は、「明日からできるグループウエア活 

用法」として、Google Workspace for  

Education を用いた業務改善のノウハウ 

が紹介されています。今後、各学校の実  

態に応じて Chromebook を活用した業務  

改善を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的⽅策】 
〇随時、具体例を⽰していく。 

具体例︓グループウエアの活⽤により、教職員のやりとり・予定管理・調査など 
    の業務負担の軽減を図る。 
①やりとり 

  ●教職員全体や学年、分掌別のグループを作り、チャットでやりとりする。 
  ●⽇報・週報や議事録をドライブで共有・共同編集する。 

②予定管理 
  ●カレンダーで、⾏事予定や教室・備品の使⽤予約を管理する。 
  ●カレンダーで、保護者⾯談を調整する。 

③調査 
  ●フォームで、教職員・児童⽣徒等にアンケートを⾏う。 
  ●フォームで、⼩テストを⾃動採点する。 
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具体的な取組 振興プランの評価指標 

⑦家庭学習における 1 ⼈ 1 台端末
の活⽤の推進 

「家庭等で 1 時間以上学習する」「家で計画
を⽴てて勉強している」と答える児童⽣徒
の割合が増加 

ICT 活⽤の指標 
端末を家庭に持ち帰って課題に取り組む回数が⽉に４回以上（⼩４以上） 

 

 

 

 

⑦家庭学習における 1人 1台端末の活用の推進 

  端末の家庭への持ち帰りについては、令和 3年 9月当初に 1週間程度実施し、全

小中学校でオンライン授業を実施しました（小学校は 4 年生以上）。また、令和 3

年度の冬季休業中にも全小中学校で端末の持ち帰りを行い、課題に取り組みました。 

端末の持ち帰りに際しては、家庭に Wi-Fi 環境がない児童生徒がいるため、各学

校の実情に応じてオフラインでできる課題を出すなどの工夫を行いました。なお、

Wi-Fi 環境がない家庭への支援として、令和 4 年 1 月から希望する家庭にモバイル

ルーターの無償貸出（通信料は保護者負担）を行っています。 

 今後、各学校の実情に応じた持ち帰り学習のさらなる推進に取り組むとともに、

端末を活用した学習の必要性について、保護者や地域に対する理解啓発を進める必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点４ 家庭や地域との連携の推進 

具体的な取組の内容 

【具体的⽅策】 
①久留⽶市⼩・中学校 PTA 連合協議会等と、久留⽶市における GIGA スクール構想

の推進に関する協議を⾏う。 
②紙のドリル教材とデジタルのドリル教材の在り⽅やデジタル教材の費⽤負担につ

いて、くるめ GIGA スクール推進協議会で協議を⾏う。 
③ICT モデル校において、⽇常的な家庭への持ち帰り学習の在り⽅についての実践

事例の構築を⾏う。 
④継続的に、希望する家庭にモバイルルーターの貸出を⾏う。 
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Ⅲ 関連資料 

 
１ 久留米市立学校のＩＣＴ環境 

（１）学習系 

学習系については、国  

の GIGA スクール構想を  

受けて令和 2年度に、校 

務系とは別に各学校から 

直接インターネットに接 

続するダイレクトインタ 

ーネットアクセス方式で 

整備しました。 

 

Chromebook 端末（小・ 

中学校）や iPad 端末（特  

別支援学校）から、校内 

の Wi-Fi 環境を経由して 

インターネットに接続し 

て、パブリッククラウド 

である Google Workspace  

for Education のサービ 

スを利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今後は、次期ネットワークや端末の整備等、国の動向を踏まえつつ、久留米市の  

 環境整備の在り方を検討していく必要があります。 
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 （２）校務系 

本市の小・中・特別支援学校のネットワーク環境は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校務系については、学校外のデータセンターを経由してインターネットに接続す

るセンター集約方式で整備しています。各学校の Windows 端末から校内の有線 LAN

を経由して VPN 回線で、プライベートクラウドであるデータセンターに接続してい

ます。このデータセンターには、各学校にデータを保存できる「学校(先生)フォル

ダ」と学校間でデータのやり取りができる「共有･ひな型フォルダ」を設置してい

ます。これらの校務系に係るネットワークを教育イントラネット環境と呼んでおり、

平成 29 年度までに順次整備しました。 

また、令和４年度より、パブリッククラウドにログイン ID と Pass で校務支援シ

ステムに接続しています。 

今後は、次期校務支援システムの導入に向け、さらなる情報セキュリティ等の面

から、ネットワーク構成・接続の在り方を検討していく必要があります。 
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２ 久留米市ＧＩＧＡスクール推進構想・ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度の例 令和 4年度の例 
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３ 久留米市の教育ＩＣＴ推進体制 

  本市では、教育部教育 ICT 推進課が主管課となり、学校教育課や教育センター、

学校施設課、学校保健課等と連携を取りながら、教育 ICT を推進するために、先に

記述しました各種研修の研修を実施したり、安全で使いやすいネットワーク環境を

整備したりしていきます。 

  各学校では、学校 CIO（情報管理者）である校長のもと、ICT 活用コーディネータ

ーや ICT 推進リーダーが中心となって、児童生徒の情報活用能力の育成に向けた「教

科の学びの質を深める」授業づくりの研修、Google アカウントの管理や運用等を行

います。 

  さらに、校長会、ICT 活用コーディネーター、ICT 推進リーダー、市教育委員会の

代表で構成する「くるめ GIGA スクール推進協議会」では、より良い教育 ICT 環境

づくりに向けた情報共有や協議、各種事業（教育 ICT モデル校、Google 認定教育者

資格取得促進、教材作成支援）等の実施を行います。 

  こうした取組を通して、教員間の情報活用力の格差をできる限り解消し、学校と

市教育委員会がベクトルを合わせて、ICT を効果的に活用した「個別最適な学び、

協働的な学び」の実現に取り組んでいきます。 
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４ Google for Education パートナー自治体プログラムとその他関係 

機関との連携 

①Google for Education パートナー自治体プログラム 

   本市は、Google が取り組んでいる「Google for 

Education パートナー自治体プログラム」に参

画しているために、学校での ICT 化をさらに推

進していくための支援を受けることができます。 

   教育 ICT モデル校への研修支援や教育 ICT 推

進課への管理・運用面での技術支援や先進的な

実践等の情報を提供いただいています。また、

ジュニア ICT リーダープログラム、キャリア教

育プログラム等の実施に向けて連携を進めていきます。 

 

②久留米工業高等専門学校（以下：久留米高専）との連携 

   令和３年度には「小学生向けプログラミング

教室事業」として、久留米高専に委託し、小学

生プログラミング教室を開講しました。 

   久留米高専の学生による指導のもと、小学校

４年生から６年生までの参加児童は、

Chromebook と教材（micro:bit）を用いてロボ

ットカー（Smart Cutebot）を動かすプログラム 

をつくりました。参加者は何度も失敗しながらも意欲的に活動する姿が見られ、

保護者にも大変好評でした。今後も、小学生プログラミング教室の実施に向けて

準備を進めていくとともに、他にも連携・協力できることを探っていきます。 

 

③その他 

令和３年度には、久留米市消防本部とつな    

がる社会見学、オーストラリアとつながるバ   

ーチャル英語授業、ケニアオリンピックチー 

ムとつながる国際交流会等が実現できまし 

た。時間的・空間的制約を超えて、これまで 

になかった授業が実現可能になりました。 

今後も、学校、他課、地域、企業の「こんな 

ことやってみたい」の声に応え、新たな教育 

活動を創造していきます。 
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 報告６－１ 

 

 

 

 

 

教職員アイデア提案制度について 

 

 

１ 目的 

  久留米市立学校に勤務する教職員に久留米市の教育に関する課題について提案

を求めることにより、本市における教育振興や学校における課題解決に向けた取組

への活用及び当該提案の実施を通じた教職員の勤務意欲の高揚並びに職務能率の

向上につなげることを目的にします。 

 

２ 提案の内容 

久留米市の教育施策の企画立案に関する事項とし、次に揚げるものは、提案とし

て取り扱わないものとします。 

・明らかな不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの         

・教職員個々の任用、異動、賞罰等の人事又は勤務条件に関するもの 

 

３ 提案の方法 

  別紙様式により提案書を作成し、教育委員会に提出するものとします。 

 

４ 募集期間 

  第１回  

令和４年６月７日（火）から令和４年９月３０日（金） 

 

５ 表彰式 

  教育長賞、優秀提案賞、提案賞 

  上記の３つの賞を若干名授与し、令和５年２月中旬に表彰式を行います。 

 

６ 備考 

  教職員にはチラシ(実施要綱はＱＲコードにて記載)にて告知し、募集を行います。 

６月定例教育委員会資料 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

教 育 部 総 務 
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久留米市教育委員会教職員アイデア提案制度実施要綱 

 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、久留米市教育委員会教職員アイデア提案制度（以下「教職

員提案制度」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条  教職員提案制度は､久留米市立学校に勤務する教職員に久留米市の教育に関

する課題について提案を求めることにより、本市における教育振興や学校にお

ける課題解決に向けた取組への活用及び当該提案の実施を通じた教職員の勤務

意欲の高揚並びに職務能率の向上につなげることを目的とする。 

 

（提案の内容） 

第３条 提案の内容は、久留米市の教育施策の企画立案に関する事項とし、次に 

掲げるものは、提案として取り扱わないものとする。 

一 明らかな不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの 

二 教職員個々の任用、異動、賞罰等の人事及び勤務条件に関するもの 

 

（提案者の資格） 

第４条 提案者は、久留米市立学校に勤務する教職員とする。 

２ 提案者は、個人又は複数人の共同により提案することができる。 

 

（提案の方法） 

第５条 提案者は、別紙様式により提案書を作成し、教育委員会に提出することと 

する。      

２ 共同による提案には、提案書において代表者を明示しなければならない。 

 

（提案の受理及び審査） 

第６条 前条第１項の規定により提出された提案書は教育委員会が受理する。 

２  教育委員会は、前項の規定により受理した提案書を整理し、教職員提案審査

会（以下「審査会」という。）において審査を行うものとする。 

３ 審査会は、次に掲げる教育部職員により構成する。 

一 教育部長 

二 教育次長、教育振興担当次長 

三 教職員課長、教育ＩＣＴ推進課長、教育センター所長、高校教育主幹、 

人事管理主幹、学校教育課長、人権・同和教育担当課長、指導主幹 

四 指導監 

五 その他教育部長が指名する者 

４  審査会は、提案の内容が本市における教育振興や学校における課題解決に 
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向けた取組に活用できるか等の観点から審査する。 

 

 

 

５ 審査会は、教育部長が主宰する。 

６  教育部長は、審査会において必要があると認めるときは、提案者に説明を

求めることができる。 

７ 提案の評価は､審査会の審査を経て、教育長が決定する。 

 

（提案賞等） 

第７条  教育長は、前条第７項の規定により評価した提案について、当該提案の

提案者（共同による提案にあっては、その代表者）に対し、教育長賞、優秀提

案賞、提案賞を授与する。 

２   教育委員会は、前項に規定する賞を授与する場合、当該提案の提案者に対し

当該提案の評価事項を通知するとともに、提案者の氏名及び提案の内容等を公

表するものとする。 

３   教育委員会は、第１項に規定する賞を授与された提案以外の提案について、

必要に応じて提案者の氏名及び提案の内容等を公表するものとする。 

 

（提案の処理） 

第８条  教育部職員は、第３条第１項の提案及び審査会の審査結果も考慮しつつ、

政策・施策の企画立案を行うものとする。 

２   教育委員会は、政策・施策の企画立案に当たり必要があると認めるときは、

提案者に説明や参画を求めることができる。 

３  教育委員会は､応募があった提案の件数、内容の概要を公表するものとする。 

 

（その他） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、教職員提案制度の実施に関し必要な事項は、

教育振興担当次長が別に定める。 

 

 
附 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 
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別紙様式  

提 案 書 

 

久留米市教育委員会教育長宛

令和 年 月 日 

所   属： 

職・氏名： 

久留米市教育委員会教職員アイデア提案制度実施要綱に基づき、次のとおり提案します。 

 

 

      上記提案の報告を受けました。 

（所属長名）                              職印  

 

 
※ Ａ４判縦の用紙に横書き１枚で提出してください。 
※ 資料（印刷物、動画や写真のＤＶＤ）を添付していただいても構いません。 

◎ 印刷物による資料は規定枚数には含みません。 
◎ 資料提出に当たっては著作権や肖像権等に御注意ください。 

※  提案者の所属・氏名及び提案の内容等が公開される可能性があります。予め、所属
長に報告の上、提出してください。  

タイトル：  

 

 
提案の要旨： 

提案に至った背景： 

提案の内容 

 

 

 

 

 

 

 

期待される効果： 
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募 集 期 間

令和４年６月７日 → ９月３０日

表彰式 令和５年２月中旬予定
表 彰 教育長賞・優秀提案賞・提案賞

お問い
合わせ

久留米市教育委員会 教育部総務
（教育政策チーム）

ＴＥＬ：０９４２－３０－９２１３

火 金

第1回 教職員

よーし、密かにあたためとったとば出すばい！

・教育活動の支援にあたる個人、団体を公募し、

「学校応援団人材バンク」をつくったらどうか。

･･こげな提案はどげんじゃか。ほかにもあるばい！

実施要綱はこちら
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令和４年第３回（６月）久留米市議会一般質問回答要旨 

質 問 一 覧 ( 教 育 部 関 連 ) 

質 問 議 員 質  問  内  容 

＜代表＞ 

石井 秀夫 議員 

８ 未来を担う子供たちの養育環境と小学校の統合について 

（１）未来を担う子どもたちのために、どのような教育環境を目指そうとし 

ているのか 

甲斐田 義弘 議員 
７ 教育行政について 

（１）ＩＣＴ教育について 

（２）プログラミング教育について 

塚本 弘道 議員 
８ 教育行政について 

（１）ＩＣＴ教育について 

（２）学校施設のバリアフリー化について 

原口 和人 議員 ５ 学校内のいじめと自殺対策について 

秋永 峰子 議員 

５ 教育行政について 

（１）教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律について 

（２）働き方改革の推進について 

（３）人権・同和教育の推進について 

＜個人＞ 

井上 寛 議員 

２ 物価高騰に対する地方創生臨時交付金の活用について 

（２）学校給食費の負担軽減について 

３ ＨＰＶワクチンの積極的勧奨の再開について 

（３）教育現場での対応について 

田中 功一 議員 

３ 医療的ケア児の支援について 

（１）これまでの取組について 

（２）今後に向けての取組について 

佐藤 晶二 議員 

２ 学校教育について 

（１）施設改善の中・長期計画の表示について 

（２）交通安全対策について 

（３）学力向上対策について 

轟 照隆 議員 
２ 民法改正による成年年齢引下げにより懸念されるトラブルについて 

（１）学校によるトラブル未然防止教育について 

金子 むつみ 議員 

２ 学校教育について 

（１）物価高騰下での給食費の負担軽減について 

（２）給食費の無償化について 

（３）校則問題について 

 ア 人権問題として 

 イ 校則について 

                                    （教育部関係） 
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令和４年第３回（６月）久留米市議会一般質問回答要旨 

質 問 一 覧 (市 民 文 化 部 関 連 ) 
 

質 問 議 員 質  問  内  容 

＜個人＞ 

古賀 としかず 議員 
３ 運動施設の充実について 

 （１）子供たちのスポーツ環境について 

佐藤 晶二 議員 
１ 正源氏公園周辺の整備 

（１） 競輪場、都市建設、農政、文化財の連携について 

山田 貴生 議員 
３ 学校グラウンドのさらなる活用について 

（１）照明設備について 

（市民文化部関係） 
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代表 

 
【質問議員】  石井 秀夫 議員 

 

【質問要旨】  ８ 未来を担う子供たちの養育環境と小学校の統合について 

（１）未来を担う子どもたちのために、どのような教育環境を目指そうとしているの 

    か 

 

【質問趣旨】   小学校の小規模化が進み、学び方も変化する中で、小学校統合が進められているが、

どのような教育環境を目指しているのか。 

 

【回答要旨】  １ 少子化に伴う小規模校の増加 

全国的に少子化が進む中、市立小学校の児童数は本年５月１日現在で行った推計に

よると、今後６年間で 2,000 人以上、学級数は 39 学級が減少し、12学級未満の小規

模校は、現在の 17校から 22 校に増加するなど、小学校の小規模化が、さらに進む見

込みとなっております。 

 

２ 本市の目指す教育環境 

文部科学省が進める、新しい学びである「ICT も活用した個別最適な学びと協働的

な学びの一体的な充実」を実現するためにも、一定の児童数が確保された教育環境が

必要であると考えています。 

また、学校経営の視点からも、教科担任制の将来的な導入など様々な教育課題への

対応や、学年運営や教材研究等における教員の負担軽減のためにも、一学年に複数の

教員を配置できる教育環境が必要であると考えています。 

このようなことから、望ましい学校規模は、全学年でクラス替えができる「１学年

が複数の学級で構成される規模」と考えており、子どもたちの成長過程において、多

様な価値観や考え方を持った友達同士が触れあい、切磋琢磨できる教育環境を目指し

てまいります。 

 

３ これまでの取り組みについて 

これまでの取り組みについては、ご案内の通り、昨年度、「久留米市小学校小規模

化対応方針」に基づき、市内で初めてとなる下田小・浮島小・城島小の３校を統合し、

学校規模の適正化を図ることができました。 

今後も、児童数・学級数の将来推計の動向等を注視しながら、未来を担う子どもた

ちにとって、より良い教育環境を目指した取組を進めてまいりたいと考えています。 

 

 

２回目 

 

【質問要旨】  ８ 未来を担う子供たちの養育環境と小学校の統合について 

（１）未来を担う子どもたちのために、どのような教育環境を目指そうとしているの 

    か 

 

【質問趣旨】   小学校の統合は避けて通ることはできない。本市では今後の小学校の統合をどう進

めていくのか。 

 

【回答要旨】  １ 今後の小学校統合の取組について 

より良い教育条件・教育環境の整備を図るためには、児童数の将来推計に加え、
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喫緊の課題となっている学校施設の老朽化の状況や地域の実態等も踏まえた上で、

今後の状況を見極めながら、具体的な小学校統合に取り組んでいく必要があると考

えています。 

そのため、今年度は、現在の児童数の推計を基本とした「小学校小規模化対応方

針」に、学校施設の老朽化の状況を加味して、統合に向けた取組を進めるよう、方

針の改定を検討することとしております。また、本市で初めてとなった下田・浮島・

城島小学校の統合の検証結果を踏まえて、学校統合までの手順やスケジュールなど

の進め方について整理したいと考えています。小学校の統合については、子どもの

教育環境のみならず、様々な地域活動にも直結し、地域への影響も大きいことから、 

教育委員会だけでなく市長部局と連携を図りつつ、市議会の皆様のご意見もいただ

きながら進めてまいりたいと考えています。 

 

 

【質問議員】  甲斐田 義弘 議員 

 

【質問要旨】  ７ 教育行政について 

        （１）ＩＣＴ教育について 

 

【質問趣旨】  ＩＣＴ教育の現状と課題と今後の取組について伺いたい。 

 

【回答要旨】  １ ＩＣＴ教育の現状について 

久留米市では国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、高速大容量通信ネットワー

クや端末の整備等を行っており、令和３年度から全ての市立学校で運用を開始し、

誰一人取り残さない、個別最適な学び、協働的な学びの実現に向け取り組んでい

るところでございます。 

教育に ICTを活用することで、これまでにはできなかった授業も可能となりま

した。その１つがオンラインを活用した遠隔教育です。オーストラリアとの中継

で行った英語体験や、郡山市の小・中学生とのオンライン交流など、新たな教育

活動にも取り組んでいます。 

また、コロナ禍における臨時休業期間中においても、児童生徒の実態や各家庭

の状況に応じて、オンライン授業を実施することができました。 

 

２ ＩＣＴ教育の課題ついて 

運用開始から１年が経過し、「児童生徒の情報モラルの育成」「教員の活用力の

向上」「家庭学習における端末の活用」「働き方改革としてのＩＣＴ活用」「通信

環境の拡充」等の課題も見えてまいりました。 

その中でも、ＩＣＴの活用に関する学校や教員による違いや、家庭による理解

の差は、教育環境の更なる充実のために、特に取り組まなければならない課題で

あると認識しています。 

 

３ 今後の取組について 

こうした課題を解決するために、まず、教員の活用力向上については、学校へ

のきめ細かな支援を行い、校内研修をより充実することで、更なる底上げを図っ

ていきます。また、モデル校で構築した授業モデルや各校の優良授業等を、全校

の教員が共有し、活用できる環境を整えてまいります。 

次に、家庭との連携については、ICT教育に関して更に理解・協力が得られる

よう、ＰＴＡ連合協議会と連携した周知・啓発を継続的に行うとともに、ＩＣＴ

を活用した授業の様子を、授業参観や学級通信など様々な機会や媒体を活用し、

積極的に紹介してまいります。 
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ＩＣＴは単に使えばよいというものではなく、ＩＣＴの活用によって、質の高

い授業や教育活動を実践することが重要で あると考えておりますので、今後も、

こうした認識のもと、更なる ICTの効果的な活用に取り組んでまいります。 

 

２回目 

【質問要旨】  ７ 教育行政について 

        （１）ＩＣＴ教育について 

 

【質問趣旨】   ＩＣＴ教育においても、地場企業との連携を通じふるさと久留米への愛着や誇

りの醸成に繋がると考えるが、地場企業との連携についての考えを伺いたい。 

 

【回答要旨】  １ これまでの地場企業等との連携について 

これまで久留米市では、地場企業等と連携したオンライン学習を通じ、普段は

見ることのできない施設の裏側や、自分たちの生活を支える仕事の様子などを学

んできました。 

また、プログラミング教材を寄贈いただいた企業の方に、中学校で出前授業を

行っていただいたり、プログラミング教室事業では、久留米工業高等専門学校の

教授や学生に、参加児童に直接指導を行っていただくなど、子どもたちが地場企

業や高等教育機関の魅力や技術力に触れる機会を設けてきたところです。 

 

２ 今後の取組について 

久留米には、世界に誇る専門性や技術力、魅力にあふれた企業等が沢山ござい

ます。 

ＩＣＴを介して、そうした多くの企業等に触れることで、子どもたちの「ふる

さと久留米」への愛着と誇りを醸成するとともに、将来への視野が大きく広がる

ものと考えています。 

今後とも、関係部局とも連携しながら、そうした地場企業との連携等について

は、様々な可能性を探りながら、更に進めていきたいと考えています。 

 

【質問要旨】  ７ 教育行政について 

        （２）プログラミング教育について 

 

【質問趣旨】   プログラミング教育の具体的な取組を伺いたい。 

 

【回答要旨】  １ プログラミング教育の学校での取組状況について 

プログラミング教育では、効率的に目的を達成するための方法を論理的に思考

する力を、身近な問題を通して育成することをねらいとしています。 

各教科の理解を深めることにも繋がることから、小・中学校では、教育課程に

プログラミング教育を位置付け、計画的に授業を行っています。小学校では算数

科、理科、総合的な学習の時間、中学校では技術・家庭科を中心に、全ての教科

で指導を行っています。 

各学校では、指示どおりにロボットを動かすための指示書を作成し、実際に動

かしてみるなど、様々な教材等も活用しながら、子どもたちの論理的な思考の育

成に取り組んでいるところです。 

 

２ プログラミング教育のその他の取組について 

教職員の更なる理解向上や実践力向上のため、市教育センターの授業づくりサ

ポート事業において、プログラミング教育の理解促進を図っています。様々なア

ドバイスを通じ、教職員の日々の授業改善等に繋げているところです。 
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また、令和２年度は職業訓練センター、令和３年度には、久留米工業高等専門

学校と連携し、希望する小学生を対象に、プログラミング教室事業を行っていま

す。 

参加した多くの児童が、またプログラミング体験をしてみたいという感想を寄

せており、本年度も引き続き実施する予定としております。 

 

 

【質問議員】  塚本 弘道 議員 

 

【質問要旨】  ８ 教育行政について 

（１）ＩＣＴ教育について 

 

【質問趣旨】   ＩＣＴを活用した教育方針の基本的な考え方について伺いたい。 

 

【回答要旨】  １ ＩＣＴを活用した教育に関する基本認識 

中央教育審議会答申では、目指すべき「令和の日本型学校教育」の姿を「全て

の子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」とし

ています。 

このような学びを実現し、国際化や情報技術革新が進展する社会の中で、たく

ましく生きる子どもたちを育んでいくためには、学校教育を支える基盤的なツー

ルとしてＩＣＴを活用していくことが求められていると認識しています。 

 

２ 教育方針の基本的な考え方 

市教育委員会としましては、こうした認識により、これまでの教育実践と ICT

活用の適切な組み合わせによる「新しい教育の推進」と、情報活用能力を基盤と

する「資質・能力の育成」が重要であると考えています。 

「新しい教育の推進」では、情報の収集や蓄積がしやすい、遠隔でも簡単に情

報共有できるといった、ＩＣＴの特性や強みを生かし、これまでの、教師に「教

えてもらう」授業から、「自分で、全員で学びとる」授業への転換を図っていき

たいと考えています。 

「資質・能力の育成」では、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実さ

せることにより、Society5.0時代に必要とされる「情報活用能力」を育成してい

きたいと考えています。 

 

３ 今後の取組 

このような、基本的な考え方に基づき、教育の質を高めるため、更に、次の２

つの取組を進めていくこととしています。 

１つ目は、「先進的な教育活動へのチャレンジ」です。Google社との連携によ

りＩＣＴモデル校等において先進的な教育活動にチャレンジしていきたいと考

えています。 

２つ目は、「データ駆動型教育へのチャレンジ」です。教育の過程で生じる様々

な教育データを教育活動に利活用していくことで、効果的な教育を実現していき

たいと考えています。 

こうした取組を、学校と市教育委員会がしっかりと連携しながら、ＩＣＴを活

用した効果的な教育活動を進めてまいります。 

２回目 

【質問要旨】  ８ 教育行政について 

        （１）ＩＣＴ教育について 
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【質問趣旨】   各家庭の ICT環境格差の現状を伺いたい。今後の端末更新に必要な予算の確保

についての考えを伺いたい。 

 

【回答要旨】  １ 各家庭のＩＣＴ環境の現状について 

令和３年５月に本市が行いました家庭の Wi-Fi環境調査によりますと、児童生

徒の約９割の家庭に Wi-Fi環境が整っているという結果でした。 

また、昨年度２学期当初のオンライン授業においては、多くの児童生徒が学校

で授業を受けていたものの、３学期にはかなり減少したと聞いております。これ

は、２学期の状況等も踏まえ、家庭の理解も少しずつ進み、また、北野・城島・

三潴の各地区に光回線が整備されたことも後押しとなって、家庭の Wi-Fi化が 

進んだものと考えています。 

端末を持ち帰っての家庭学習を実施していくためには、家庭の Wi-Fi環境のみ

ならず、情報モラルや家庭での使い方の視点からも、家庭の理解・協力を得る必

要があります。 

ＩＣＴを活用した教育実践について、積極的に情報発信を行っていくとともに、

モバイル Wi-Fiルータの貸出も引き続き行いたいと考えています。 

 

２ 端末の更新に必要な予算の確保について 

久留米市では、国の補助金や交付金を活用しながら、これまで児童生徒用と教

員用とを合わせ、約３万台の端末を整備してきましたが、端末の耐用年数は５～

６年とされることから、端末の更新は、全国的に大きな課題となっています。 

そのため、今後、国の動向に注視ながら、他自治体と連携し、様々な機会を通

じて、国等への要望を行うとともに、併せて、関係団体との情報交換や、調達手

法の研究等にも取り組んでいきたいと考えています。 

いずれにしましても、ＩＣＴの活用は「令和の日本型学校教育」に欠かせない

ものです。将来を担う子どもたちの可能性をしっかりと支援していくためにも、

教育 ICT 環境の維持・充実に今後も取り組んでまいります。 

 

 

【質問要旨】  ７ 教育行政について 

（２）学校施設のバリアフリー化について 

 

【質問趣旨】   市立小中学校におけるバリアフリー化の状況を問う。また、国の整備目標も踏

まえつつ整備計画を策定し、バリアフリー化の取組を進めていくべきだと考え

るが、見解を問う。 

 

【回答要旨】  １ 市立小中学校におけるバリアフリー化の状況  

現在、車椅子使用者用トイレは、小学校は全 44校に、中学校は全 17校のうち

16校に設置しており、令和５年度までには全ての小中学校への設置が完了する予

定です。 

スロープによる段差解消につきましては、配慮が必要な児童生徒の在籍状況に

応じて、学校と協議の上で可能な限り対応を行っています。また、エレベーター

につきましては、小学校は 10校、中学校は５校に設置しているところです。 

学校施設は、児童生徒の学習や生活の場であるとともに、避難所などの機能も

有しているため、バリアフリー化の推進は重要であると考えております。その一

方で、エレベーター設置等、大規模な改修につきましては、既存校舎への構造的

な影響も考慮する必要があり、また整備に要する財源対策などの課題もあるとこ

ろです。 
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        ２ 今後のバリアフリー化の取組 

本市では、現在、国が示した整備目標を踏まえ、学校施設の状況調査を行って

おります。今後、調査結果や課題を踏まえながら整備方針を取りまとめるととも

に、国に対する財政支援の要望を行いながら、子どもたちが安全安心に学校生活

を送ることができるよう、バリアフリー化に努めてまいりたいと考えております。 

 

 
【質問議員】  原口 和人 議員 

 

【質問要旨】  ５ 学校内のいじめと自殺対策について 

 

【質問趣旨】  市立学校におけるいじめの状況はどのようなものか。また、いじめを防止するた

め、どのような取組を行っているのか。 

 

【回答要旨】  １ いじめに対する基本的な考え方 

市教育委員会では、いじめは、生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れがあ

る人権侵害行為であり、その防止は最も重要な課題であると考えております。 

文部科学省では、いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るもので

あるという認識のもと、「いじめの認知件数が多い学校ほど、教職員の目が行き

届いていることの証」として認知件数を肯定的に評価しています。 

このことを踏まえ、各学校では、ほんの些細な行為も見逃さないという認識の

もと、いじめの認知件数を積極的に上げるなど、早期発見・早期対応に努めてい

るところです。 

 

２ 市立学校におけるいじめの状況と取組について 

令和２年度のいじめの認知件数は、小学校 806件、中学校 192件であり、平成

28年度と比較して小学校は約 1.4倍、中学校は約 1.5倍となりました。 

このことは、いじめの認知を積極的に行おうとする意識が浸透してきた成果で

あると言えますが、児童生徒 1000人当たりの認知件数は全国平均に達しておら

ず、さらに積極的な取組が必要であると考えております。 

こうした状況を受け、市立学校では、主に２つの視点からいじめの防止に取り

組んでいます。 

1点目は、教職員がいじめに気付くことができる力の向上です。 

学校では「いじめられている子どもが発する小さなサインを見逃さないための

チェックポイント」の活用や、児童生徒等への定期的なアンケートを実施するな

どいじめの積極的な認知に取り組むとともに、早期対応に関する研修を行ってい

ます。 

2点目は、子どもがＳＯＳを出せるようにするための取組です。 

学校では、定期的なアンケートの実施や県のＬＩＮＥ相談窓口の周知など、子

どもたちがＳＯＳを出せる機会を設けています。 

また、子どもが自らの悩みや困りごとを信頼できる大人に相談できるようにす

るため、ＮＰＯ法人の講師が全ての市立学校を訪問し、児童生徒や教職員が相談

することの大切を学ぶ「ＳＯＳの出し方教育」を実施しています。 

市教育委員会としましては、これらの取組を通して、いじめの早期発見・早期

対応に取り組んでいるところです。 

 

２回目 

【質問要旨】  ５ 学校内のいじめと自殺対策について 
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【質問趣旨】  いじめる側の指導についての見解を問う。教員は、いじめの防止に情熱を持って

取り組む必要があると思うが考えを問う。 

 

【回答要旨】  １ 基本的な考え方 

文部科学省の調査によりますと、令和２年度に全国の小・中・高校で自殺した

児童生徒数は、いじめを理由とする 12人を含む 415人となり、調査開始以降最

多となっております。 

市教育委員会では、本来楽しいはずの学校生活に起因して、命をなくすような

ことは、決してあってはならないと考えております。 

 

２ 各学校における取組 

いじめ、とりわけ嫌がらせやいじわるといった「暴力を伴わないいじめ」につ

いては、児童生徒がケースごとに被害者にも加害者にもなると言われています。 

そうしたことから市教育委員会では、いじめの加害者への指導、被害者への心

のケアや、支援を適切に行っていくとともに、学級集団の中に存在する「観衆」

や「傍観者」にも注意を払い、集団全体で、いじめを許さない雰囲気を作ること

が必要であると認識しています。 

学校においては、いじめは人権侵害であるという認識のもと、教育活動全体を

通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、子ど

もたちがお互いの存在を大切にし、多様性を認め合えるよう、豊かな心の教育に

力を入れています。 

 

３ 市教育委員会の取組姿勢 

このようなきめ細かな指導を行うためには、日ごろから教員が子どもたちの言

動を細かく観察しておく必要があります。 

また、より多くの目で見守ることも重要です。そのためには、スクールカウン

セラーなども含めて学校の組織力を高めていく必要があります。 

さらに、教員が、時間や心のゆとりを持って子どもたちに向き合うことができ

るように、働き方改革を進めることも大切な視点だと考えております。 

教職員一人ひとりが「いじめは絶対に見逃さない」という強い意志と「いじめ

られている子どもを最後まで守り抜く」という信念を持って子どもたちに向き合

える体制づくりに努めてまいります。 

 

 

【質問議員】  秋永 峰子 議員 

 

【質問要旨】  ５ 教育行政について 

（１）教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律について 

 

【質問趣旨】  市教委として、法改正の趣旨をどのようにとらえているのかを問う。 

 

【回答要旨】  １ 改正の趣旨について 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の趣旨は、校長及

び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施することを目

的として、「公立学校等の校長 及び、教員の任命権者等による研修等に関する

記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備」し、  

「普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定を削除」する等の措置を講ず
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るとなっています。 

また、この法案が提出される前に行われた中央教育審議会の 審議の中では、

免許更新にかかる教員の負担の大きさや免許失効による人手不足の問題も議論

されております。 

このように、今回の法改正では教職員の研修制度や教員免許の更新について、

大きな変更が行われるものと認識しております。 

 

２回目 

【質問要旨】  ５ 学校内のいじめと自殺対策について 

         （１）教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律について 

 

【質問趣旨】  法改正の付帯決議趣旨をどのようにとらえているのか。また、今後どのように対

応していくのかを問う。 

 

【回答要旨】  １ 付帯決議のとらえ方について 

改正法の施行に際しては、付帯決議がなされておりますが、市教育委員会とし

ましては、付帯決議の趣旨は、改正法の適切な施行という観点に加え、学校の働

き方改革や教員不足解消を推進するという観点からも重要であると受け止めて

おります。 

 

        ２ 今後の対応について 

今後、文部科学省や福岡県教育委員会から、改正法の趣旨が反映された新たな

研修制度や免許状の再交付等に関する具体的な通知等が示されるものと考えて

います。 

付帯決議では、 

・教員の多忙化をもたらすことがないよう十分留意すること 

・校長の承認を受けて勤務場所を離れて行う研修も研修記録の対象とすること 

・研修と人事評価とは趣旨・目的が異なること 

・教員不足を解消するため、教員免許状を失効している者が、再授与を申請す

る場合の事務手続きの簡素化を図ることや休眠状態の教員免許状を有する

者の取り扱いを周知することなどが示されております。 

今後、市教育委員会では、付帯決議を受けた、文部科学省や県教育委員会から

の通知等を踏まえ、教職員の資質の向上や学校の働き方改革の一層の推進に努め

てまいります。 

 

【質問要旨】  ５ 教育行政について 

（２）働き方改革の推進について 

 

【質問趣旨】  働き方改革の今までの取組と今後の取組についてどのように考えているのか。 

 

【回答要旨】  １ 働き方改革における取組について 

「ワーク・ライフ・バランスの実現」と「子どもと向き合う時間の確保」のた

めに、働き方改革の推進は非常に重要であると捉えています。 

市教育委員会としましては、これまで、教員の負担軽減のために「スクールサ

ポートスタッフの導入」や「月２回の市内一斉定時退校日」並びに「夏季休業中

の学校閉庁日の設定」等を行ってまいりました。 

また、学校においても、感染症対策がきっかけではありますが、運動会・体育

祭の短縮開催に伴う準備時間の削減など、行事の精選及び業務内容の見直しに取
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り組んでいます。 

今後におきましても、放課後に教職員の業務の時間を生み出す時間割の工夫、

また、部活動ガイドラインの徹底や部活動指導員の配置など様々な業務改善に取

り組み、働き方改革を推進してまいります。 

 

２回目 

【質問要旨】  ５ 教育行政について 

（２）働き方改革の推進について 

 

【質問趣旨】  働き方改革を推進していく上で、部活動の地域移行をどのように捉えているのか。

今後、保護者との協力をどのように図っていくのか。 

 

【回答要旨】  １ 部活動の地域移行について 

本年６月６日に、スポーツ庁に設置された「運動部活動の地域移行に関する検

討会議」の提言が取りまとめられ、令和７年度末を目途に、休日の運動部活動か

ら段階的に地域移行することを目指すという方向性が示されました。 

市教育委員会としましては、働き方改革を目指すという主旨は理解するものの、

具体的な内容や財源措置などが明らかになっていないため、引き続き情報収集に

努めてまいります。 

 

２ 今後の取組について 

文部科学省は、平成 29年の中央教育審議会での議論を踏まえ、働き方改革に

関する緊急対策として「様々な業務について、学校に任せるものと、家庭や地域

など学校以外が担うもので、業務のすみわけを行うことが大変重要である」と示

しています。 

市教育委員会では、その趣旨を踏まえ、これまでも必要に応じて家庭や地域に

対し、働き方改革に関する理解促進を図るためのチラシの配布などを行ってまい

りました。 

今後も、地域学校協議会等を通じて、学校の課題や状況を家庭や地域と共有し、

学校の運営や様々な業務について、理解と協力が得られるよう努めてまいります。 

 

 

【質問要旨】  ５ 教育行政について 

（３）人権・同和教育の推進について 

 

【質問趣旨】  人権に関わる事象が起こった際、学校に対してどのような対応をするように指導 

しているか。 

 

【回答要旨】  １ 基本的な認識と対応について 

市教育委員会では「学校教育の基盤は、人権・同和教育に ある」との認識の

もと、自他の人権を守ろうとする子どもたちの意識や意欲、態度を育む人権尊重

の視点に立った学校づくりに向けて、学校と連携した取組を行っています。 

その上で、人権に関わる事象が発生した際の取組やその流れについては、学校

と市教育委員会が一体となって取り組むことができるよう、予め校長会などで説

明しているところです。 

こうした中、コロナ禍においては、その影響が子どもの日常生活から学校生活

まで幅広く及び、生活状況が一変した子どもや精神的なストレスを抱える子ども

が見られています。 



報告７－１２ 

市教育委員会では、陽性者や医療従事者の子どもに対する 誹謗中傷や差別を

防止するための教材や授業の進め方について、情報を提供するとともに、子ども

一人ひとりに寄り添い、子どもの声を丁寧に聴くという人権・同和教育の基盤を

活かした取組を行うよう、学校への指導助言を行っております。 

 

２ 人権に関わる事象が起きたときの対応について 

市教育委員会では、学校に対し、事象の内容や事実を把握した経緯を正確に把

握し、速やかな現場対応と市教育委員会への報告を行うよう求めています。 

そして、報告を受けた場合は、学校とともに、解決すべき教育課題の明確化や

解決方針の共有化を図るなど、人権課題の解決に向け、丁寧に対応を行っていく

こととしております。 

様々な人権に関わる事象へ適切に対応するためには、日頃からの人権・同和教

育の取組が重要です。 

そのような認識に立ち、今後とも、学校が子どもの背景を常に把握し、人権に

関わる事象を見逃すことのないよう、学校と市教育委員会が連携しながら、安心

して子どもが登校できる「安全で安心な学校づくり」に取り組んでまいります。 

 

２回目 

【質問要旨】  ５ 教育行政について 

        （３）人権・同和教育の推進について 

【質問趣旨】  久留米市として、今後、どのような人権・同和教育を進めていこうとしているの

か。 

 

【回答要旨】  １ 現状の認識について 

市教育委員会では、久留米市教育振興プランの実現にあたり人権・同和教育の

視点を取組の土台に据え、様々な教育施策に取り組んでおります。 

現在、児童生徒の中には「ＬＧＢＴＱ＋(プラス)」「ヤングケアラー」「外国に

ルーツを持つ」など様々な状況に置かれたり、貧困や虐待などの困りごとを抱え

たりしている者がいると認識しております。 

 

２ 本年度の方針 

本年度は、子どもの人権の保障を柱として、多様性を尊重する児童生徒の育成

を目指すとともに、学校の教育活動全体を通じて、人権が尊重される「学習活動

づくり」「人間関係づくり」「環境づくり」とが一体となり、自分自身が大切にさ

れていることを実感できる取組を目指しております。 

 

３ 今後の取組について 

市教育委員会では、教職員の人権に関する知識理解と人権感覚の涵養を図るた

め、校長のリーダーシップのもと、当事者に学ぶことの重要性を伝えるとともに、

人権・同和教育に関する基本研修や専門研修などの各種研修を引き続き実施して

いきたいと考えております。 

今後とも、コロナ禍をはじめ、様々な社会的事象が子どもたちに与える影響に

十分配慮し、子どもが安心して登校できるよう、一人ひとりの子どもに寄り添っ

た「安全で安心な学校づくり」及び「学力の保障と向上」を目指してまいりたい

と考えております。 
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個人 
 

一問一答方式 

【質問議員】  井上 寛 議員 

 

【質問要旨】  ２ 物価高騰に対する地方創生臨時交付金の活用について 

 （２）学校給食費の負担軽減について 

 

【質問 １】  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱いに関する国の通知つ

いて、市の見解を問う。 

 

【回答 １】  １ 国の通知内容 

文部科学省は、令和４年４月に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の取扱いに関する通知を行い、感染症の影響が長期化する中、物価高騰に

よる学校給食への影響を抑制するため、地方創生臨時交付金の活用が可能な事業

として「物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減」を示しました。 

 

２ 本市の見解 

本市においては、現在の給食費になった平成２７年度以降の物価上昇等につい

て、食材代替品の活用や献立の工夫などにより対応してきました。しかしながら、

今年度に入り、さらなる物価高騰の影響を受けており、これまでの対応では困難

な状況が見込まれております。 

成長期にある子どもたちに相応しい給食を提供することは、重要な課題である

と認識しており、保護者の急激な負担をさけるためにも、現在、地方創生臨時交

付金を活用した支援について、前向きに検討を進めているところです。 

 

【質問 ２】   国際情勢により小麦などの輸入食品が高騰しているため、国産食品への切替わ

りが進むことで、国産食品の値上がりも考えられる。 

そうした中でも、学校給食では国産食品を使い、地産地消を進める必要がある

ため、地方創生臨時交付金を活用すべきではないか。 

 

【回答 ２】   文部科学省が学習指導要領を踏まえて策定した「食に関する指導の手引」では、

学校給食に地場産物を活用することで、地域の文化や伝統に対する理解と関心を

深めるなど、高い教育効果が期待できるとされています。 

  国産の食材を活用し、子どもたちの食育を推進することは重要であると考えて

おり、地場農産物の地産地消の観点からも、地方創生臨時交付金の活用を前向き

に検討していきたいと考えております。 

 

 

【質問要旨】  ３ ＨＰＶワクチンの積極的勧奨の再開について 
 （３）教育現場での対応について 

  

【質問 １】  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱いに関する国の通知つ

いて、市の見解を問う 

 

【回答 １】  １ 教科書等の内容 

ＨＰＶワクチンについて、小学校では直接的な学習は行っておりませんが、中

学校では保健体育科の学習指導要領において「健康な生活と疾病の予防」の単元

の中で、生活習慣病やがんの予防を取り扱うようになっております。 
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がんの予防については、中学校２年生で学習し、教科書には「ワクチンの接種

などによって、ウイルス感染のリスクを減らすことで、ある程度がんを予防する

ことが可能である」と記載されています。 

また、子宮頸がんの要因となるヒトパピローマウイルスについても紹介されて

います。 

 

２ ＨＰＶワクチンの取扱い 

このように、中学校では、がんの予防手段の一つとして、ワクチンの接種があ

ることを学習しておりますが、ＨＰＶワクチンにつきましては、教科書には、具

体的に記載されていないのが現状でございます。 

 

【質問 ２】   ＨＰＶワクチン接種の積極的勧奨が再開されたが、あまり知られていないのが

現状である。医療機関や保健所と学校が連携して、推奨していくことが大切だと

思うが、見解を伺う。 

 

【回答 ２】   市教育委員会としましては、今後も、生活習慣病やがんの予防について、学習

指導要領に基づく学習を行ってまいります。 

ＨＰＶワクチンにつきましては、現在、文部科学省から、学校の授業等におけ

る取扱について、新たな指導はあっておりませんが、今後、文部科学省や厚生労

働省などの関係機関の動向を注視するとともに、保健所と連携しながら、学校現

場におきましても適切に対応してまいりたいと考えております。 

 

 

 

一問一答方式 

【質問議員】  田中 功一 議員 

 

【質問要旨】  ３ 医療的ケア児の支援について 

（１）これまでの取組について 

 

【質問 １】   久留米市立小・中学校における医療的ケア実施のための検討委員会で行った議

論、検討の内容について 

 

【回答 １】    市教育委員会は、常時医療的ケアが必要な児童生徒に望ましい教育環境が提供

できるよう、昨年１１月に、久留米大学や久留米医師会、地域の訪問看護事業所

等の医療的ケアに詳しいメンバーで構成した検討委員会を立ち上げました。 

                  検討委員会では、安全安心を最も重要な視点と捉え、対象となる医療的ケア児

の状態や保護者の思いを共有しながら議論、検討が行われました。 

                  その具体的な内容は、 

①安全安心に学校生活を送るために必要な学校の体制 

②関係者による情報の引き継ぎの在り方 

③久留米大学病院やかかりつけ医などの地域の医療資源との連携の在り方 

④学校において医療的ケアを実施する看護師の持続可能な確保 

などです。 

会議の中で頂いた各委員の専門的な見地からのご意見やアドバイスを学校と

共有しながら、令和４年度に入学する２名の新入生の受け入れ体制に反映させ、

準備を進めてまいりました。 
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【質問 ２】   久留米大学と締結した「久留米市立小中学校における医療的ケア実施に関する

覚書」による久留米大学の関わりや受け入れに向けた学校の準備や研修につい

て 

 

【回答 ２】  １ 久留米大学との関わりによる職員研修  

昨年の１２月に、医系・文系に豊富な知見を有する久留米大学と医療的ケア

実施に関する覚書を締結いたしました。 

覚書の締結によって具体的に進んだ主な取組として、医学部の医学科と看護

学科に講師を依頼し、医療的ケア児を受け入れるにあたっての当該校での教職

員研修や緊急時を想定した対応のシミュレーション研修を行いました。これら

の研修では、対象児童生徒の疾患を踏まえた適切な対応や学校生活を送る上で

の留意点、関係者同士の連携の在り方などについて、講義と演習を通して、医

療的ケアに対する教職員の理解が促進されました。 

 

２ 受け入れに向けた学校の準備 

このほか、学校においては保護者及び本人との面談や関係機関からの聞き取

りをもとに本人の状態や必要な支援についての情報を得ました。これらの情報

を基に、医療的ケアを行うために必要なスペースの確保や、必要な物品等の確

認、校内医療的ケア対応委員会の立ち上げなどの準備を行いました。 

 

【質問 ３】   入学した医療的ケア児の現状としての様子について 

 

【回答 ３】    ４月に小学校と中学校に入学した当該児童生徒に対しては、常時の医療的ケ

アに対応するため、在校する時間帯に看護師が１名常駐する体制をとっていま

す。 

当該児童は友だちと一緒に学校生活を送る中で、自立心や自主性が育ち、毎

日元気で登校しています。 

保護者は、集団の中で成長していることを大変喜ばれており、「今回、様々

な立場の関係者が、協力してくださったことに、感謝している」と話されてい

ました。 

また、中学校に入学した医療的ケア児は、昨年度と同じく、久留米特別支援

学校内に分教室として設置した在籍校の病弱 特別支援学級に通い、週１日は

在籍校の学級に入り学んでいます。 

自分のペースで学習が進められることに安心感をもっているものと認識し

ています。 

 

【質問要旨】  ３ 医療的ケア児の支援について 

（２）今後に向けての取組について 

 

【質問 １】   今後想定される医療的ケア児の増加に向けて、その症状や状況が様々である中

での基準についての今後の考え方について 

 

【回答 １】    医療的ケア児が学校生活を送る上では、本人の健康状態が安定し、安全安心

な教育環境が提供できることが前提となります。 

その上で、本人の状況に応じた適切な学びが実施されるよう、一人一人異な

る、医療的ケア児の状態に応じた、安全安心な学校体制や看護師の確保などに

ついて、個別具体的に検討していく必要があると考えています。 
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【質問 ２】   小・中学校における医療的ケア実施を行う中で見えてきた課題と今後の取組に

ついて 

 

【回答 ２】  １ 医療的ケアを行う中で見えてきた課題 

                  対象となる児童生徒は、常時医療的ケアが必要であり、看護師の常駐が必須で

ありました。しかしながら、看護師を確保するにあたっては、勤務形態の面や費

用の面での調整に、時間を要した経過もございました。 

また、医療的ケアの提供には、医療的ケア児の安全確保及び、保護者や関係機

関との連絡調整等、多くの業務が付随するため、これらの業務に携わる専門的な

人員の配置が必要であると考えます。 

 
２ 今後の取組について 

学校において医療的ケアを実施する看護師の安定的な確保に向けて、今後とも、

地域の訪問看護事業所等との意見交換を行うとともに、他の自治体の実施体制に

ついても、情報収集してまいります。 

また、現在対象となっている児童生徒の現状を踏まえた上で、業務に携わる人

員配置や財政的支援の拡充について、国や県に対して要望してまいりたいと考え

ています。 

 

 

２回目の質問から一問一答方式 

【質問議員】  佐藤 晶二 議員 

 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（１）施設改善の中・長期計画の表示について 

 

【質問趣旨】   現在の取組み状況と中・長期計画の表示についてお尋ねしたい 

 

【回答要旨】  １ 現在の取組について 

市教育委員会では、児童生徒の安全を確保すると共に、中・長期的な維持管理

に係るトータルコストの縮減及び支出の平準化を目的として、令和２年８月に

「久留米市学校施設長寿命化計画」を策定しました。 

本計画を具体的に進めていくために、現在、学校毎の基礎データや建物の劣化

状況等を調査・整理するとともに、施設の老朽化や少子化に伴う小学校統合など

の様々な課題を総合的に検討するため、教育委員会内部に「より良い教育環境づ

くり推進プロジェクト」を設置し、ハード・ソフト、そして、中・長期的な視点

に立った検討を進めているところです。 

 

２ 中・長期計画の表示について 

現在、データの整理や整備条件等を検討している段階ですが、できる限り早期

に取りまとめたいと考えております。 

なお、整備方針の取扱い等については、関係者等への影響もございますので、

その時期や内容などについては、市議会の皆様のご意見をお伺いしながら対応し

ていきたいと考えております。 

 

 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（２）交通安全対策について 
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【質問趣旨】  今後どのような交通安全対策を行っていくのか。 

 

【回答要旨】  １ 通学路の安全対策について 

市教育委員会は、児童生徒が毎日使用する通学路について、特に、交通安全対

策が重要であると認識しております。そのため、国県市の道路管理者や警察、市

教育委員会が連携して合同点検や対策の検討・実施を行う「久留米市通学路交通

安全プログラム」を運用し、継続的な安全確保に取り組んでおります。 

 

２ 通学路以外の安全対策について 

通学路以外の安全対策につきましては、これまで、学校や地域が把握している

危険箇所を児童生徒へ周知するに留まっていたのが現状でございます。そのよう

な中、今回の事故を受けまして、川沿いの通学路における危険箇所の再調査に加

え、「道路の歩行や安全な遊び方」「自転車の安全な乗り方」等の安全指導を児童

生徒へ改めて行っていただくよう各学校へ通知したところです。 

 

３ 今後の取組について 

今後につきましても、通学路における危険箇所の実態について関係機関と情報

共有を行いながら、「久留米市通学路交通安全プログラム」を継続していきます。   

また、通学路以外の安全対策につきましては、地域や関係機関と共に、情報を

共有し、対応方法や進め方等について検討してまいります。 

 

２回目 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（２）交通安全対策について 

 

【質問 １】  東国分小付近の護岸工事に安全柵が必要と考えるが、どう思うか。このように学

校周辺の工事にも注視すべきだと思うが、如何か。 

 

【回答 １】  １ 護岸工事の安全対策について 

ご指摘の場所のように、堤防の形態等によっては、子ども達だけでなく、地域

の方々にとっても、安全柵などがあった方が安心して通行できるものと思います。 

 

２ 学校周辺の工事にも注視すべきでは。 

さらなる安全対策を講じていただけるよう地域の皆さまと連携し、情報共有し

ながら、河川管理者等に要望してまいりたいと考えています。 

 

 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（３）学力向上対策について 

 

【質問趣旨】   久留米市の学力の現状と課題をどのように捉えているのかを問う。 

 

【回答要旨】  １ 市立小中学校の学力の現状について 

全国学力・学習状況調査における昨年度の平均正答率は、小・中学校ともに 

全区分で全国平均をやや下回る結果となりました。 

 この５年間における本市と全国の平均正答率の差については、徐々に縮まって

きている状況にありますが、総じて全国平均、さらには北筑後教育事務所管内の
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平均を下回っており、課題として大変重く受け止めています。 

 

２ 学力向上の課題について 

学力向上の課題については、その要因分析から、主に３つの課題があると考え

ています。 

一つ目は、授業力の向上です。教師主導型の授業から、子どもたちが主体的に

学ぶことができるような授業に改善していくことが必要です。 

二つ目は、学力の二極化です。 

本市の子どもたちの学力は二極化している状況が見られますので、特に学力の

低位層に焦点を当てた指導を充実させ、学力の二極化を解消していくことが必要

です。 

三つ目は、自尊感情の育成です。 

自尊感情の度合いを示す「自分にはよいところがあると思いますか」という設

問に、肯定的に回答した割合は、小・中学校とも全国平均に届いていません。 

自尊感情は学力との相関があると言われており、この自尊感情を高めていくこ

とが学力の向上につながるものと考えます。 

その他にも、学習習慣の度合いを示す「平日の授業時間以外の学習時間」が少

ないこと、更には「教師の働き方改革」を進めて行く必要もあります。 

今後、このような課題に向き合い、一つ一つ丁寧に対応しながら、久留米市の

未来を担う子どもたちの学力の向上に向け、しっかりと取り組んでいきたいと考

えています。 

 

 

一問一答方式 

【質問議員】  轟 照隆 議員 

 

【質問要旨】  ２ 民法改正による成年年齢引下げにより懸念されるトラブルについて 

（１）学校によるトラブル未然防止教育について 

 

【質問 １】   市立高校における消費者教育の状況について問う 

 

【回答 １】  １ 成年年齢引下げによる消費者教育の必要性 

文部科学省の通知では、『自立した消費者の育成及び若年者の消費者被害の防

止・救済のため、消費者教育の充実を図る必要がある』とされています。 

また、市消費生活センターによれば、オンラインゲームや健康食品などのネッ

ト通販に係る若年者の消費者トラブルの相談が数多く寄せられているとのこと

です。 

こうしたことを踏まえ、市教育委員会としましては、成年年齢引下げに伴い、

生徒に対する消費者教育を重要視し、さらに推進する必要があると認識しており

ます。 

 

２ 市立高校での消費者教育の取組について 

市立高校では、以前から消費者教育に取り組んできましたが、令和４年度の学

習指導要領の改訂により消費者教育の内容が充実された「家庭基礎」において、 

「消費生活の現状と課題」、「契約の重要性」、「消費者保護の仕組み」など成年

年齢引下げによる消費者トラブルの増加を視野に入れた内容についての授業を  

行っています。 

加えて、市消費生活センターと連携し、トラブル事例や関係する法律などを実



報告７－１９ 

践的に学ぶ講演会を例年、卒業前に実施しておりましたが、今後は、生徒が成年

年齢になる前の２年生で行う予定としております。 

また、その内容についても、消費者トラブルに詳しい弁護士や司法書士等の専

門家を招くなど、更なる充実を図ることとしております。 

このような取り組みを通じて、「消費者被害に遭わない」、「合理的意思決定が

できる」、そして、「よりよい社会や経済の発展のために積極的に関与する」、そ

のような「自立した消費者」の育成に努めて参ります。 

 

【質問 ２】  中学生への今後の消費者教育についてどのように取り組んでいくのか。 

 

【回答 ２】   １ 市教育委員会の基本認識について 

「消費者教育の推進に関する法律」において、「消費者教育は幼児期から高

齢期までの各段階に応じて体系的に行われるものとする」と記されており、市

教育委員会といたしましても、中学校においても発達段階応じた消費者教育を

行うことは、必要であると認識しています。 

 

２ 中学校での消費者教育の取組について 

中学校では、社会科の公民的分野において、消費者を守る制度や契約を結ぶ

意味などの、消費者の権利と責任等について学習しています。 

また、令和３年度からは学習指導要領の改訂により、技術・家庭科の「消費

生活・環境」において、インターネットを介した無店舗販売による購入方法や

クレジットなどの三者間契約の支払い方法の利点と問題点が新たに加わり、計

画的な金銭の管理、消費者トラブルとその対策の内容が充実されています。 

今後も引き続き、子どもたち一人ひとりが消費者トラブルの被害者となるこ

となく、自立した消費者となるよう、子どもの発達段階に応じた消費者教育の

推進に努めてまいります。 

 

 

一問一答方式 

【質問議員】  金子 むつみ 議員 

 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（１）物価高騰下での給食費の負担軽減について 

 

【質問 １】   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱いについて通知され

たが、市は活用するのか。 

 

【回答 １】    令和４年４月に、文部科学省から、新型コロナウイルス感染症の影響が長期

化する中、物価高騰による学校給食への影響を抑制するため、地方創生臨時交

付金の活用が可能な事業として「物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽

減」が示されております。 

本市では、平成２７年度に給食費を改定して以降、これまでの物価上昇など

につきましては、食材代替品の活用や献立の工夫等により対応してきました。 

そうした状況の中、今年度になって、さらなる物価高騰の影響を受けており、

献立の工夫などでは対応に限りがあるものと考えております。 

成長期にある子どもたちに相応しい給食を提供することは重要であると考

えており、また、保護者の急激な負担の増加を避けるためにも、地方創生臨時

交付金を活用した支援について、前向きに検討しております。現在のところど

のくらいの金額かは整理しておりません。 
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 【質問 ２】  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を検討するとのこと

だが、支援の具体的な内容を教えてもらいたい。給食費を引き下げられないの

か。 

 

 【回答 ２】   給食費の支援は、福岡県が食材費の物価上昇率を１０％として支援する補正

予算の議決が先日ありました。 

本市におきましても、現在食材費の動向やこうした他自治体の状況などの情

報収集を行いながら前向きに検討しているところです。 

学校給食法では、学校給食に係る経費のうち、食材費は保護者の負担とされ

ております。 

このような中で、物価高騰の影響による保護者の急激な負担の増加を避ける

ため、地方創生臨時交付金を活用した支援を現在検討しているところで、現時

点では給食費を引き下げる検討にはいたっておりません。 

 

 

【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（２）給食費の無償化について 

 

【質問 １】   義務教育の教育費は無償であるため、学校の給食費も無償化すべきではないか。 

 

【回答 １】  １ 学校給食費について 

学校給食法では「学校給食に係る経費のうち、施設整備費や調理員の人件費な

どの給食運営に要する経費は設置者が負担し、それ以外の食材費は保護者の負担

とする」と定めております。 

 

２ 給食費の無償化について 

市立学校において、全ての児童生徒の給食費を無償とした場合は、新たに年間

約８億９千万円の財源が必要になり、これに対する国の財源措置も行われないこ

とから、市単独での財政負担は困難であると考えています。 

したがいまして、生活保護制度や就学援助制度による経済的に厳しい家庭への

支援を行いながら、食材費に対しては保護者の負担をお願いすることによって、

対応してまいりたいと考えております。 

 

【質問 ２】   経済的に厳しい家庭には、就学援助で支援するとのことだが、基準の見直し後、

支援を受けられなくなった家庭もある。明石市のように中学校給食費を無償化

できないか。 

 

【回答 ２】    中学校給食費を無償化した場合、市単独での財政負担は約３億円となります。

義務教育を支える基礎的な経済支援である就学援助の認定基準は、平成３１年

度に、今後の就学援助の受給者と扶助費の増加傾向が見込まれる中、「将来にわ

たり安定的に制度を維持する」「より生活困窮度の高い世帯への援助内容の拡充

を図る」として、支給対象拡大と支援額の引き上げとともに見直しを行ったも

のです。学校給食費の公費負担による無償化については、福岡県市長会等を通

じ、今後とも国に対して要望してまいりたいと考えております。 
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【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（３）校則問題について 

  ア 人権問題として 

 

【質問 １】   眉での別室指導についての教育委員会の見解は。 

 

【回答 １】    校則について定める法令は特にございませんが、判例においては、「学校は

教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定し、児童

生徒の行動等に一定の制限を課することができる」とされています。 

こうした校則に基づき指導する際には、一人ひとりの児童生徒に応じて適切

な指導を行うとともに、児童生徒の人権に配慮しつつ、児童生徒の内省を促し、

教育的効果を持つものとなるよう指導しなければならないと考えております。 

 

【質問 ２】   眉の整えや髪型の校則違反は、合理性があるのか。 

 

【回答 ２】    この場で、個別の事案についてのお答えは控えさせて頂きますが、 

児童生徒を指導する場合は、問題の背景や児童生徒の特性など個々の事情にも

十分留意しながら、児童生徒の内省を促し、主体的、自律的に行動できるように

するなど、教育的効果を持つものとなるように配慮する必要があります。 

そのため、個別に、説諭や内省を促すこともあり得ますので、別室での指導が

直ちに合理的ではないとは言えないものと認識しています。 

 

【質問 ３】   眉の整えが犯罪と同等に扱われている。合理性があるのか。 

 

【回答 ３】    眉や髪形は、社会通念に照らした客観的な許容範囲の基準を定めることが困

難であるため、細かなルールを定めず、教育的配慮が必要な児童生徒に個別に

対応しているのではないかと推測します。眉や髪形に関する規定は、発達段階

の子ども達が、眉や髪形ばかりに気を取られ、肝心の学習や生活がおろそかに

なることを心配したものではなかろうかと推測いたしますので、眉の校則違反

が、暴力等の犯罪行為と同じとは考えていません。校則違反の内容や程度、ま

た、児童生徒の状況等によって、指導の内容や方法は異なるものと考えますの

で、どの学校も、一律ではなく、実情に応じた柔軟な生徒指導を行っているも

のと認識しております。 

 

【質問 ４】   市教委として、いきすぎた指導を改めさせなければならないと思うがどうか。 

 

【回答 ４】    この場で、個別の事案についてのお答えは控えさせて頂きますが、児童生徒

を指導する場合は、問題の背景や児童生徒の特性など個々の事情にも十 

個別の事案についてのお答えは控えさせて頂きますが、児童生徒を指導する場

合は、その内容や必要性について児童生徒や保護者との間に共通理解を持つこ

とが重要であり、教育目的に照らして合理的な指導であるか常に確認すること

が大切であると考えます。 

ついては、学校の指導において、校則違反の内容と指導内容が乖離し、合理

性に乏しいと客観的に判断される場合は、学校に対し適切に指導してまいりま

す。 
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【質問要旨】  ２ 学校教育について 

（３）校則問題について 

  イ 校則について 

 

【質問 １】   文科省が校則の見直しについての通知を出しており、市教委も取組んでいると

いうが、どういう精神で見直しをしているのか。 

 

【回答 １】   １ 校則の見直しについて 

校則は、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべ

き学習上、生活上の規律として定められておりますが、それぞれの学校や地域

の実態や歴史、文化などを背景に定められた校則にも、それぞれの意義や経緯

があるものと考えます。 

しかしながら、社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、

児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識などを踏まえ、見

直しをしていく必要があると考えます。 

 

【質問 ２】   校則は、全ての児童生徒に合理的配慮を行い、少数の声に配慮するなど見直し

を進めていくべきだと思うが見解は。 

 

【回答 ２】    校則に違反した児童生徒を指導する際には、問題の背景など個々の事情にも

十分留意し、単なる制裁的な対応にとどまらないようにしなければならないと

考えていいます。児童生徒の内省を促し、主体的、自律的に行動できるように

するなど、教育的効果を持つものとなるよう配慮しなければなりません。他の

児童生徒がいる前での指導が、教育的に好ましくないと判断される場合は、個

別に説諭したり内省を促したりすることもありうると認識しております。それ

が直ちに人権侵害は当たらないと思いますが、そういった場合でも教育的かつ

合理的な指導であるかを常に確認する必要がございますし、児童生徒、保護者

の間に共通理解を図るべきであると考えております。 

 

【質問 ３】   別室指導は３日間も必要なのか。 

 

【回答 ３】    校則違反の内容や程度、児童生徒の状況等によって指導の内容等は変わって

くるものと考えますので一律に３日間という指導ではなく、どの学校も実情に

応じた柔軟な生徒指導を行っているものと考えます。 
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個人 

 

【質問議員】  古賀 としかず 議員 

 

【質問要旨】  ３ 運動施設の充実について 

（１） 子供たちのスポーツ環境について 

 

【質問趣旨】    子ども達が休日に運動施設を利用したくても、特に屋外施設は大会等の開 

         催で埋まっている。もう少し利用できるようにならないのか。 

 オリンピック競技でもあるスケートボードなど子ども達に人気のある新た 

な競技種目に対応する施設の整備について、どのように考えているのか。 

 

【回答要旨】  １ 施設の利用状況と利用方法について 

  

   体育施設は、特に春や秋などのスポーツシーズンには、週末を中心に大会等で 

の利用が多くなっている現状です。 

         そのようななか、スポーツをしたい人が気軽に施設を利用できるよう荘島体育

館やテニスコート等の一部施設において、事前予約を受け付けない当日枠や月に

一度程度の市民開放日を設けているところでございます。このような取り組みを

他の施設にも拡充することを検討し、子ども達が自由に利用できる機会を増やし

てまいりたいと考えております。 

 

２ スケートボードなど新たな競技種目の施設整備について 

         東京オリンピックでの日本人選手の活躍により人気が高まっているスケート

ボート等については、練習できる場所が少ないこともあり施設の整備に関する要

望が出てきております。 

しかしながら、新たな用地を確保し、施設を整備していくことは、多くの財源

を必要とするため、非常に難しい状況がございます。 

今後は、利用者からの要望や市議会の皆様のご意見を伺いながら、既存施設の

活用も含め、スケートボードなど、様々な競技種目ができる環境を整えられるよ

う検討してまいります。 

 

 

 

【質問議員】  佐藤 晶二 議員 

 

【質問要旨】  １ 正源氏公園周辺の整備 

（１） 競輪場、都市建設、農政、文化財の連携について 

 

【質問趣旨】    正源氏公園の一部が供用してから、公園全体の整備が進んでいない。公園 

整備に向けて、各部局がどのような取り組みを行い、どのように連携をして 

いくのか。 

 

【回答要旨】   正源氏公園につきましては、久留米市緑の基本計画において、豊かな緑や水 

        辺のある緑の拠点として位置づけておりますが、都市計画決定から約６０年が

経過し、都市化が進むなど、周辺の環境も大きく変化してきております。 

また、公園の計画区域内には、競輪場や歴史的な遺構、ため池などがござい

ますが、各施設の老朽化や経年劣化への対応などの課題もあり、計画している

面積約３０ヘクタールのうち、約５ヘクタールを供用しているものの、計画的
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な整備が進んでいない状況でございます。 

競輪場につきましては、施設や設備が老朽化しているとともに、施設規模の

適正化が必要となっていることから、現在、再整備に向けた基本計画の策定を

進めているところでございます。 

また、正源寺ため池につきましては、現在、農業用水としての利用が確認さ

れていないため、地元関係者等と水利権放棄や市への所有権移転について協議

を進めております。 

さらに、円形野外講堂などの歴史的な遺構につきましては、経年劣化が進ん

でおり、今後、文化財としての登録や指定を見据え、国や県とも協議しながら、

その保存方法について調査、検討を進めて参りたいと考えております。 

このような状況を踏まえ、検討中の競輪場再整備基本計画の策定にあわせ、

各施設を管理している部局が連携し、正源氏公園全体の今後の在り方について

検討を進めているところでございます。 

なお、この検討内容につきましては、できるだけ早く市議会にも相談させて

いただきたいと考えております。 

 

２回目 

【質問要旨】  １ 正源氏公園周辺の整備 

（１） 競輪場、都市建設、農政、文化財の連携について 

 

【質問趣旨】    今一度、それぞれの問題点を確認し、正源氏公園として整備計画を進めてほ 

         しい。 

 

【回答要旨】    正源氏公園につきましては、魅力ある既存の資源を活かすためにも、課題

を整理し、適切な整備を進めていく必要があると考えております。 

そのためにも、各施設を管理している部局が連携し、まずは公園全体の今

後の在り方につきまして、検討を進めて参りたいと考えております。 

 

３回目 

【質問要旨】  １ 正源氏公園周辺の整備 

（１） 競輪場、都市建設、農政、文化財の連携について 

 

【質問趣旨】    公園の計画として、着実に進めることを約束してほしい。 

 

【回答要旨】    公園の整備を進めていくうえでは、各施設における課題の整理が大変重要

であると考えております。 

そのようなことから、まずは、各施設の課題をしっかり整理し、各部局が

連携しながら、公園全体の今後の在り方について、検討を進めて参りたいと

考えております。 

なお、この検討内容につきましては、できるだけ早く市議会にも相談させ

ていただきたいと考えております。 

 

 

【質問議員】  山田 貴生 議員 

 

【質問要旨】  ３ 学校グラウンドのさらなる活用について 

（１） 照明設備について 
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【質問趣旨】    学校グラウンドを社会体育として利用されているが、コロナ禍以前の活動

状況を伺いたい。 

 

【回答要旨】    学校グラウンドの利用状況についてでございますが、コロナ禍以前の平成

３０年度の学校施設開放事業における活動状況についてお答えいたします。 

小学校の利用者数は、登録団体数１２２団体で延べ２８４，７６８人。 

中学校の利用者数は、登録団体数１７団体で延べ９，９８２人。 

小中学校全体では、登録団体数１３９団体で延べ２９４，７５０人となっ

ております。 

また、利用されている年齢層としては子供から大人まで、幅広い層の皆様

がご利用されております。 

 

２回目 

【質問要旨】  ３ 学校グラウンドのさらなる活用について 

（１） 照明設備について 

 

【質問趣旨】    その内、ナイター照明を利用している学校数やどのような団体が利用してい

るのか伺いたい。 

 

【回答要旨】    学校施設に設置されているナイター照明設備は、市が設置したものの他、

活動内容に応じ利用団体等が設置されたものもございます。 

令和４年２月現在で、小学校４６校のうち３０校、中学校１７校のうち４

校、小中学校全体では６３校のうち３４校の設置となっております。 

利用されている内容としては、主にサッカーや野球、ソフトボール、ラグ

ビーといったスポーツ等での利用となっております。 

３回目 

【質問要旨】  ３ 学校グラウンドのさらなる活用について 

（１） 照明設備について 

 

【質問趣旨】    広く市民が利用できる大規模なナイター照明施設の設置は市が行っているが、

学校施設にある小規模なナイター照明の設置や玉替えなどに対する市の支援

策はあるのか。 

【回答要旨】    学校施設開放事業につきましては、施設ごとに学校施設開放運営委員会等

に業務を委託しております。 

その委託料の中で、スポーツを行うための物品として、投光器などの照明

設備やそれに付属する消耗品等を購入されております。 

市の支援策としましては、各学校施設開放運営委員会等からの要望に基づ

き、市が必要なスポーツ備品の整備を行っているものがございます。その対

象として令和３年度よりＬＥＤ投光器（水銀灯は対象外）を対象として追加

したところでございます。 

 

４回目 

【質問要旨】  ３ 学校グラウンドのさらなる活用について 

（１） 照明設備について 

 

【質問趣旨】    更なる市民スポーツの推進を図るために新たに体育施設を建設することは簡

単ではないと考えます。そこで、市民に一番身近な学校施設の有効活用を図る

ことは重要な施策と考えますが、学校のナイター照明施設の設置方針について、
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市としてどのように考えているのか。 

【回答要旨】    学校施設を活用することで、市民がスポーツを身近な場所で平等に楽しむ

ことができるものと考えております。 

令和２年３月に策定しました「久留米市スポーツ推進計画」においても、

スポーツ施設の充実を掲げており、既存施設の機能を充実させ有効利用を図

ることが、重要であると考えております。 

ナイター照明の設置は、学校グラウンドの機能充実に有効だと認識してお

りますが、一方で、近隣への騒音問題や農作物への影響等といった、周辺地

域と調整すべき課題もございます。 

今後、議会のご意見をたまわりながら、ナイター照明設置の考え方を整理

し、ニーズが高い地域につきましては、課題を調整し周辺地域の理解を得な

がら、整備が進むよう努めてまいりたいと考えております。 
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「久留米市立学校における医療的ケア実施運営協議会」の設置について 

 

 

１ 設置趣旨 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が令和３年９月に施行され

たことを受け、教育関係者に加えて医療、保健、福祉等の市関係部局や関係機関、保護

者の代表者、医療的ケアに知見を有する医師や看護師等などの関係者から構成される協

議会を設置することを通して、教育委員会における総括的な管理体制を整備することが

求められています。 

このことを踏まえ、市教育委員会では、市立学校における、学校生活の安全と適切な

医療的ケアの実施に寄与することを目的とする「久留米市立学校における医療的ケア実

施運営協議会」を設置します。 

 

 

２ 運営協議会の所掌事務 

医療的ケアの実施体制にかかる以下の内容について、協議等を行うとともに、関係機

関相互の連携や連絡調整を図ります。 

①医療的ケアの実施運営上の課題に関すること 

②児童生徒の安全を確保する医療的ケアの具体的な実施体制に関すること 

③その他、目的を達成するために検討が必要な事項 

  

 

３ 構成員 

大学教授や弁護士、医師会の代表者等の学識経験者・医療関係者、訪問看護事業所や

福祉事業所の代表、保護者の代表、医療的ケア実施校の校長、教育・保育・健康福祉部

門を所掌する各部局の行政職員など２０名程度の委員で構成します。 

 

 

４ 設置時期及び開催について 

今後、速やかに設置し、年４回程度開催します。 

 

 

 

６ 月 定 例 教 育 委 員 会 資 料 

令和４年６月３０日 

教 育 部  学 校 教 育 課 
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第 24回紫灘旗全国高校遠的弓道大会の開催について 

 

１ 概要 

紫灘旗全国高校遠的弓道大会を、新型コロナウイルス感染対策をとりながら、久留米

市を全国の弓道を志す高校生のあこがれの地とし青少年健全育成に寄与するために実

施することについて報告するもの。 

 

２ 期日 

  令和４年８月２０日（土）、２１日（日） 

 

３ 会場 

  久留米アリーナ 弓道場（久留米市東櫛原町１７０－１） 

   

４ 主催 

  久留米市、第 24回紫灘旗全国高校遠的弓道大会実行委員会 

 

５ 競技内容 

（１） 種 類  ： 団体競技 

（２） 種 目  ： 遠的競技 

（３） 種 別  ： 高校男子の部・高校女子の部 

（４） 参加人員 ： 選手３名・補欠１名・監督１名 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

 ○開会式、閉会式中止 

 ○的数の縮小（４的⇒３的）、参加校数の縮小（９０校程度⇒７０校程度） 

 ○選手控室の拡大、選手等による会場内での昼食の禁止 等 

６月定例教育委員会資料 

令和４年６月３０日  

市民文化部体育スポーツ課 



 

 

 

 

 

 

 

 

筑後川の雄大な自然にふれながら、参加チームとの交流を楽しもう！ 

■ 参加料   ： １チーム５，０００円（保険代を含む） ※ジュニアレースは３，０００円 

■ チーム編成 ： １チーム１０名（１２名までエントリー可能） 

■ 申し込み受付 ： 令和４年７月１日（金）～８月１２日（金）まで 

□ 所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸもしくは郵送、Ｅメールにてお申込ください。 

□ 申込書は久留米市ホームページ（http://www.city.kurume.fukuoka.jp/）でダウンロードできます。 

また、事務局までご連絡いただければ、郵送にてお送りします。 

□ 感染症拡大防止対策にご協力ください。 

■ 参加チームのための練習会・講習会 

□ はじめて参加される場合もご安心ください。事前練習会を開催し、Ｅボートインストラクターが、 

ボートの操作法を伝授します！！ 

□ Ｅボートのインストラクターになりたい方への講習も併せて行います！ 

受付：８時３０分 

 
 

▽申込・問合せ先 

〒８３０－００４２ 

久留米市荘島町１１－１（荘島体育館） 

筑後川Ｅボートフェスティバル実行委員会  

事務局（久留米市市民文化部 体育スポーツ課内） 

ＴＥＬ：０９４２－３０－９２２６ 

ＦＡＸ：０９４２－３８－２２５９ 

当日携帯：０７０－７６５７－６３４２ 

Ｅ－ｍａｉｌ：taiikusp@city.kurume.lg.jp 

 

久留米市_Ｅボート 🔍


	【完成品】議案20
	【議案20-1,2,3】議案表紙（済）
	【議案20-4～8】当初予算書（済）
	【議案20-資料1】R4年度教育部基本方針 （済）
	【議案20-資料2】R4年度市民文化部部基本方針
	【議案20-資料3】款項目別予算額（R4本予算)（済）
	【議案20-資料4～14】R4予算の概要原稿（10款）（済）
	05_10R04予算の概要原稿（10款）0519

	【議案20-資料15】根拠資料（済）

	【完成品】議案21
	【議案21号-資料2】学校給食支援事業について
	【議案21号-資料3】根拠資料
	議案21【完成品】
	【議案21号 -1,2,3】6月補正予算（第1号）
	【議案21号－4】1 補正予算書
	【議案21号-資料1】根拠資料


	【完成品】議案22
	議案22-1
	議案22-2
	議案22ー資料１
	議案22ー資料２

	【完成品】議案23
	【議案23-1】提案理由　図書館協議会
	【議案23-2】委員の任命について
	【議案23-資料１】委員新旧対照表
	【議案23-資料２】図書館協議会条例

	【完成品】議案24
	【議案24-1】提案理由 生涯学習センター運営委員会
	【議案24-2】委員の任命委嘱(生涯学習センター)
	【議案24-3】委員の委嘱(野中センター)
	【議案24-4】委員の任命委嘱(田主丸センター)
	【議案24-5】委員の任命委嘱(北野センター)
	【議案24-6】委員の任命(城島センター)
	【議案24-7】委員の任命委嘱(三潴センター)
	【議案24-資料1】生涯学習センター新旧
	【議案24-資料2】野中センター新旧
	【議案24-資料3】田主丸センター新旧
	【議案24-資料4】北野センター新旧
	【議案24-資料5】城島センター新旧
	【議案24-資料6】三潴センター新旧
	【議案24-資料7-8】設置根拠規定

	【完成品】議案25
	【議案25-1】提案理由 城島ふれセン運営委員会
	【議案25-2】委員の任命委嘱(城島ふれセン)
	【議案25-資料1】城島ふれセン新旧
	【議案25-資料2】設置根拠規定

	【完成品】議案26
	【議案26-1】社会教育委員 委嘱 議案提案理由
	【議案26-2】社会教育委員 委嘱議案
	【議案26-3】社会教育委員 委嘱 新旧対照表（資料１）
	【議案26-4】社会教育法・条例（抜粋）（資料２）

	【完成品】議案27
	【議案27号-1】 議案
	【議案27号-2】通学区域審議会委員委嘱
	【議案27号-資料1】新旧対照表
	【議案27号-資料2】通学区域審議会規則

	【完成品】議案28
	議案29号 完成品
	議案29【教委用】追加議案（荒木小事故）
	議案29資料1【第54号議案】樹木の管理瑕疵に起因する自動車破損事故による損害賠償について（猪飼改）

	報告1　後援
	報告2　学校給食における牛乳紙パックのリサイクルについて 改
	報告3　学校給食費の改定に向けた検討について
	報告4　近年の浸水害の状況と市教育委員会・学校の取組について
	報告5①　久留米市学校教育ICT化推進計画の策定及び今後のGIGAスクールの取組について
	報告5②　久留米市学校教育ICT化推進計画（案）
	報告6　教職員アイデア提案制度
	1_教職員提案制度
	2-3提案制度実施要綱
	4_提案書
	5_提案制度ちらし

	報告7　6月議会一般質問回答要旨(教育、市文)
	報告8　医療的ケア実施運営協議会の設置について
	報告9　紫灘旗全国高校遠的弓道大会の開催について
	報告10  筑後川Ｅボートフェスティバルチラシ



